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FLP 地域公共マネジメントプログラム  
「Summer School in 沼田市」報告書の刊行にあたって 

 
 中央大学では、社会的ニーズを踏まえ、学生諸君の新たな知的要求に対応する教育ス

テージを提供するプログラムとして、２００３年度より全学の「知」を結集した新しい

教育システム「ファカルティリンケージ・プログラム（FLP）」を導入しております。 
地域･公共マネジメントプログラムは、公務に強い中央大学の伝統を一層強化するプ

ログラムを設置すべきだという学内外からの声に推されて、第５番目のプログラムとし

て２００８年度に発足しました。お陰様にて志望学生も年々増加し、今では最大の人気

を博しております。 
 このプログラムを運営するにあたっては、伝統の継承はもとより、新たな試みを付加

して独自性を出すことに努力を傾注いたしております。毎年実施しておりますプログラ

ム全体イベント「Summer School」も、その一環として位置づけられており、本年度

は沼田市を調査研究の対象地として選択させていただきました。実施にあたっては関係

各位からのご理解とご協力を賜り深く感謝しております。 
学生は４月から８月にかけて、事前にご提供いただきました資料を基に理論的学習を

積み重ね、８月２３日から２５日の３日間の現地調査に臨みました。本年度は１１ゼミ

計１１０名が参加し、過去最大規模となりました。お陰様にてご当地ご担当者の全面的

なご支援とご指導の下、学生主体で Summer School の準備に始まり、現地調査の実施、

中間報告までの長い試行過程を無事終了することができました。ご当地にお邪魔した毎

日が新鮮な発見の連続だったという学生の感想を多く耳にしました。 
そして、１０月２２日に横山市長様をはじめ、市幹部の皆様をご多忙にもかかわらず

中央大学多摩校舎においで頂き、「Summer School 成果報告会」を開催いたしました。

「沼田市への政策提言」を課題に、１１ゼミがそれぞれ研究の成果である政策案を発表

し、行政と大学による「公学連携」を実現すると同時に、参加者との意見交換も活発に

行われた素晴らしいイベントとなりました。今後とも、このような活動を継続していき

たいと思います。 
お忙しい中ご協力をいただきました沼田市役所のみなさまをはじめとする、関係

者全ての方にこの場をお借りしてお礼を申し上げます。 

この冊子は、関係者の方々のご好意に支えられながら「学生の公務に対する真摯な思

いとひたむきな研究への情熱と皆さまへの感謝の気持ち」をいっぱい詰めて作成したも

のです。どうか学生の意をお酌み取りいただき、少しでも行政活動のご参考になればと

念じております。 

 
２０１７年１月  中央大学 FLP 地域･公共マネジメントプログラム 

部門授業担当者委員会委員長  細野 助博 
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・はじめに 

当ゼミでは、「地域経営と地方財政」を研究

テーマに掲げ、地方自治体の行政活動を財政

面から検証しながら、地域の発展のために地

方自治体がどのような役割を果たせるか、と

いった点を中心に研究を行っている。 

サマースクールでは、沼田市の財政状況に

ついて、財政分析を主な柱として歳入や歳出

に基づく財政運営状況を分析し、沼田市の実

態やそこから浮かび上がる問題点を調査した。

その中で、数年前から努力を重ねているもの

の、沼田市の経常収支比率1が 94.2％（27 年

度）と依然として高いという現状を知った。

この沼田市の経常収支比率が高い要因は何か

を出発点に、財政面でカットできる部分を見

出せないか、私たちなりの視点で沼田市を見

つめて、解決策を模索したいと考えた。そこ

で沼田市の事前調査やサマースクールでのヒ

アリングをヒントに調べを進めて、私たちは

ごみ処理にかかる費用に着目し、研究してい

きたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 「経常経費に充当する一般財源の額÷経常

一般財源総額）×100」で算出され、具体的

には、人件費や扶助費、公債費のように毎年

度経常的に支出される経費に充当された一般

財源の額が、地方税や普通交付税を中心とす

る毎年度経常的に収入される一般財源、減収

補填債特例分及び臨時財政対策債の合計額に

1.沼田市の財政分析 

 沼田市の財政について決算カードを基に、

分析していく。 

 

1.1歳入 

 26 年度の歳入は 230 億 1,444 万 6 千円と

なっており、内訳は図表 1 のとおりである。 

 

図表 1 平成 27年度決算（歳入） 

 

（出所）平成 27 年度決算カードをもとに筆

者作成  

 

 

 

 

占める割合。一般に本指標が低いほど、財政

の弾力性が高く、逆に高いほど財政が硬直化

していることを示す。 

http://www.ifinance.ne.jp/glossary/account/

acc257.html（平成 28年 12月 20日アクセ

ス） 

地方税

27.0%

地方交付税

29.6%

国庫支出金

10.8%

都道府県

支出金

7.5%

地方債

10.0%

その他

15.2%

http://www.ifinance.ne.jp/glossary/account/acc257.html
http://www.ifinance.ne.jp/glossary/account/acc257.html
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図表 2 歳入に占める自主財源と依存財源の

割合 

 

（出所）沼田市 平成 27年度決算の概要をも

とに筆者作成 

 

①地方税 

26 年度では 65 億 6,713 万円、構成比は

28.5%となっている。市税などを含む自主財

源は歳入の 41.8%で、地方交付税や国庫支出

金、地方債を含む依存財源は 58.2%を占めて

いる。市の歳入の半分以上は依存財源であり、

歳入の多くを自ら賄えていない状態である。

さらに国庫支出金、都道府県支出金、地方債

は特定財源のため使途が決められている。自

主的な財政運営を進めていくためにも、自主

財源の確保が重要な課題となる。 

 

②地方交付税 

26年度では 67億 2,581万 7千円、構成比

は 29.2%となっている。過去 5年以上、歳入

の中で最大の項目である。行財政改革によっ

て国から地方への税源移譲が図られた。具体

的には三位一体の改革で、国税である所得税

から地方税である市町村税への税源移譲が行

われた。しかしその後、沼田市の場合市民税

が思うように増えず、地方交付税に依存する

形となっている。 

 

1.2歳出 

 26 年度の歳出は 221 億 8,373 万 2 千円と

なっており、内訳は図表 3 のとおりである。 

 

図表 3 平成 27年度決算（歳出） 

 

（出所）図表 1に同じ 

 

歳出のうち人件費、扶助費、公債費が狭義

の義務的経費とされている。この義務的経費

の割合が小さいほど財政の弾力性があり、大

きくなるほど財政の硬直化につながるとされ

ている。以下ではこれらの経費に着目し、分

析していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

自主財源

36.2%

依存財源

63.8%

人件費

17.6%

扶助費

18.0%

公債費

10.1%
補助費等

11.5％

その他

42.9%
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①人件費 

図表 4 人件費の推移 

 

（出所）平成 18年度～27年度決算カードを

もとに筆者作成 

 

26 年度では 39 億 1,767 万円、構成比は

17.7%となっている。22 年度から 26 年度ま

でを計画年限とする行政改革大綱では、定数

管理の適正化と民間委託の推進を目標とし、

改革に取り組んできた。その結果、人件費は

減少傾向にあるが、類似団体と比較していま

だ高い水準にある。行政のスリム化や定員の

管理、給与の適正化などを行い、今後も人件

費の抑制に努めていく必要がある。 

 
2総務省地方公共団体給与情報公開システム 

http://www.soumu.go.jp/main_content/0002

②扶助費 

図表 5 扶助費の推移 

 

（出所）図表 4に同じ 

 

26年度では 37億 7,736万 3千円、構成比

は 17.0%となっている。類似団体2や群馬県平

均と比較し低い水準にある。しかし、高齢化

に伴う老人福祉費などの増加により、扶助費

は増加傾向にある。将来的にさらなる費用の

増加が見込まれるため、その対応が喫緊の課

題となる。 

 

 

 

94289.pdf（平成 28年 12月 20日アクセ

ス） 
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③公債費 

図表 6 公債費の推移 

 

（出所）図表 4に同じ 

 

26 年度では 24 億 1,889 万円、構成比は

10.9%である。図表 6をみると、ここ 10年の

傾向として、決算額は 19年度、構成比は 20

年度をピークに少しずつではあるが減少の傾

向がみられる。公債費が増加し財政が硬直化

するのを防ぐため、各事業の適債性を十分に

勘案、厳選し、健全な財政運営を行っていく

必要がある。また、26年度については、一人

当たりに換算すると 4万 7,542円となり類似

団体（4 万 4,987 円）と比較すると若干高い

ことがわかる。 

 

 

 
3 2.1にて後述 

④補助費等 

26年度では 27億 2,711万 1千円、構成比

は 12.3%となっている。そのうち一部事務組

合負担金が高い水準にあり、類似団体と比較

しても顕著である。沼田市は常備消防や老人

福祉、ゴミ処理やし尿処理など様々な業務の

分野で一部事務組合に加入している。公益上

の必要性やその効果などを勘案したうえで、

見直していかなければならない。 

 

1.3財政指標等 

 

①経常収支比率 

 沼田市の経常収支比率は、27 年度では

94.2％となっている。17 年度の市町村合併3

を機に、経常収支比率は上昇しており、19年

度の 107%をピークに、徐々に下がってきて

いる。類似団体の中では 198 団体中 34 番目

に高く、全国平均の 91.3％、群馬県平均の

91.1％と比較してみると数値が高いことがわ

かる。これは、財政の硬直化が進んでいるこ

とを示す。市町村における望ましい経常収支

比率は 75％程度とされており、更なる経常収

支比率の抑制が目標とされる。ヒアリングの

際には、経常収支比率の低下に向け、人件費

や物件費の削減に取り組んでいるという話を

伺った。 
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図表 7 経常収支比率の推移 

 

（出所）図表 4に同じ 

 

②財政力指数 

沼田市の財政力指数4は、27年度では 0.514

となっている。長年、0.51前後にとどまって

いる。類似団体の中では、139 番目に低く、

群馬県平均の 0.58 と比較してみると低いこ

とがわかる。地方交付税とも関連して、財政

力指数が 1.00 を超えると、地方交付税(普通

交付税)の不交付団体となり、財政の自立が確

立される。沼田市は中山間地に位置している

ため、人口減少や高齢化の影響で自主財源が

乏しいことがわかる。 

 

 

 

 
4 地方公共団体の財政力を示す指標。普通交

付税 (→地方交付税 ) の算定に用いられた

基準財政収入額を基準財政需要額で除した数

値を過去 3ヵ年間について単純平均して求

める。財政力指数が 1をこえる団体を富裕

団体と呼び，0.4未満を過疎団体の一要件と

するなど，国が地方公共団体に対する財政援

図表 8 財政力指数の推移 

 

（出所）図表 4に同じ 

 

1.4地方債 

 

図表 9 地方債現在高の推移 

 

（出所）図表 4に同じ 

助の程度を決定する際の指標として用いられ

る。 

https://kotobank.jp/word/%E8%B2%A1%E

6%94%BF%E5%8A%9B%E6%8C%87%E6

%95%B0-68009（平成 28年 12月 20日ア

クセス） 
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地方債現在高は市町村合併後から減少傾向

にあったが、近年は停滞傾向がみられる。17

年度の市町村合併により、合併前の地方交付

税を 10 年間保証する合併特例債の発行によ

り、合併に伴う歳出の増加分を補う制度が発

足した。しかし、16年度の「市町村の合併の

特例等に関する法律」の改正において、17年

度合併の市町村は 9年間全額保証とし、その

後段階的に保証割合を下げていき合併から

14 年間で合併特例債は打ち切りとなること

が決定した。そのため沼田市は 26 年度から

合併特例債の保証割合が縮減され、地方債現

在高が停滞傾向にあると考えられる。 

こうした地方債現在高の積み増しに関連し

て、合併特例債の発行のほかに、減収・減税

補填債と臨時財政対策債を除く地方債の発行

額も要因としてあげられる。日本全国のうち

市町村合併を行った自治体は、14年度から21

年度にかけて地方債全体の発行額は減少した

半面、そのうち臨時財政対策債への依存が強

まっている傾向がみられる。 

さらに、前述の公債費の観点から見ても、

沼田市の財政は厳しい状況であると言える。

実質公債費比率は 11.6％となっており、類似

団体の 8.0％を上回っている。これは類似団

体平均を 2.8 ポイント上回ることから、今後

も計画的な起債の発行を努めるとともに、起

債に頼らない財政運営が早急に求められる。 

 

 

 

 

 
5総務省ホームページ 平成の合併について 

http://www.gappei-

archive.soumu.go.jp/heiseinogappei.pdf

（平成 28年 12月 20日アクセス） 

2. 沼田市のごみ処理施設問題 

 沼田市の経常収支比率が高い原因について、

財政課の職員の方にサマースクールのヒアリ

ングでお伺いした際に、ごみ処理にかかる費

用が市町村合併により嵩むようになったこと

をお聞きした。サマースクール後、ヒアリン

グをもとにごみ処理にかかる費用に関する調

査を深めていったところ、ごみ処理に関連し

た二つの清掃組合への一部事務組合費用が高

額であるために、人件費および物件費等が上

昇し、結果的に経常収支比率を押し上げてい

ることがわかった。 

 この章では、沼田市のごみ処理施設問題の

経緯や問題点を述べる。 

 

2.1 沿革 

平成 11 年以降、全国的に市町村合併が積

極的に推進された。これは、人口減少・少子

高齢化等の社会経済情勢の変化や地方分権の

担い手となる基礎自治体にふさわしい行財政

基盤の確立を目的としていた5。群馬県内でも

同様に合併が進められ、現在の沼田市は平成

17 年 2 月 13 日に旧沼田市、利根郡白沢村、

利根郡利根村が合併して誕生したものである

6。合併以前は、利根村と片品村で尾瀬クリー

ンセンター、沼田市と川場村と昭和村で沼田

市外三箇村清掃施設組合清掃工場をそれぞれ

保有していた。しかし、合併によって、利根

村が沼田市の一部となったため、沼田市が清

掃工場を運営する組合の両方に加入すること

となった。 

6沼田市ホームページ 市のあらまし 

http://www.city.numata.gunma.jp/shisei/pr

ofile/shokai/1001987.html（平成 28年 12

月 20日アクセス） 
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そのため、現状としてそれぞれの組合に対

して事務組合費を負担している。利根東部衛

生施設組合は、沼田市と片品村で構成してお

り、尾瀬クリーンセンターを運営している。

沼田市外三箇村清掃施設組合は、沼田市、川

場村、昭和村で構成しており、沼田市外三箇

村清掃施設組合清掃工場を運営している。 

 

2.2 一部事務組合7について 

ここで一部事務組合とはいかなるものかを

確認しておく。一部事務組合とは、二以上の

地方公共団体が、協議により規約を定め、そ

の事務の一部を共同処理する地方公共団体の

組合である。意義は、普通地方公共団体及び

特別区が、その事務の一部等を共同処理する

ために設ける特別地方公共団体であり、法人

格を有すると規定されている（地方自治法

284条 2項、2条 1項）。 

 

①一部事務組合を構成するメリット 

平成 26 年の総務省の調査によると、一部

事務組合の内容として「ごみ処理に関する事

務」が 399件と最も大きい割合を占めている

8。そもそも、周辺市町村間での広域連携によ

る共同処理は、小規模な市町村においても今

後の事務執行を確保していく上で重要である。

 
7一部事務組合について 

http://www.tokyo23city.or.jp/ki/dataroom/a

boutkumiai.pdf?_=h27（平成 28年 12月 20

日アクセス） 
8総務省自治行政局市町村課 「地方公共団

体間の事務の共同処理の状況調」の概要 

http://www.soumu.go.jp/main_content/0001

96052.pdf（平成 28年 12月 20日アクセ

ス） 
9総務省 地方公共団体の事務の共同処理の

改革に関する研究会報告書 

http://www.soumu.go.jp/main_content/0000

日常生活圏の広域化や行政需要の高度化・専

門化、事務処理体制の効率化の要請等への対

応を目的として、これまでも様々な部門で広

く活用が進められているのだ9。 

一部事務組合を構成するメリットは、規模

の経済性が発生することである。たとえば、

ごみ処理に関しては、高度な処理が可能で小

規模なごみ焼却施設等を個別に整備すると多

額の費用が必要となることから、可能な限り

ごみ処理施設を集約化し、広域的に処理する

ことにより、公共事業のコスト削減を図るこ

とができる10。 

 

②一部事務組合を構成するデメリット 

一方、一部事務組合を構成するにあたって

のデメリットも存在する。デメリット、すな

わち制度的問題点は、構成市町村の影響力が

非常に強く、組合自体の自主性・自立性・主

体性が十分に発揮できないことである11。 

 

・自主性 

独自の課税権等はなく、財政上の自主性が

欠けている。 

・自立性 

普通地方公共団体を構成員とする特別地方

公共団体であるため、組合独自の住民が存

51523.pdf（平成 28年 12月 20日アクセ

ス） 
10 環境省ホームページ ごみ処理の広域化

計画について 

http://www.env.go.jp/hourei/11/000138.html

（平成 28年 12月 20日アクセス） 
11 草津市ホームページ

https://www.city.kusatsu.shiga.jp/shisei/ke

nkyu/chousakenkyu/kusatsumirai140526.f

iles/kou_2.pdf（平成 28年 12月 20日アク

セス） 

https://www.city.kusatsu.shiga.jp/shisei/kenkyu/chousakenkyu/kusatsumirai140526.files/kou_2.pdf
https://www.city.kusatsu.shiga.jp/shisei/kenkyu/chousakenkyu/kusatsumirai140526.files/kou_2.pdf
https://www.city.kusatsu.shiga.jp/shisei/kenkyu/chousakenkyu/kusatsumirai140526.files/kou_2.pdf


14 

 

在しない。また、議会の議員については、

公選制をとっていないため、各地方公共団

体の住民との距離が遠いことも問題点であ

る。 

・主体性 

組織運営の面では画一的で、議会と長とい

う二次的機構になっているために、弾力的

で有効な選択ができない硬直した制度にな

ってくる。そして、構成団体が増加するに

つれて、意見調整に時間を要し、迅速な意

思決定が難しくなると指摘されることがあ

る。各自治体の影響力が強くなり、組合自

体での主体性が十分に発揮できない。 

 

上記のように、一部事務組合は、組織や施

設を安定的に管理・運営する上で優れている

反面、組織を複雑化させる。上記の事項に加

え、各構成団体から権限が一部事務組合に移

行するために、当該事務は構成団体の議会等

の直接の審議の対象とはならないことも挙げ

られる。さらに、市町村合併の進捗により、

構成団体数が大きく減少したものや同一の構

成団体の一部事務組合が複数存在しているケ

ースが散見される12。沼田市もこれに類似す

る。 

このような状況下で、一部事務組合の改革

は許されるのか以下考察する。一部事務組合

内での改革は、各自治体の自由度が低すぎて

中々行われていない。しかし、以前と比べて

一部事務組合の在り方に変化がみられる。平

成 24年に地方自治法が改正13され、一部事務

 
12７に同じ 
13総務省 地方自治法の一部を改正する法律

の公布及び施行について 

http://www.gichokai.gr.jp/keika_gaiyo/pdf/h

24_kouhu_sikou.pdf （平成 28年 12月 20

日アクセス） 

組合からの脱退手続きが簡素化した。従来は

加入団体の全構成団体の議会の議決を経てす

る協議が調わなければ脱退できなかった。し

かし改正後は、他の構成団体に脱退の旨を 2

年前までに予告することで、他の団体と協議

を経ずに脱退が可能となった。各自治体にと

って使いやすい仕組み14としたのだった。た

だし、他の自治体との関係性の破壊を恐れて、

改革に踏み切らないケースもあると思われる。 

 

2.3二つの清掃工場の比較と問題点 

 

①清掃施設組合の比較 

沼田市におけるごみ処理にかかる費用の問

題を考察するにあたり、沼田市とその周辺自

治体のごみの排出量、人口等について見るこ

ととする。2.1 沿革で述べたように、現在の

沼田市では利根東部衛生施設組合、沼田市外

三箇村清掃施設組合の二つの組合に加入して

おり、組合分担金を負担している。その加入

の経緯から、ここでは沼田市を利根管内と、

利根管内を除く沼田市で分けて考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14総務省 地方自治法の一部を改正する法律

案の主な項目について（補足説明） 

http://www.soumu.go.jp/main_content/0001

33319.pdf（平成 28年 12月 20日アクセ

ス） 
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まず、沼田市外三箇村清掃施設組合に関す

る自治体の人口と、ごみの排出量についての

表は以下の通りである。 

 

図表 10 平成 26年度 沼田市外三箇村清掃施

設組合の構成自治体の人口とごみの排出量 

自治体 人口(人) 1 人 1

日排出

量(g) 

1 年の

総排出

量(t) 

沼 田 市

( 利根管

内除く) 

46,747 1,120 19,110 

川場村 3,464 797 1,008 

昭和村 7,778 644 1,828 

計 57,989 2,561 21,946 

（出所）群馬県産業廃棄物情報をもとに筆者

作成 

 

環境省の発表資料15によると、平成 26年度

の 1人 1日当たりのごみ排出量の全国平均は

947 グラムとなっており、沼田市(利根管内

除く)では約 1.18 倍、川場村では約 0.84 倍、

昭和村は 0.68倍という水準となっている。沼

田市(利根管内除く)に関しては、1 人 1 日当

たりのごみ排出量が全国で 2番目に多い群馬

県の平均値である 1051 グラムを上回ってお

り、ごみの減量化において後れを取っている

ことが窺える。 

 

 

 

 

 

 

 
15 環境省ホームページ 一般廃棄物の排出

及び処理状況等（平成 26年度）について 

 次に、利根東部衛生施設組合に関しての表

は、以下の通りである。 

 

図表 11 平成 26 年度 利根東部衛生施設組

の構成自治体の人口と、ごみの排出量に関す

る表 

自治体 人口(人) 1 人 1 日

排 出 量

(g) 

1 年の総

排 出 量

(t) 

沼 田 市

(利根管

内) 

4,348 1,120 1,777 

片品村 4,849 1,432 2,535 

計 9,197 2,552 4,312 

（出所）図表 10に同じ 

 

 1 人 1 日当たりのごみ排出量の全国平均と

比較すると、片品村では約 1.51倍と、全国平

均を大きく上回る水準となっており、ごみ処

理に関する経費の増加の一因となることを考

えると、ごみ減量化、あるいはごみ処理の効

率性の確立が必要であることが分かる。 

 二つの組合で処理するごみの量は先ほどの

表のとおりであり、沼田市外三箇村清掃施設

組合で扱うごみの量は利根東部衛生施設組合

の約 5.09倍である。しかし自治体が 26年度

に負担している事務費負担金は沼田市外三箇

村清掃施設組合に対するものが 3億 5,737万

4千円、内、沼田市(利根管内除く)の負担分が

3 億 1,328 万 7 千円、利根東部衛生施設組合

が 5 億 2 千万円、内、沼田市(利根管内)が 2

億 6千万円となっている。 

 

 

http://www.env.go.jp/press/102117.html

（平成 28年 12月 20日アクセス） 
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図表 12 両組合のごみの量の内訳 

 

（出所）図表 10に同じ 

 

図表 13 両組合の事務負担金の内訳 

 

（出所）沼田市財政課配布資料をもとに筆者

作成 

 

図表 12,13からわかるように、利根東部衛

生施設組合で扱うごみの量の方が沼田市外三

箇村清掃施設組合のものより少ないにも関わ

らず、自治体が拠出すべき事務費負担金では、

利根東部衛生施設組合が沼田市外三箇村清掃

施設組合を上回る形となっている。両組合で

それぞれ所有するごみ焼却施設の処理能力を

比較すると、沼田市外三箇村清掃施設組合の

ものが 1 日の処理能力 60t×2 の 120t, 利根

東部衛生施設組合のものが15×2の30tとな

っており、このことからも、合併により沼田

市が拠出しなければならなくなった、利根東

部衛生施設組合への負担金が非常に高額であ

り、沼田市の財政状況の悪化の一因となって

いることが確認できる。 

 ごみ処理を主たる目的とした一部事務組合

において、各自治体の負担金の按分方法とし

て通常、各自治体均一の均等割、ごみの搬入

量に応じて拠出する搬入割、人口に応じて拠

出する人口割等を用いるが、利根東部衛生施

設組合に沼田市、片品村が拠出する事務費負

担金の額は、前述よりそれぞれ 2 億 6000 万

円であり、片品村の高いごみ排出量に鑑みる

と、不公平感がぬぐえない現状となっている。 

 

②環境に与える問題 

次に、環境に対して与える問題という視点

から見ていく。 

沼田市外三箇村清掃施設組合清掃工場と、

尾瀬クリーンセンターの施設から出る排出ガ

ス等から比較すると、ダイオキシンの排出濃

度は沼田市外三箇村清掃施設組合清掃工場が

0.1251ng-TEQ/立方メートルN、尾瀬クリー

ンセンターが 0.78ng-TEQ/立方メートル N

であり、尾瀬クリーンセンターは沼田市外三

箇村清掃施設組合清掃工場と比べて、約 6.2

倍の排出濃度である。 

また、焼却灰燃え殻等は沼田市外三箇村清

掃施設組合清掃工場が 0.000235ng-TEQ/グ

ラム、尾瀬クリーンセンターは 0.4 ng-TEQ/

グラムで、沼田市外三箇村清掃施設組合清掃

工場の約 200倍である。加えて、ばいじん・

飛灰等は沼田市外三箇村清掃施設組合清掃工

沼田市外三箇村清掃施設

組合

21,946

利根東部衛生施設組合

4,312

（ｔ）

沼田市外二箇村

清掃施設組合

357,374

利根東部衛生

施設組合

520,000
（千円）
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場が 1.52 ng-TEQ/グラム、尾瀬クリーンセン

ターが 19.5 ng-TEQ/グラムで、沼田市外三箇

村清掃施設組合清掃工場の約 12.8 倍と環境

的な面から見ても、沼田市外三箇村清掃施設

組合清掃工場の方が優れた施設と推測できる。

たしかに、尾瀬クリーンセンターは群馬県の

定める既設施設の排出基準は満たしてはいる。

しかし、群馬県内の他の清掃工場のダイオキ

シンの排出濃度だけで見ても、平均が約

0.4635 ng-TEQ/立方メートル N であること

から、尾瀬クリーンセンターは高い数値であ

り、環境にも悪影響であると言える。 

 

図表 14 両清掃工場の環境的視点からの比較 

 排出ガ

ス (ng-

TEQ/

立方メ

ー ト

ル) 

焼却灰・

燃え殻等

(ng-

TEQ/ グ

ラム) 

ばいじ

ん・飛灰

等 (ng-

TEQ/グ

ラム) 

沼田市外

三箇村清

掃施設組

合清掃工

場 

0.1251 0.000235 1.52 

尾瀬クリ

ーンセン

ター 

0.78 0.4 19.5 

（出所）群馬県「平成 25年度ダイオキシン類

対策特別措置法に基づく特定施設設置者の自

主測定結果について」をもとに筆者作成 

 

 

 

 

 

2.4まとめ 

以上から沼田市は利根東部衛生施設組合、

沼田市外三箇村清掃施設組合の二つの組合に

加入しており、それぞれに事務組合費を負う、

二重負担の状態であることは明らかである。

今までは、一部事務組合の自由度の低さや保

守的になるという制度的問題点等もあり、ご

み処理施設問題の改革が進まなかったと予想

される。しかし、2.1.1で述べたように、平成

24年に地方自治法が改正され、一部事務組合

からの脱退手続きが簡素化したことにより、

一部事務組合からの脱退による二重の負担か

らの脱退の可能性が現実的になってきた。 

 そもそも、利根東部衛生施設組合が運営す

る尾瀬クリーンセンターが、沼田市のごみ処

理において必要不可欠な存在であってそれ相

応の利益をもたらすものであるのならば組合

から脱退する必要もないと思われる。しかし、

2.2 の①で述べたように処理能力も沼田市外

三箇村清掃施設組合の運営する沼田市外三箇

村清掃施設組合清掃工場に大幅に劣るもので

あり、加えて財政面では処理能力に対して妥

当だと想定される負担額の範囲を超えた多額

の予算を必要としており、沼田市に相当の負

担を強いている。さらに尾瀬クリーンセンタ

ーが環境に与える悪影響も沼田市外三箇村清

掃施設組合清掃工場より大きいものであり、

沼田市のごみ処理が、沼田市外三箇村清掃施

設組合清掃工場のみで賄えるのであればそれ

が最良であると思われる。 
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3.沼田市への政策提言 

 以上の問題点を踏まえ、私たちは清掃工場

の「西部統合」を提案する。 

 

3.1 西部統合の概要とそのメリットに

ついて 

西部統合とは、尾瀬クリーンセンターの操

業を停止し、尾瀬クリーンセンターで処理さ

れていた東部地区（旧利根村、片品村）のご

み処理を沼田市外三箇村清掃施設組合清掃工

場に統合することを指す。つまり、この西部

統合を行い、尾瀬クリーンセンターの操業を

停止することによって、ゴミ処理に関する組

合の事務費負担金を削減し、沼田市の経常収

支比率を下げ、沼田市の財政の健全化を図る

ことができると考えている。次に、西部統合

をすることの沼田市における具体的なメリッ

トを挙げる。主に経済面と環境面の二つのメ

リットが挙げられる。 

 西部統合とは、尾瀬クリーンセンターの操

業を停止し、尾瀬クリーンセンターで処理さ

れていた東部地区（旧利根村、片品村）のご

み処理を沼田市外三箇村清掃施設組合清掃工

場に統合することを指す。つまり、この西部

統合を行い、尾瀬クリーンセンターの操業を

停止することによって、ゴミ処理に関する組

合の事務費負担金を削減し、沼田市の経常収

支比率を下げ、沼田市の財政の健全化を図る

ことができると考えている。次に、西部統合

をすることの沼田市における具体的なメリッ

トを挙げる。主に経済面と環境面の二つのメ

リットが挙げられる。 

 まず経済面のメリットについて述べる。現

在沼田市は、沼田市外三箇村清掃施設組合と

利根東部衛生施設組合の二つの事務費負担金

として、合わせて約 5億 7,312万 3千円を負

担している。しかし、仮に西部統合した場合

の沼田市の負担金は 3億 871万 5,731円とな

る。つまり、この二つの差額の 2億 6,440万

7,269 円を削減することができる。また、片

品村の負担額も、現在かかっている事務費負

担金の 2億 6千万円が西部統合した場合には

4,665 万 7,007 円に減少する。よって、この

差額の 2億 1,334万 2,993円を削減すること

ができる。沼田市と片品村のどちらにとって

も負担金を大幅に削減することができるので

ある。この金額の算出方法については本章の

次節にて詳細を説明する。 

 次に環境面のメリットについて述べる。2.3

で述べたように尾瀬クリーンセンターはそも

そも環境に与える負担が他の清掃工場に比べ

て非常に大きい。一方沼田市外三箇村清掃施

設組合清掃工場は、群馬県全体で見ても環境

面において非常に効率良く稼働している。よ

って、この二つの清掃工場が環境に与える負

担の差は大きいことがわかる。そこで、西部

統合し尾瀬クリーンセンターの操業を停止す

ることで、沼田市のごみ処理事業が環境に与

える負担を大幅に削減することができるのだ。 

よって、経済面と環境面のどちらの面にお

いても、尾瀬クリーンセンターの操業を停止

し、西部統合することは、沼田市にとって大

きなメリットがある。そして財政面では、西

部統合することで歳出を抑え、経常収支比率

を下げることにつながり、財政の健全化を図

ることができるのだ。 

 

3.2削減額の試算および算出方法 

前述されたようにこの節では、西部統合後

の削減額の詳しい算出方法について説明する。

前提として沼田市外二箇村清掃施設組合規約

における負担金の按分方法を明記しておく。 
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図表 15 負担金の按分方法 

区分 割合 

人口割 100分の 45（当該年度 9月末日

現在の住民基本台帳登録人口に

よる。） 

均等割 100分の 10 

搬入割 100分の 45（当該年度の搬入量

による） 

（出所）沼田市外二箇村清掃施設組合規約を

もとに筆者作成 

 

➀人口割 

西部全体の金額は 357,374,000 円である。

人口割は全体の 45％を占めるため、

357,374,000×0.45＝160,818,300 円となる。

これを西部全体の人数、つまり旧利根村を除

く沼田市の 44,592人、昭和村の 7,626人、川

場村の 3,697 人の合計である 55,905 人で割

ることによって、西部 1人あたりの人口割に

おける負担額を算出することができる。よっ

て 160,818,300÷55,905≒2,877円となる。 

 東部の人口は片品村の 4,647人と、旧利根

村の 4,248人の合計の 8,895人である。上記

で算出した西部 1人当たりの負担額に、単純

に東部の人口をかける合わせることによって、

西部統合した際に発生する東部の人口分の負

担額が算出できるので、8,895×2,877＝

25,590,915円となる。よって 160,818,300＋

25,590,915＝186,409,215 円、これが西部統

合後の人口割における負担額の合計である。 

 

➁搬入割 

搬入割は全体の 45％を占めるので、

357,374,000×0.45＝160,818,300 円となる。

これを西部全体のごみの量、つまり旧利根村

を除く沼田市の 15,239t、昭和村の 1,393t、

川場村の 807t の合計である 17,439t で割る

ことによって、西部 1tあたりの搬入割におけ

る費用を算出することができる。よって

160,818,300÷17,439≒9,222円となる。 

 東部のごみの量は片品村の 2,476tと、旧利

根村の 1,857t の合計の 4,333t である。上記

で算出した西部 1tあたりの費用に、単純に東

部のごみの量をかける合わせることによって、

西部統合した際に発生する東部のごみの量の

費用が算出できるので、4,333×9,222＝

39,958,926円となる。よって 160,818,300＋

39,958,926=200,777,226円、これが西部統合

後の搬入割における費用の合計である。 

 

③均等割 

均等割は全体の 10％を占める。均等割の西部

統合後の費用を算出するためには、上記で算

出した人口割、搬入割のそれぞれの統合後の

費用を足して、0.9（90％）で割ることによっ

て、西部統合後の全体の費用を求め、その金

額に 0.1（10％）をかけることによって算出

したいと思う。つまり（ 186,409,215＋

200,777,226）÷0.9×0.1＝387,186,441÷0.9

×0.1＝430,207,157×0.1≒43,020,716 円と

なる。これが西部統合後の均等割における費

用の合計である。 

 

では、上記で算出した数字をもとに、統合

後のそれぞれの自治体の負担額を求めていき

たい。合併後の総計は 430,207,157円なので、

人口割と搬入割はこの金額に 0.45（45％）を

かけたもの、均等割は 0.1（10％）をかけるこ

とで求めることができる。 

 

 まず人口割は 430,207,157 × 0.45 ≒

193,593,221 円となる。これを統合後の全体
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の人数で割ることによって、統合後の１人あ

たりの負担額を算出でき、それをそれぞれの

市や村の人口と掛け合わせることによって、

統合後のそれぞれの市や村の負担額を算出し

たい。 

 統合後の人口は、旧利根村を除く沼田市の

44,592人、昭和村の 7,626人、川場村の 3,687

人、片品村の 4,647人、旧利根村の 4,248人

の合計である 64,800 人である。よって

193,593,221÷64,800≒2,988円、これが統合

後の１人あたりの負担額である。 

 以上から旧利根村を除く沼田市の負担額は

44,592×2,988＝133,249,896 円、昭和村は

7,626×2,988＝22,786,488 円、川場村は

3,687×2,988＝11,016,756 円、片品村は

4,647×2,988＝13,885,236 円、旧利根村は

4,248×2,988＝12,693,024円となる。また現

在の沼田市は旧利根村を除く沼田市と、旧利

根村の数字を足せばよいので、133,249,896

＋12,693,024＝145,942,920円となる。 

 

 次の搬入割も、 430,207,157× 0.45≒

193,593,221 円となる。これを統合後の全体

のごみの量で割ることによって、統合後の１

t あたりの費用を算出でき、それをそれぞれ

の市や村のごみの量と掛け合わせることによ

って、統合後のそれぞれの市や村の費用を算

出したい。 

 統合後のごみの量は、旧利根村を除く沼田

市の15,239t、昭和村の1,393t、川場村の807t、

片品村の 2,476t、旧利根村の 1,857t の合計

である 21,772t である。よって 193,593,221

÷21,772≒8,892円、これが統合後の１tあた

りの費用である。 

 以上から旧利根村を除く沼田市の負担額は

15,239×8,892＝135,505,188 円、昭和村は

1,393×8,892＝12,386,556円、川場村は 807

×8,892＝7,175,844 円、片品村は 2,476×

8,892＝22,016,592 円、旧利根村は 1,857×

8,892＝16,512,444 円となる。また現在の沼

田市は旧利根村を除く沼田市と、旧利根村の

数字を足せばよいので、 135,505,188＋

16,512,444＝152,017,632円となる。 

 

 均等割は、430,207,157×0.1≒43,020,716

円となる。均等割に関してはそれぞれの市や

村の負担額は簡単に求めることができる。現

在の沼田市（旧利根村を含む）、昭和村、川場

村、片品村の４つの自治体で統合後の均等割

の金額を割ることによって、それぞれの市や

村の負担額が算出できる。よって 43,020,716

÷4＝10,755,179円となる。 

 

 以上で算出したそれぞれの自治体の統合後

の人口割、搬入割、均等割をすべて合算し、

負担額の合計を算出していく。 

 まず沼田市（旧利根村を含む）の合計負担

額 は 、 145,942,920 ＋ 152,017,632 ＋

10,755,179＝308,715,731円となる。（旧利根

村を 除く沼田市 の合計 負担額は、

133,249,896＋135,505,188＋10,755,179＝

279,510,263 円となる。旧利根村は、

12,693,024 ＋ 16,512,444 ＋ 10,755,179 ＝

39,960,647 円 。 こ の 2 つ を 足 す と

279,519,263＋39,960,647＝319,479,910 円。

しか しこれでは 均等割 で算出した

10,755,179 円が沼田市に 2 回足されている

ことになってしまうので、319,479,910－

10,755,179＝308,724,731 円。これで数字が

同じになる。） 

 次に昭和村は、22,786,488＋12,386,556＋

10,755,179＝45,928,223円。 
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 次に川場村は、11,016,756＋7,175,844＋

10,755,179＝28,947,779円。 

 そして片品村は、13,885,236＋22,016,592

＋10,755,179＝46,657,007円。 

 

最後に、現在と統合後の西部と東部の負担

額を比較することによって、統合することに

よるメリット、つまりどれくらいの額を削減

できるかということを示していきたい。 

 現在の沼田市の西部の清掃工場における負

担額は 313,123,000円、東部の清掃工場にお

ける負担額は 260,000,000円。この 2つを合

算すると 313,123,000 ＋ 260,000,000 ＝

573,123,000 円となる。片品村の負担額は東

部の清掃工場のみなので 260,000,000円。 

 統合後の沼田市の負担額は 308,715,731円

な の で 、 573,123,000 － 308,715,731 ＝

264,407,269 円。この金額が、統合後に沼田

市が削減することのできる金額である。 

 統合後の片品村の負担額は、46,657,007円

な の で 、 260,000,000 － 46,657,007 ＝

213,342,993 円。この金額が、統合後に片品

村が削減することのできる金額である。 

 

 以上の算出結果により、沼田市、片品村の

双方の負担額を２億円以上、合計で 4億７千

万円以上削減できるということがわかる。 

 

3.3デメリットとその改善策 

ごみ施設の集約化に伴うデメリットとして、

経済面、環境面、資源化面から考えることが

できる。 

経済面では、「統合に伴う新たな費用」が問

題となる。運搬距離が伸びることに伴い運搬

経費の増加や、中継施設などの整備費用の発

生が予想される。たしかに、運搬費用は広域

化により増加が想定されるが、集約化に伴い

施設建設費と維持管理費は削減され、ごみ処

理にかかる経費全体では経費を抑制すること

ができると考えられる。またごみ収集に関し

ては民間に委託しているため自治体が負担す

る額は大きくなく、自治体に負荷がかかるこ

とはないと考えられる。 

環境面では、「二酸化炭素の増加」が問題と

なる。今まで尾瀬クリーンセンターに運んで

いた分を沼田市外三箇村清掃施設組合清掃工

場に運ぶため運搬距離が延伸することに伴い、

運搬車両が集中し、車両からの二酸化炭素発

生量が増加すると予想される。この問題は、

ごみ減量化を推進したり、運搬車両の台数の

縮減を図ったりすることで周辺環境への負荷

を低減することが可能であると考えられる。

また、尾瀬クリーンセンターにのみ整備され

ている、し尿浄化槽汚泥の処理方式の一つで

ある「資源化処理」がなくなるという問題も

ある。資源化処理とは資源としての汚泥の再

生利用や、エネルギー回収、燃料化などを行

う技術の総称である。尾瀬クリーンセンター

では、し尿浄化槽汚泥を、乾燥化、資源化(堆

肥化)で行っているのに対し、沼田市外三箇村

清掃施設組合清掃工場では、脱水化、乾燥化、

焼却化の三つで行っている。し尿汚泥の再資

源化は、環境に優しく地球温暖化対策として

着目されているため、集約化により尾瀬クリ

ーンセンターにのみ整備されている資源化処

理を行わなくなることで、環境に悪影響をお

よぼすのではないかというデメリットがあげ

られる。しかし、この点において、沼田市外

三箇村清掃施設組合清掃工場で行っている脱

水化、乾燥化、焼却化の処理でも資源化処理

が可能であるためそれで補うことも可能であ

るといえる。堆肥化である肥料等は、下水汚
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泥発生量のうち 14％利用されているのに対

し、汚泥焼却灰を原材料としている建設資材

は、下水汚泥発生量のうち 55％利用されてい

る。建設資材の主な使用用途は、レンガやコ

ンクリート資材等である。そのため沼田市外

三箇村清掃施設組合清掃工場でし尿汚泥処理

の環境的活動はできると断言できる。 

資源化面では、「仕分け」が問題となる。集

約化によりごみ収集段階においての構成市内

の排出区分や収集携帯の統一を図らなければ

ならない。この点では、ごみ袋を統一しなけ

ればならないなどの問題も考慮する必要があ

る。しかし、排出区分や収集携帯の統一を図

り資源化を向上することも可能であると考え

られるので、デメリットだけではないといえ

る。 

 またこの三点以外にも、災害が発生した場

合ごみの量が常時ではないため一つのごみ処

理場では対処できなくなるという問題も考え

なければならない。この点に関しては、沼田

市外三箇村清掃施設組合清掃工場の性能を

年々向上させ問題解決に運ぶ、等の見方もあ

るがこの対策は未だ明確ではない。 

以上の点から、尾瀬クリーンセンターと沼

田市外三箇村清掃施設組合清掃工場を集約す

ることにより発生が想定されるデメリットを

述べた。たしかに、前述したようなデメリッ

トが発生することが想定されるが、改善の余

地があり対処可能であると考えられる。 

 

・おわりに 

政策提言をする際に、御船ゼミでは「提言

内容が『絵に描いた餅』であってはならない」

ということをモットーにしている。私たちは、

政策提言に実現可能性があるか、持続可能性

が担保できるかといった点を念頭に置いて考

察することを常としているが、その際最も重

視する要因が財政負担の問題である。 

今回、御船ゼミには、沼田市から「沼田市

の財政分析」を行ってほしいとのミッション

が与えられた。そこで、沼田市の財政の現状

を詳細に検討したところ、沼田市の財政運営

に大きくのしかかっている問題としてごみ処

理施設問題に行き着いた次第である。 

そして、財政面に加え環境面からも分析し

た結果、東部にあるごみ処理施設を廃止して

「西部統合」するのが望ましいという提言を

行うに至った。私たちは、将来の沼田市の財

政運営にとってこの問題の解決が極めて重要

な意義を持つと認識している。 

もとより、ごみ処理施設の稼働や業務は、

近隣住民の十分な理解と協力を得たうえでな

ければ円滑に進めることはできない。こうし

た点も含め、ごみ処理施設の問題を沼田市の

将来に向けた重要施策の一つに加えていただ

きたいと思う。 
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平成 19年度 

http://www.city.numata.gunma.jp/_res/proj

ects/default_project/_page_/001/002/034/19

_card.pdf（平成28年12月20日アクセス） 

平成 20年度 

http://www.city.numata.gunma.jp/_res/proj
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ス） 
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Ⅰ はじめに 

  

 ワーク・ライフ・バランスとは「国民

一人ひとりがやりがいや充実感を感じなが

ら働き、仕事上の責任を果たすとともに、

家庭や地域生活などにおいても、子育て期、

中高年期といった人生の各段階に応じて多

様な生き方が選択・実現できる社会」と内

閣府は定義している。これは単に仕事と生

活を同じ程度に重視するということではな

く、多様な働き方を選択することにより仕

事と生活の調和を図ることを意味している。

男性も女性も、社会そして家庭においても、

いきいきと生きることができる社会を作る

ことが目的である。 

 

1  ワーク・ライフ・バランスの経緯と現状 

 かつて日本は「男は仕事、女は家庭」と

いう役割分担が強く根付いていたが、今日

では女性の社会進出等により勤労者世帯の

過半数が共働きとなっている。そのため男

性も積極的に育児へ参加し、仕事と子育て

を両立させることが重要となっている。し

かし働き方や子育て支援などの社会的基盤

は従来のままであり、職場や家庭、地域と

いたるところに男女の固定的な役割分担意

識が残ってしまっている。その結果、結婚

や子育てに関する人々の希望が実現しにく

くなり、少子化の一因となった。また働き

方の選択肢が限定されて、女性や高齢者等

の多様な人材を活かしにくくなってしまっ

た。他にも、企業間競争の激化等により、

正規雇用以外の非正規雇用の大幅な増加、

正規雇用・非正規雇用にかかわらず労働時

間の超過がみられる。経済的に自立できな

い、家族の団らんをもてない層が増えてし

まった。社会の変化に制度が追い付いてい

ないという日本の現状を打開するためにも

ワーク・ライフ・バランス(以下、文中では

WLB とも表記)は注目されている。 

欧米諸国では WLB の取り組みが進んで

いる。フランスと比較してみると、年平均

労働時間は日本より短く、時間外労働(1 週

40時間以上)者の構成割合も低い。さらには

週 48 時間以上働いている労働者の割合は

日本の約半分である（図表 1）。また、女性

の労働力率をみても日本は出産時に離職傾

向が強いため M 字型曲線となっているが、

欧米諸国では既にみられない。また欧米諸

国では管理職に占める女性の割合はフラン

ス 39.4％、イギリス 34.7％であるのに対し

日本は 11.3％である。これらのことから日

本は WLB の取り組み・女性の社会進出が

遅れていることが分かる。 

 

2 ワーク・ライフ・バランスがもたらす効

果 

（1）個人への効果 

WLB の政策は産休・育休の制度や保育園

の整備など子育て世代向けのものが多くみ

られるが。しかし本来は家庭をもつ人のみ

を対象としているのではなく、本来全ての

世代に向けた取り組みである。WLBを進め

ることによって心にゆとりができ、余暇を

楽しむことによって自己啓発につながり、

心身ともに充実した生活が可能となる。 

 

（2）企業への効果 

WLB に取り組むことにより企業はさま

ざまなコストを削減することが可能となる。

長時間労働を是正した場合、例えば従業員

500人の企業で 1人当たり 1日 30分残業時
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間を短くすると、人件費や光熱費が削られ

１年間で約 1 億 3508 万円のコスト削減が

可能といわれている(内閣府男女共同参画

局 男女共同参画会議 「企業が仕事と生

活の調和に取り組むメリット」4頁参照)。 

 また、従業員が出産を機に離職し新しい

人員を補充するとなると採用・研修費がか

かる。そのため、育休取得後は短時間勤務

を行う形をとるなど離職を防いだほうが企

業にとってコストはかからず、さらにはそ

れまで培われた従業員の知識や損失を防ぐ

ことができる。業務の効率化に努めれば業

務の目標を変えずに生産性を向上すること

ができ、従業員の健康も保持することがで

きる。また、従業員の多彩なニーズに幅広

く応えられることが、従業員の定着や満足

度、仕事への意欲向上へとつながるといえ

る。 

 

（3）社会への効果 

日本に根付いている性別役割分担意識、

性差に関する偏見により、女性の活躍に未

だに多くの困難がある。男女に関係なく国

民全員が仕事と生活のバランスをとるよう

になることで、労働力を確保しつつも国民

の心身に余裕ができる。そのため WLB の

実現は経済社会の活性化や少子化対策につ

ながり、男女が共に暮らしやすい社会の実

現のために重要であるといえる。 

 

 

（担当：大澤満理奈） 

 

 

 

 

 

Ⅱ 沼田市の現状 

1 少子高齢化 

 沼田市の人口は平成 23年には 52,907人

であったが、平成27年には50,679人と年々

減少している。人口の割合に関しても、年

少人口割合(15 歳以上)及び生産年齢人口割

合(15 歳以上 65 歳未満)が減少しているの

に対して高齢者人口割合(65 歳 以上)が増

加している(図表 2)。このことから沼田市は

少子高齢化の傾向にあるとわかる。出生率

に関しては平成 26 年には 1.67 と全国、県

平均を大いに上回ってはいるが、出生数は

平成 22年から 26年に渡っては横ばいとな

っている(図表 3)。また転出・転入数をみる

と平成 25年には、やや増加はしたが、全体

的には減少傾向にあり、転出入が減少して

いることが分かる(図表 4)。年齢別にみると

男女ともに 15 歳～24 歳の高校・大学卒業

のタイミングでの転出、30歳～50歳の子育

て世代の転出が多く見られる。女性は 10歳

～40 歳まで転出傾向が続き、男性は 20 代

後半～30 代なかばまで里帰りと市外での

就業により転出入が大きいといわれている

(図表 5)。これらのことから、沼田市では全

体的に人口が減少していく中、男女とも十

年後には若年層の減少が著しく、特に出生

数の減少により、若年層の比率がさらに下

がることが想定され、大幅な人口減が危惧

されている。 

 

2 女性の社会進出 

 沼田市は全国、県平均に比べ女性の労働

力率が高い。しかしながら 25～29 歳 と 

45～49 歳の 2つを頂点とし、30～34 歳を

谷とする「M 字型曲線」を示している。他
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方 25 歳前後で結婚や出産のため離職する

様子が表れているものの、平成 22 年では

その落ち込み方が浅くなっており、継続し

て就労している割合が高くなっている。女

性の参画状況においては、沼田市の地方自

治法第 202 条の 3 に基づく審議会等の女

性の登用状況をみると、 平成 27 年では審

議会等における登用では 20 の審議会のう

ち 14の審議会で女性が登用されており、女

性の委員数は総数 338 人のうち 48 人、女

性比率は 14.2％となっている。しかし女性

の参画状況比較では、国・県、県内平均を

大きく下回っている。また、市議会議員に

占める女性議員割合と自治会長（区長）の

女性比率をみると、平成 27年度では 0％と

なっている。これらのことから沼田市は女

性の労働力率は高いが、女性の参画、特に

女性の政治参画の割合が低いことが問題で

ある(図表 6)。 

 

 

(担当：大澤満理奈) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 総務部総務課職員係 

  

沼田市における WLB を考えるにあたっ

て、まず沼田市の行政を担い、市民のWLB

を推進する立場となる市役所においては、

どのように WLB の取り組みが進められて

いるのかをみていくことが必要である。そ

のため、人事、職員研修、給与、報酬、旅

費、職員の福利厚生、公務災害補償などを

扱う総務部総務課職員係を訪問した。 

2015年8月に国会で女性活躍推進法が成

立したことで、沼田市では、2016年 3月に

女性職員の活躍の推進に関する「特定事業

主行動計画」が定められた。また、国の「第

四次男女共同参画基本計画」や「女性活躍

推進法」第 6条 2項の規定に基づいて、「沼

田市第三次男女共同参画計画」が策定され

た。 

この女性活躍推進法では、国・地方公共

団体や企業に対して、女性の活躍推進に向

けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策

定・公表や、女性の職業選択に関する情報

の公表が義務付けられている。これに基づ

き沼田市では、女性職員活躍の推進に向け

た数値目標の設定、目標達成のための取り

組み、女性の活躍に関する情報の公開など

を行っている。 

WLB の実現には、現在の働き方を見直し

て、仕事と生活のバランスを考える必要が

ある。沼田市が公開している数値目標や女

性の活躍に関する情報、ヒアリングの結果

をもとに、沼田市役所におけるWLBを、「職

場環境」「女性の登用」「子育て」の３つの

視点からみていく。 
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1 職場環境 

（1）働き方 

①職員の超過勤務 

地方公務員の勤務時間は、国及び他の

地方公共団体の職員との間の差を最小限

にするという原則のもと、自治体ごとに

定められる条例に基づいている。多くの

自治体では「1 日 7 時間 45 分、週 38 時

間 45 分」を勤務時間として設定してい

る。市役所内の忙しさは時期や部署によ

って異なるため、あくまで職員の平均値

として考える必要があるが、沼田市の

2015 年中の超過勤務状況は、月 10.3 時

間(618 分)であり、1 か月を 30 日とする

と 1日 20.6分の超過勤務をこなしている

ことになる。 

 

②年次休暇等取得率 

年次有給休暇とは、取得者のストレス

の解消や心身のリフレッシュを目的とす

るもので、労働基準法において、年次有

給休暇の計画的付与制度が設けられてい

る。休暇取得中は、業務が代わりの従業

員に引き継がれる。これにより、業務の

効率的化、代替業務をこなすために従業

員の多能化促進の機会となる、人材の育

成につながる、という利点がある。年次

休暇取得率は、付与した休暇日数に対し

て実際に取得した日数を表すもので、厚

生労働省が企業に対して行った就労条件

総合調査結果によると、平成 26年の取得

率は 48.8％であった。沼田市の、年次休

暇等取得率は 23％であり、国の平均より

もかなり低いことが分かる。 

 

（2）WLBの取組 

①セミナー・研修の実施 

「特定事業主行動計画」の女性職員の

活躍に向けた目標を達成するための課題

として、係長・課長補佐・課長の各役職

段階における職員の人材育成のため、女

性職員を対象とした研修の実施、自治大

学校、市町村アカデミー等への外部研修

への派遣を挙げている。 

ヒアリングでは、結婚、出産、子育て

などのライフ・イベントとともに仕事を

することや昇給・キャリアについて考え

る機会として、現在は職場復帰を果たし

た 40代 50代の女性職員を対象に研修を

行っていることが分かった。職員一人一

人が男女共同参画を考えることをめざし

て、今後若い世代や女性職員に限らず男

性職員にも広げていくことが期待でき

る。 

 

②ノー残業デー 

沼田市役所では、毎週水曜日には残業

をせずに帰宅するという「ノー残業デー」

を導入している。ヒアリングを行った結

果、職員の意識の変化や帰りやすい雰囲

気の醸成に繋がっていることが分かっ

た。一方で、市職員の定員削減や複雑化

する制度のため、ひとりの職員がこなす

べき仕事は以前よりも多くなり残業せざ

るをえないこともあるという。「ノー残業

デー」が守られるにはなかなか厳しい状

況であることが分かった。 

 

（3）課題 

市役所における職員の働き方や WLB 推

進の取組より、市役所において WLB をよ
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り推進するには、職員ひとりひとりが、

WLBの意義や働き方について考え、多様な

生き方の選択を受容できることが必要であ

ると考える。 

年次有給休暇取得に対するためらいを調

査した資料(図表 7)によると、年次有給休暇

取得にためらいを感じる、ややためらいを

感じると答えた人は 65.5％、ためらいを感

じない、あまりためらいを感じないと答え

た人は 33.8％という結果で、平成 12 年と

比較するとためらいを感じる人が減少して

はいるが、まだためらいを感じる人が半数

以上を占めていることが分かる。また、取

得にためらいを感じる理由には、みんなに

迷惑がかかるから…71.6％、後で多忙にな

るから…41.8％、職場の雰囲気で取得しづ

らい…31.3％(複数回答可)などがある。一

方、取得にためらいを感じない理由には、

当然の権利だから…45.3％、職場の雰囲気

で取得しやすい…42.1％(複数回答可)など

がある。取得にためらいを感じる理由、感

じない理由の両方に「職場の雰囲気」があ

げられており、年次有給休暇取得には職場

の雰囲気が大きく左右していることが分か

る。 

年次有給休暇取得率を上げるためには、

取得をうながすような職場の雰囲気を醸成

することが大切であるといえる。 

沼田市で現在行われているセミナー・研

修やノー残業デーを今後さらに広げる、浸

透させるためには、職場の雰囲気は大きく

関わる。そのために、職員ひとりひとりが、

仕事と生活のバランスを考え、それを職員

同士で共有し、多様な生き方の選択ができ

るよりよい職場の雰囲気に変えていくこと

が必要である。 

 

2 女性の登用 

（1）市職員の管理職 

沼田市は人口減少が進み、合併により二

つの清掃組合に加入しているため、財政的

にも厳しい状況である。沼田市は、平成 18

年以降、給料水準及び諸手当制度の見直し、

高齢層の昇給抑制等に加え、職員の削減や

民間委託の推進が行われた。その際に市役

所職員の定員は、520 名から 420 名に削減

された。 

職員の定員 420 人に対して、男性職員が

260 名、女性職員が 160 名であり、男女比

は 6:4である。沼田市役所では、各職員が 1

～7等級に振られ、7等級部長、6等級課長、

5等級課長補佐、4等級係長と定められてい

る。 

「特定事業主行動計画」において、市職

員の管理的地位にある女性職員の割合の数

値目標は、平成 27 年時 10.8％から平成 32

年 20％と記されている。ここでいう管理的

地位とは、課長級以上を指している。 

また、国の「第 4 次男女共同参画計画」

では、市町村の課長相当職に占める女性の

割合の数値目標は、平成 27 年 14.5％から

平成 32 年 20％と記されている。市町村の

本庁係長相当職に占める女性の割合の数値

目標は、平成 27 年 31.6％から平成 32 年

35％と記されている。 

ヒアリングでは、七等級から五等級まで、

つまり、「部長、課長、課長補佐」を管理職

と定めており、「部長、課長、課長補佐」の

人数と男女の人数比は以下であることが分

かった。部長 7名、人数比 6:1。課長 30名、

人数比 27:3。課長補佐 33名、人数比 29:4。

この報告書においては、「沼田市の管理職」
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とは、「部長、課長、課長補佐」までのこと

とすると、管理職全体の職員数は 70名、人

数比 62:8（男女比 9:1）となり、管理職お

にける女性職員の割合は 11％である。 

  

（2）課題 

 職員の男女比6:4に対して管理職におけ

る男女比 9:1、女性の割合は 11％という数

値は、職員の数に比べて管理職における女

性が少ないことが分かる。しかし、国際労

働機関（ILO）による 2015年度の報告書(図

表 8)によると、日本の女性管理職の比率は

11.1％、108 の国・地域別ランキングの中

では 96位という結果であった。 

また政府は、第 4 次男女共同参画基本計

画において、「地方公務員のうち市町村にお

ける本庁課長相当職に占める割合」に関し

て、2015年 14.5％に対して 2020年までに

20％に引き上げると目標を定めている。こ

れらのことから、日本は世界と比較して女

性管理職比率が低いことが分かる。また、

沼田市の女性管理職比率は、市町村におけ

る女性管理職比率 14.5％より低くはある

が、日本の女性管理職比率 11.1％とほぼ同

値であるため、国、市町村の女性管理職比

率の現状を反映していると考える。 

  

 

3 子育て 

（1）育児休業制度の概要 

育児休業制度は、育児及び家族の介護を

行う労働者の仕事と家庭生活の両立を目的

とし、いわゆる育児・介護休業法にて定め

られている。育児休業は、男女に関係なく

取得することができ、原則として、子ども

が満 1 歳になるまでの間で、希望する期間

とることが出来る。男性は、子どもが生ま

れた日から育児休業を取ることが可能だ

が、女性は産後 8 週間は産後休業となる。

育児休業の回数は、特別な事情がない限り

1 人の子に 1 回と定められているが、妻の

産後休業中に夫が育児休業を取得していれ

ば、2 回に分けて取得することも可能であ

る。(図表 9) 

そして、夫婦がともに育児休業し、既定

の条件を満たしていれば、「パパ・ママ育休

プラス」という特例の対象となり、育児休

業期間を 1年 2か月まで延長できる。(図表

10)育児休業期間中は、給料がない代わりに

「育児休業給付金」がある。また、育児休

業は、就業規則に規定がなくても、申出を

することで取得できる。市役所の場合、育

児休業中は臨時の職員が休業取得者の業務

を行う。 

 

（2）父親の育児参画 

厚生労働省の「平成 27年度雇用均等基本

調査」によると、出産した女性従業員の

81.5％が育児休業を取得しているが、妻が

出産した男性従業員の育児休業取得率は

2.65％である。厚生労働省は、男性の育児

休業取得率を 2017年度には 10％に、2020

年度には 13％に上げることなどを目標に

あげている。 

沼田市役所の職員の育児休業取得率は、

平成27年の女性対象者の取得率100％であ

るのに対して、男性対象者の取得率は 0％

である。沼田市は「特定事業主行動計画」

や「沼田市第三次男女共同参画計画」にお

いて、男性職員の育児休業取得率に関して

は、平成 32年までに男性職員の育児休業取

得率を 10％に引き上げると目標を定めて
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いる。同じく「特定事業主行動計画」の女

性職員の活躍に向けた目標を達成するため

の課題として、育児休業制度の周知、育児

休業中の経済支援などについて情報提供を

行い、取得しやすい職場環境の醸成を挙げ

ている。 

また、総務省の「社会生活基本調査」 (図

表 11)によると、6歳未満児のいる世帯につ

いて、1日の家事・育児関連時間をみると、

夫は 1時間 7分（うち育児時間は 39分）で

ある一方、妻は 7時間 41分（うち育児時間

は 3時間 22分）となっている。日本は他国

よりも、女性の家事育児時間が長く、男性

の家事育児時間が短いことが読みとれる。

(図表 5参照)女性の社会進出ほど、男性の家

事・育児分担は進んでおらず、「男は仕事、

女は家庭」という男女の役割分担意識がま

だ強く残っている。家事・育児に加え仕事

も担うようになった母親の負担は大きい。

産後、精神的な不安から産後うつや育児ノ

イローゼとなることを避けるためにも、男

性の家事・育児分担が必要となっている。

父親の育児参画は子どもにも母親にも夫婦

間においても必要不可欠といえる。 

厚生労働省では、社会全体で、男性がも

っと積極的に育児に関わるために「育メン

プロジェクト」を平成 22年 6月より発足さ

せた。また、育児休業の制度や父親の取得

例などを示した「父親の仕事と育児の両立

読本～ワーク・ライフ・バランス ガイド～」

というガイドブックを HP 上に掲載してい

る。全体として、父親の育児参画を可能に

すべく、WLB が重要になっているのであ

る。 

（3）課題 

女性の社会進出が進み、働く女性が増え

る一方、男性の家事・育児の参画は進んで

おらず、「男は仕事、女は家庭」という役割

分担意識が根付いており、女性にとって仕

事と子育ての両立は難しくなっている。男

性にとっても女性にとっても、仕事と子育

ての両立を図るには、仕事と生活のバラン

スをとるWLBが重要になっている。 

沼田市では、女性職員の育休取得率

100％、男性職員の育休取得率 0％という数

値から、母親が育児を担っているといえる。

父親の育児参画のためには、男性職員に育

児休業制度があることを知ってもらうこと

に加え、父親が育児参画する必要性・メリ

ットも同時に周知する必要がある。そして、

「男は仕事、女は家庭」という従来の考え

方にとらわれず、個人のライフスタイルに

合わせた選択を受容する雰囲気に変えてい

く必要がある。男性も育児休業を取得しや

すい雰囲気の醸成のため、職員の意識、職

場の雰囲気を変えていくことで、男女とも

に働きやすい職場づくり、WLB の実現に向

けて前進することができると考える。 

 

 

(担当：加藤百恵) 

  

  



34 

 

Ⅳ 市民部生活課協働推進係 

  

 沼田市の市民部生活課協働推進係の主

な業務は、市民協働、ボランティア活動の

推進・支援、特定非営利活動の助長・協力、

市民活動センター、男女共同参画である。

数多くの業務があるうち、我々のゼミで扱

っているのは WLB であり、男女共同参画

と関係している。 

 男女共同参画社会とは、「男女が、社会の

対等な構成員として、自らの意思によって

社会のあらゆる分野における活動に参画す

る機会が確保され、もって男女が均等に政

治的、経済的、社会的及び文化的利益を享

受することができ、かつ、共に責任を担う

べき社会」（男女共同参画社会基本法第 2条）

のことを指す。この基本は男女平等にある。 

 この男女共同参画社会基本法は、平成 11

年に制定された。この法律は日本国憲法の

平等規定のみならず、少なからず、国際的

な流れの影響を受けて制定されている。 

 日本では、1946年に日本国憲法が公布さ

れ、翌年施行されて、女性の法制上の地位

は抜本的に見直されることとなった。その

後、女性差別撤廃条約（1979年に国連採択、

1985年に日本批准）が、日本において男女

平等をめぐる法整備に大きな影響を及ぼし

た。また、1995年に北京で行われた第 4回

世界女性会議では、「北京宣言および行動綱

領」が採択され、この流れを受けて、日本

でも 1999 年に男女共同参画社会基本法が

制定されたのである。 

  

1 沼田市第 3次男女共同参画計画 

 この計画は、平成 28年度 4月施行の沼田

市第 3 次男女共同参画計画 「第 1 章 １計

画策定の趣旨」において述べられている「市

民一人ひとりが幸せに生きるために、女性

も男性もすべての個人が互いにその人権を

尊重し、性別や世代にとらわれず、その個

性と能力を認め合い、それらを十分に発揮

できる男女共同参画社会」を実現させるた

めのものである。市民意識調査や沼田市の

現状を踏まえながら、沼田市が今後取り組

まなければならない課題を抽出し、基本目

標・重点課題・施策方針を策定している。 

 この計画は、国の「第 4 次男女共同参画

基本計画」「第 4次群馬県男女共同参画基本

計画」や、「沼田市第 5次総合計画」などの

計画をもとに作成されている。 

 

2 意識調査 

 沼田市は平成 26年に「男女共同参画社会

に関する市民意識調査」を実施した。対象

は、沼田市に在住する 20 歳以上、70 歳未

満の市民 2000 人である（回収率 38.2％）。 

 比較対象である同様の国のアンケートは、

平成 28年 8月 25日～9月 11日の間に全国

18 歳以上の日本国籍を有する者 5000 人

を対象に行われたものである（回収率

61.2％）。 

 

（1）「男は仕事、女は家庭」という考えに

ついて 

 図表 12から分かるように、沼田市は平成

22年の調査と比べると全体として、賛成・

どちらかと言えば賛成は12.6ポイント減少

し、反対・どちらかと言えば反対が 5.1 ポ

イント増加している。これは、4 年間で沼

田市民にも男女の役割分担に疑問をもつ人

が増えたことを示している。しかし、未だ

に男性の賛成は女性より多くなっており、
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半分近くの人は賛成となっている。男性側

の役割分担の意識が根強く残っていること

も分かる。 

 国と比較してみると、(図表 13)沼田市は

「男は仕事、女は家庭」と考えている男性

が国の割合より少し上回っている。一方で

女性は国の割合より低くなっている。沼田

市の男女間での意識の差があることがうか

がえる。 

 

（2）男女の平等感について 

 男女の平等感については、学校教育の場

における平等感は非常に高くなっているの

に対し、「社会通念・習慣・しきたり」「地

域社会」における平等感は未だに男性が優

遇されていると感じる人が多い。学校教育

の場においての平等感は保たれているが、

社会に出た後は日本の風潮が強く影響をし

てくることがよく表れている。 

 少しデータのとり方が異なるが国と比較

してみると、「地域社会（活動）の場」にお

いて、沼田市は「男性の方が優遇されてい

る」と感じている人の割合が、国の 23.5％

(図表 14)という数字に対し 50.5%(図表 15)

と高い数字になっている。地域の風習とし

て男性の方が優位になっているということ

がうかがえる。 

（3）男女共同参画について  

 女性の参画のために必要なこととして、

最も割合が高くなっているのが「女性が各

分野で活躍すること」となっている。多少、

内容は異なるが国のデータである「男女共

同参画に関する行政への要望」には、社会

保障の要望が多くある中、「従来、女性が少

ない分野への進出を支援する」という項目

も上位にきている。 

解決策として考えられることは、女性が

性別や分野にとらわれずにさまざまな仕事

を選び、活躍することが大事であり、行政

はそのことを広報等を通じて女性、特に若

い世代の女性へ広めていく必要がある。 

 

3 女性の労働力率 

（1）現状 

 女性の労働力率を年齢階級別にみると、

25～29 歳と 45～49 歳を 2 つの頂点とし、

30～34歳を谷とする「M字型曲線」が一般

的に存在するが、沼田市の女性の労働力率

は、国や群馬県と比べて高くなっている。

しかし市役所の方では、その件について明

確な分析はしていない。 

 

（2）課題 

一般的に、女性の労働力率は都市部の方

が低くなり、地方の方が高くなる。待機児

童の問題や核家族化も進んでいるため、都

市部では女性が働きにくい。地方の方が、

子供を祖父母等に預けることができ、また

収入の問題もあるために働かざるをえなく

なっていることが考えられる。他方で、女

性の労働力率は高いが、働いている女性が、

果たして正規雇用で、フルタイムで働いて

いるのか、女性の労働の質が問題にされな

ければならないと感じた。女性の労働の評

価が男性と同一であるのかも問題にされな

ければならない。 

 

4 男女共同参画情報誌「ハピネス」 

（1）発行内容 

 男女共同参画情報誌として年に 1 回 3 月

に発行し、沼田市全戸に配布している。A3

用紙 1 枚を半分に折る形で 4 ページあり、
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内容は男女共同参画の説明、男女共同参画

セミナーの報告、人口統計やアンケート結

果などの掲載、女性活躍推進法についてな

どを伝えるものとなっている。写真やかわ

いいイラストなども使われており、文字数

も適当で読みやすい。普段、男女共同参画

について考えていない人にとっては、年に

1 度、法律に触れたり、沼田市で行われて

いる活動について知ることができたりする

良い機会となっていると考えられる。 

 

（2）課題 

 内容が充実していながら、年 1 回の発行

に留まっている現状である。また、内容も

講演会の報告等に固定化されてきているよ

うに思われる。これでは、その紙を 1 度失

くすと次の 3 月まで待たなければハピネス

をみることができない。また、内容も講演

会の報告がメインになってしまうと、日本

全国で周知されるべきである法律の存在や

活動の印象が薄くなってしまうことも考え

られる。 

 今後、いつでもみることができるように、

沼田市の公式 HP にハピネスを掲載したり、

沼田市で活躍している女性や、育休取得促

進・男女共同参画に取り組んでいる企業を

紹介したりするなどの対策が考えられる。

また、日本全国で行われている活動や知っ

ておくべき法律などの紹介も行う必要があ

る。 

 

5 男女共同参画講演会 

（1）講演会内容 

 大学・大学院の教授や県立医療センター

の方、作家、タレントなどを呼び男女共同

参画や子育てについての講演会を行ってい

る。毎回アンケートをとり、参加者の反応

を確認したり、男女共同参画の意識がどこ

まで進んでいるかなどの統計をとったりす

るなど、沼田市民の現状を知る機会ともな

っている。参加者の反応としては、とても

良好であり講演会の意義が感じられる。 

 

（1）課題 

 男性の参加者が女性に比べて少ないこと

があげられる。男女共同参画社会は、女性

だけでなく、男性の理解や協力が得られな

いと成立しない。市役所の方から見せてい

ただいた過去 2 回のアンケート結果には、

全体の参加者に対する男性の割合が 4割、2

割程度となっていた。また、参加者の年齢

層も 60 代、70 代が最も多く、生産年齢人

口である 15歳以上 65歳未満の参加者は全

体の 4分の 1から 3分の 1程度に留まって

いる。男性の参加割合が低く、参加してい

る年齢層も高めである。このことは、せっ

かくの講演会の機会が十分に活かされてい

ないことを意味している。 

今後対策として、男性や若い年齢層に興

味がもたれる企画を考える必要がある。具

体的には、父親向けの子育て支援の講演会

や、働く世代に向けた男女共同参画を学べ

る講演会を企画する、ということが考えら

れる。 

また、アンケートの「仕事に、男性・女

性の区別はあるか」という質問に対して「あ

る」と答えた人の割合が半分を越している。

これは、未だに根強く男女の役割分担がな

されていることがわかる数字である。男女

が平等な社会を作るにはまだ多くの課題が

あるということがわかる。 

         (担当：道蔦汐里) 
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Ⅴ 健康福祉部 子ども課 

 

 今回のヒアリング調査では、主に「沼田

市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」、

「沼田市第 3 次男女共同参画計画」などの

資料を基に、沼田市がワーク・ライフ・バ

ランスの推進に向け、育児の面から行って

いる政策を調査した。以下では、「沼田市内

の公立保育園民営化、及びその統廃合政策」、

「第 3 子以上の子どもを対象にした、保育

料の完全無料化政策」、「こども広場」に関

して考察を行う。 

 

1  公立保育園民営化及び統廃合政策 

（1）概要 

沼田市では、平成 27年度に全国的に問題

となっている待機児童の数を 0 にすること

に成功している。しかしながら、沼田市は、

市内の公立保育園を民営化し、かつ統廃合

する政策を行っているのである。この政策

は、全国的な待機児童解消政策である、保

育所や幼稚園の増設及び定員増加といった

ものとは全く逆の政策にみえる。 

 

（2）待機児童 

 現在全国的な問題になっている待機児童

とは、2016 年 11 月現在では統一された定

義は存在せず、管轄する地方自治体によっ

て判断基準が異なる。沼田市では、認可保

育園、無認可保育園にかかわらず、保育園

に入園申請をしているが、入園できていな

い児童を待機児童としている。 

 待機児童が全国的な問題となった背景に

は、女性の社会進出があげられる。今まで

は主に家庭内で育児を中心に行っていた女

性が、経済的な面から共働き傾向が強まっ

たり、また自らの能力を社会で活かそうと

考えたりして、社会に進出するようになっ

た。そこで、その間子どもを預ける保育園

のニーズが高まったことが原因である。 

 待機児童の解消政策としては、主に保育

所の新設、保育士の人員確保、保育所の定

員増加などが全国的な傾向としてみられる。 

 

（3）課題 

 上記の通り、沼田市では全国的な傾向と

は逆の政策を行っているが、待機児童の数

を 0 にすることができている。この政策に

ついてヒアリングを行ったところ、沼田市

では、「市内の公立保育園の民営化、及び統

廃合政策」を、待機児童の解消を目的とし

ておらず、その付加価値的な効果の影響を

与えているだけということが分かった。も

ともと、この政策は、沼田市の財政政策の

一環であり、公立保育園の民営化は、老神

などの民間企業が参入しにくい山間部や、

人口の極端に少ない地域を除き、人口があ

る程度確保できており、かつ住宅地のよう

な場所に存在する保育園を民間に払い下げ、

市の公的支出を減らす目的をもっていた。

また、保育園の統廃合は、近年大幅に人口

が減少し、それに伴って保育園に対する需

要も減少することから、その人口減少に対

応する政策であった。しかし、この政策に

は保育園の施設整備の効果もあり、統廃合

を行う分、現存の保育園における保育士の

人員確保を行い、児童の定員増加をさせた

ことによって、結果的に待機児童の解消に

効果を発揮していることが分かった。 

 

2  第 3 子以上の子どもに対する保育料の

完全無料化政策 
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（1）概要 

 沼田市では、子どもをもつ家庭のうち、3

人以上子どもをもつ家庭を対象にした、第

3 子以上の子どもの保育料完全無料化政策

を行っている。 

 

（2）効果 

 第 3 子以上ということは、前提として 3

人以上子どもをもっている場合にしか政策

の恩恵を受けられないことになる。現実に

は「第 2 子の壁」と呼ばれる、第 2 子以上

の出産子育てをためらってしまう傾向が全

国的に存在する。この「第 2子の壁」とは、

前少子化担当大臣の森雅子氏が理事長を務

めている、一般財団法人「1more Baby 応

援団」が行ったインターネットのアンケー

ト調査でも、約 75％の家庭で、「2人目をた

めらっている」という意識調査の結果が発

表されている。その 9 割近くが「経済的な

理由」をあげている。こうした現実がある

ことを考えると、沼田市の行っている無料

化政策は効果を発揮できていないように思

われる。しかし、この政策は本来は多子出

産を促すものではなく、多子家庭の経済的

負担を減らすことを目的として行っており、

付加価値的な効果で、出産を促すインセン

ティブになる可能性をもっているといえる。 

 

3 子ども広場 

（1）概要 

 子ども広場は、沼田市が平日の 10時から

15時の時間帯で、未就学児とその母親を対

象にした、レクリエーションを目的とした

施設である。子ども広場には職員が基本的

に 2 人常駐しており、自由遊びと呼ばれる

レクリエーションから、沼田市読み聞かせ

の会といった市内の文化クラブとも提携し

た紙芝居イベントなど、親子で楽しめるイ

ベントを行っている。場所は沼田市の保健

福祉センターの 3 階を活用しているが、定

員は 10組 20名ほどで、毎月 400名ほどの

利用者数がある。 

 

（2）効果 

 普段なかなか関わることのできない、地

域の子育て家庭との情報交換の場としての

機能を持ち、また職員が 2 名常駐している

ので、安心して子供と遊ぶことができると

いうメリットをもっている。 

 

（3）課題 

 場所の狭さはあるものの、定員が 10 組

20名、月間 400名ほどの利用者がいること

から、地域に定着し、かなりの利用者がい

ると考えられる。子ども広場は将来的に、

市役所が移転するグリーンベル 21 の中に

新しく設けられることになっており、スペ

ースも確保できることから、定員の問題は

解消できると思われる。子ども広場の公式

Facebookでは、対象を未就学児童とそのお

母さんとしている。しかし、父親の育児参

加率が低い沼田市の現状を考えると、子ど

も広場で、父親も対象にしたイベントの開

催を行うことで、より父親が育児に参加で

きるような効果をあげることができるので

はないかと考えた。これについては、以下

の政策提言で紹介する。 

 

 

(担当：新堀友真) 
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Ⅵ 経済部産業振興課 

  

1 新規事業の創出支援 

沼田市の事業所数は平成 21 年では 2961

件であったが、平成 26年には 2706 件と 5

年間で２割近く減少してしまっている。こ

の背景として、沼田市では少子高齢化によ

り生産年齢人口が減少していること、さら

に高校・大学卒業後に転出してしまう市民

が多いことから、労働力の確保が難しいこ

とが考えられる。このことから沼田市では

平成 26 年 12 月 27 日に国が制定した「ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」をもとに

「沼田市まち・ひと・しごと創生総合戦略」

を策定した。その施策として安定した雇用

の創出を目標に掲げ、市内において起業・

創業を目指す人への支援に取り組んでいる。 

 

（1）ぬまた起業塾 

創業を志す人、創業後 2年程度までの人、

事業承継を予定している人、第二創業を検

討している人を対象にしており、起業家と

しての自立を支援している。総合コース・

木材コース・観光コース・6 次産業コース

を設定し、今年度からショップ経営コース

を設定した。各講座 13回の中で、ビジネス

プランの作成、実際の経営者による講話、

起業前後や運営段階で重要なノウハウなど

を総合的に教える専門講座の 3 部で構成さ

れている。 

起業塾修了後も、創業支援策・ベンチャー

支援策などの各種制度紹介、地元経営者等

への紹介などネットワーク作り、中小企業

診断の無料相談などのフォローを行ってい

る。 

 

（2）シェア店舗 

起業を目指している人が集まり、沼田市

中心市街地内にある空き店舗をシェア活用

し小区画のショップスペースを利用して、

実際に経営を行うことができる。専門家に

よるアドバイスや勉強会等を通じ、開業や

経営のノウハウを学ぶことにより起業家の

育成を図る。週 4 日の開店、地域で開催す

るイベント等には積極的に参加するなどが

条件とされており、現在用意されている５

店舗のうち４店舗貸し出しされている。 

 

（3）インキュベーション施設 

個人・企業に負担の少ない入居費用で賃

貸スペースを提供するとともに、インキュ

ベーション・マネージャー等の専門スタッ

フが経営・技術的課題を解決するための適

切なアドバイス等を行う。創業間もない人

を対象とした独立を支援する施設である。 

 

 

2 雇用対策 

 年齢別人口の 5 年間平均変化率をみると

沼田市では高校・大学卒業という就職のタ

イミングで転出してしまう人が多い。全国

的にも 2014 年に転入超過であった県は東

京や埼玉、神奈川などの７県のみであり、

その他の県は転出超過という結果であった。

全国的に地方から転出し、東京圏や７大都

市がある県に人口が集中してしまっている

のが現状である。(図表 18)これを抑制する

ためにも安定し魅力のある雇用環境をつく

っていく必要がある。 

 

（1）出生時両立支援助成金 

沼田市では、平成 28年度から育休をとっ
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た企業に支援金を給付する出生時両立支援

助成金をスタートした。事業主向けの助成

金で、男性労働者が育児休業を取得しやす

い職場風土作りのための取組を行い、男性

労働者に一定の育児休業を取得させた「事

業主」に助成される。子供が産まれたあと、

8週間以内に開始する 14日以上の育児休業

に対して支給され、中小企業の場合、取組

及び育休 1 人目 60 万円、2 人目以降 15 万

円、大企業の場合、取組及び育休 1人目 30

万円、2人目以降 15万円の支給を受けられ

る。しかし過去 3 年以内に男性の育児休業

取得者が出ている事業主は対象外である。 

 

（2）群馬県立産業技術専門校 

職業能力開発促進法という法律に基づい

た職業能力開発施設である。製造業をはじ

めとする本県基幹産業の技術技能の分野を

担うことのできる若年人材の育成や、離職

者・転職者の方の再就職などに必要な能力

開発、仕事に就いている方の能力開発など

を行っている。県内に前橋校、高崎校、太

田校の 3校を設置している。 

 

（3）高校生向けの就職面接会。 

群馬労働局が平成 28 年 10 月に「2016

ぐんま がんばれ高校生 高校新卒者就職

面接会」を太田、高崎、前橋の会場で実施

した。求人者（事業所）と求職者（高校生）

との就職面接が主な内容であり、就職が決

まっていない高校生を対象としている。ま

た希望者にはハローワークの学卒ジョブサ

ポーターによる職業相談を行っている。そ

こでは面接対策や履歴書等へのアドバイス

だけではなく、女性を対象として就活メイ

クや女性の多い職場の紹介を行っている。

沼田市としてはホームページへの記載、広

告配布などでの周知・協力を行っている。 

 

（4）群馬県いきいき Gカンパニー 

 群馬県では、仕事と家庭の両立支援に加

え、職場における女性の活躍推進や従業員

の家庭教育等ワーク・ライフ・バランスの

推進等に係る企業、団体の取組を応援する、

「群馬県いきいきＧカンパニー認証制度」

を運営している。この制度は男性、女性を

問わずすべての労働者が働きやすい職場環

境づくりを推進するとともに県内事業所の

活性化を図り、県経済に活力を与えること

を目的として実施されている。県内に本社

又は事業所があり、県内において事業活動

を行う企業、法人、団体を対象としている。 

 

①ベーシック認証 

・育児休業等に関する制度を、就業規則

等の社内規則に規定していること 

・育児休業制度等を対象とした両立支援

の取組、職場における女性の登用・活躍

推進の取組、従業員の家庭教育等の取組

を宣言していること 

・過去３年間において、法及び法に基づ

く命令その他関係法令に違反する重大な

事実がないこと 

の要件を満たした事業所を認証する。 

ベーシック認証に登録されることにより、

県のホームページ等に企業名を公表する

ことによる企業のイメージアップにつな

がり、 

・公共工事や物品調達における入札参加

資格での加点 

・職場における女性の活躍推進やワー

ク・ライフ・バランスの推進等に関する
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講演会等の情報の提供 

・職場で実施する家庭教育研修会等に講

師を派遣（無料） 

・商工組合中央金庫（商工中金）の低金

利（所定利率から－0.2％）融資制度（い

きいき Gカンパニー応援ローン） 

が受けられる。 

沼田市内では、沼田エフエム放送株式会

社、ほたか病院、株式会社オーケンコー

ポレーション等約 50 の事業所がベーシ

ック認証を受けている。 

 

②ゴールド認証 

ベーシック認証の要件を満たしている

ことに加え、 

・介護休業等に関する制度を、就業規則

等の社内規則に規定していること 

・群馬県男女共同参画推進条例に基づき、

男女共同参画推進員を設置していること 

・ワーク・ライフ・バランスの取組実績、

職場における女性の登用・活躍推進の取

組実績 

がある事業所を認証する。 

ゴールド認証に登録されることにより、 

・日本政策金融公庫の低金利（基準金利

－0.4％）融資制度 

・＜ゴールド認証のみ＞特に優れた取組

を行う企業等に対する知事賞や奨励賞等

の表彰 

・その他県が必要と認める支援 

も受けることができる。 

沼田市内の事業所では、社会福祉法人

桔梗会と社会福祉法人恵会 沼田恵保育

園・めぐみ学童クラブがゴールド認証を

受けている。 

  

多くの事業所が登録している群馬県いき

いき Gカンパニーは、ウェブページで認証

企業一覧をみると各事業所のホームページ

欄がある。しかしそこからホームページを

開こうとするとホームページが存在しない

ところが多くみられた。またホームページ

欄に URL が載っていない事業所も検索す

ればホームページが出てくるところもあっ

た。認証事業所のイメージアップのために

も、各事業所のページといきいき Gカンパ

ニーのページがうまくリンクしていく必要

があると考えられる。 

 

3 課題 

政府が「仕事と生活の調和（ワーク・ラ

イフ・バランス）憲章」を策定したことに

より、周知がはかられるようにはなったが

それにとどまっており、現状はあまり変わ

っていない、とヒアリングでお聞きした。

転出数を減らす、子育て世代を定着させる

ということばかりに視点が向いているよう

に感じる。転出数を減らす、子育て世代を

定着させる手段としてむしろ WLB を意識

した取り組みを市で行う必要がある。 

 

 

(担当：大澤満理奈) 
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Ⅶ 日本デルモンテにおけるWLB 

 

WLBを推進するにあたって、行政での取

り組みはもちろん大切だが、実生活により

近い各事業所での取り組みも重要である。

沼田市には大企業はないが、トマトケチャ

ップなどで有名な日本デルモンテの本社が

置かれている。日本デルモンテは、WLBへ

の取り組みを積極的に行うキッコーマンの

子会社であることからも、今回のヒアリン

グ先に決定した。 

 

1  企業概要 

・社名 日本デルモンテ株式会社 

・創業 1961年 

・資本金 1千万円 

・代表者 北倉芳久 

・本社 群馬県沼田市、東京都港区（2012

年に本社機能の一部を群馬工場内に移転） 

・工場 群馬、長野 

・従業員  

会社全体 344名 （2016年 7月） 

群馬工場 199名 （2016年 8月） 

・年間売上 158億円 （2016年 3月期） 

・株主 キッコーマン株式会社（持株比率：

100％） 

・主な製造物 

トマトケチャップ、トマトソース、リン

ゴジュース、中華たれ、等。 

・沿革 

 1961年に、農産加工食品の製造を目的に

設立。1963年から米国デルモンテ社との技

術提携によりデルモンテブランドの商品の

製造販売を開始。その後キッコーマンブラ

ンドの商品や農産加工も行うようになる。

2012 年に本社機能の一部を群馬県沼田市

に移した。 

 

2  従業員内訳 

（1）男女比 

会社全体 344 名   男：女=268：76 

（2016年 7月） 

群馬工場 199 名   男：女=152：47 

（2016年 8月） 

 従業員の男女比は以上のとおりである。

会社全体では男性と女性の比率はおよそ

8：2であり、群馬工場でもほとんど変わら

ない。沼田市の男女比が 1：1であることを

考えると、やはり女性が少ないように感じ

る。2007年のデータであるが、製造業にお

ける中小企業の男女比はおよそ 4：6である

ので、業界からしても少ない。 

 

（2）管理職 

 日本デルモンテでは、マネジメント職の

4以上の等級の人を管理職と定義している。

具体的には、部長、課長、ライン長、サブ

グループ長と分かれており、さらに工場部

と開発部に分かれている。しかし、マネジ

メント職でも役職名がついていない方がい

らっしゃるそうで、定義があいまいな方も

いらっしゃるそうだ。 

開発部門での管理職の割合は男：女=50：

5 となっており、女性はおよそ一割であっ

た。群馬工場の人数から比べると男性管理

職は男性全体のおよそ 33％、女性管理職は

女性全体のおよそ 11％であることから、こ

こでも女性は少ない。 

 

（3）年齢比 

 群馬工場では、全従業員 199名中、45歳

以上の従業員が 110 名いる。これは、半分



43 

 

近くが出産、子育て期を終えた人というこ

とになる。このことは、沼田市が高齢化し

ているという、土地独特のことから由来し

ているかもしれない。 

 

3  日本デルモンテにおけるＷＬＢへの取

り組み 

（1）時間外労働の削減 

 日本デルモンテでは、時間外労働の削減

のために業務の多能工化やノー残業デーの

実施に取り組んでいる。 

多能工化とは、「専門的な能力を多くの人

が使えるように共有することで、どの人に

どんな仕事が回ってきても対応できるよう

にし、人の替えをきかせ、休憩の交代制を

スムーズに行えるようにする」ことである。

年一回のメンテナンス等、頻度の低い作業

をマニュアル化することがあげられる。 

 ノー残業デーは毎週水曜日に設けられて

おり、上司は積極的に定時帰宅を呼びかけ

るという取り組みを行ってはいるが、年次

決算などの忙しい時期には業務が立て込む

ため、徹底できていない。このことは市役

所とも共通である。そもそもノー残業デー

が実施できるのは群馬工場における監査部

門（生産管理グループ、品質管理グループ、

業務管理グループに分かれる）だけである。

主に正社員以外（求人情報では 6 ヶ月枚に

契約更新）で構成される工場ラインは 24時

間体制で回すところもあるため、一般的な

取り組みが通用しないという印象を受けた。

ラインは 2交代制で、朝は 7～19時、夜は

19～7 時で、あらかじめ残業が含まれてい

る。 

 

（2）計画休暇制度 

計画休暇制度とは、まとめて連続 5 日間

とれる有給休暇制度のことである。昨年度

までは 4 月までに年度分の有給をまとめて

申請する制度であったが、今年度から申請

時期を 4 回に分けるようになり、より従業

者自身のスケジュールに合わせられるよう

になった。 

 

4  出産、子育て対策 

（1）出産休暇、育児休暇の取得状況 

 女性活躍推進法では、女性の職業生活の

活動の推進のため、301 人以上の労働者を

雇用する事業主は①自社の女性の活躍状況

の把握・課題分析、②行動計画の策定・届

出、③情報公表などを行う義務が生じた。

そうしたこともあり、日本デルモンテにお

いてもこれまでの女性の勤務状況を把握し

ている。群馬工場で出産休暇、育児休暇を

とった人数は、育児介護休業法の制定され

た 1993 年から 23 年間で、合計して計 21

人。昨年度は出産休暇と育児休暇をとった

人が 1 人。全員女性である。男性で妻が出

産した人はいるが、出産休暇、育児休暇を

とった人はいない。集計年数からも、取得

者は年一人いるかいないかという結果にな

った。 

 休暇を取得していなくなった分の仕事は

派遣社員を雇い、仕事を振り分けて補う。

この制度を使った休暇をとる人への風当た

りはそれほど厳しくなく、子供ができたな

ら 1 年間休みなさい、という雰囲気のよう

だ。休暇から復帰した人は、それでも子供

の面倒を見なければならないという理由な

どから、短時間勤務から職場へ戻る人が多

い。 
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（2）育児介護休業制度に伴う諸制度 

親会社であるキッコーマンの HP 上では、

WLB への社内での取り組みの紹介がされ

ている。その中で、育児休業制度、育児短

時間勤務、つわり休暇、子供看護休暇、介

護休業制度、介護短時間勤務、介護休暇、

制度利用による休職者への情報の提供を行

っているとあった。これらは全て育児介護

休業制度に則った内容であるため、日本デ

ルモンテでも取得可能である。群馬工場で

は制度成立から 15人が取得している。 

 日本デルモンテにおける休職者への情報

の提供に関しては、だいたい月に一回の書

類のやりとりがあり、それに合わせて社報

やグループ報（監査部門の 3 グループそれ

ぞれが発行する情報誌）を基本郵送によっ

て渡している。どうしても直接の説明が必

要なことに関しては会社に来てもらうこと

もある。最近ではマイナンバーに関する書

類についての説明がそのような例としてあ

った。 

 

5  長く勤められる環境 

（1）福利厚生活動 

 日本デルモンテが行っている福利厚生活

動はいくつかある。 

DFC（デルモンテフレンドシップクラブ）

という福利厚生活動を行う親睦団体は社員

で構成され、スポーツ大会など仕事外での

コミュニケーションの場を作っている。役

員は社員から選任される。 

 社宅制度については、通勤 1 時間以内で

あればどこでも問題なく利用できるように

なり、前橋に住んでいても出勤できるよう

になった。 

また転勤がないコースに変えることがで

きる。一定期間だけ転勤をしないように申

請することもできる。 

 

（2）年次有給休暇の取得率、離職率 

日本デルモンテでは職員の年次有給休暇

の取得率については、個人への通知はして

いるものの、公表はしていない。理由は二

つある。一つは部門によって取得率の差が

あることで不公平を感じ、ストライキの火

種になってしまう恐れがあるからであり、

もう一つは、退職者の多くがまとめて有給

を取得することで、退職者の数によって年

度ごとの差が生まれてしまうからである。 

ストライキの火種を恐れていることから、

取得率は低いことがうかがえる。計画休暇

制度の取得方法の改善も、取得率向上のた

めの対策だと考えられる。出産・育児休暇

への職場の雰囲気は悪くないことから、逆

にそれ以外の機会には有給をとらない風潮

があるのかもしれない。 

離職率は、25～27年度に入社した新卒の

社員 10 人のうち 2 人が辞めたため、20％

である。製造業の離職率の平均は約 18％で

あるが、そもそもの母体数が小さいため、

あまり参考にはならない。採用情報を見る

限り、基本的に 4 年制大学の卒業生を中心

に採用しているようである。 

 

 

6  日本デルモンテの現状 

 年次有給休暇の取得率を示せないなど、

就業状況は最善といった様子ではないよう

である。WLBへの取り組みに関しても、ア

ピールポイントになるような取り組みを行

っていないので、HP などで情報発信もで

きない様子である。 
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 しかし、日本デルモンテは社員数が少な

く、若い人が少ないため、WLBへの取り組

みは課題ではあるが、優先順位は高くない

ということであった。女性の年齢層自体も、

沼田市の転出状況(図表 4)を見れば子育て

世代が少ないと思われる。 

 親会社のキッコーマンはくるみんマーク

（子育てを支援する制度を制定し、一般事

業主計画を達成した事業所が受けることの

できる厚生労働省の定める認証制度）を取

得しており、それ相応の取り組みを行って

いる印象を受けたが、HP での報告は育児

介護休業法に則った内容も含まれていた。

制度として当たり前のものではあるが、実

際に行っている取り組みとして公表される

ことは企業への安心感を与えるのに一役買

うものと考える。日本デルモンテでも、ア

ピールポイントになるような取り組みがな

いとはいえ、実際に行われている活動を情

報発信することはイメージアップにもつな

がり、また WLB への意識もあがるのでは

ないかと考える。 

 いずれにせよ、沼田市の中では規模の大

きい企業であっても、このような状況であ

った。そもそものマンパワーや WLB への

意識が薄いのではないかと思われる。 

 

 

(担当：杉本唯輝) 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅷ 政策提言 

  

 前章までを通して、沼田市は WLB に関

して、認識が薄い点や取り組みが不十分で

ある点が見られた。改善の余地がみられる

制度や施設も見受けられた。本章では広報、

子育て、女性の社会進出の観点から、3 つ

の政策を提言する。 

 

1 男女共同参画のページの充実 

 1つ目に、市内でWLBを推進している事

業所や、沼田市が発行している男女共同参

画情報誌「ハピネス」を沼田市の公式ホー

ムページにおいて紹介することを、それぞ

れ考えられるメリットを含めて提案する。 

（1）いきいきＧカンパニー認証事業 

 群馬県では、仕事と家庭の両立支援に加

え、職場における女性の活躍推進や従業員

の家庭教育等 WLB の推進等に係る企業、

団体の取組を応援する、「群馬県いきいきＧ

カンパニー認証制度」を運営している。認

証には 2 パターン存在するが、認証される

と、群馬県のサイトに事業所名が紹介され

る仕組みとなっている。これにより、企業

名を公表することによる企業のイメージア

ップや、職場で実施する家庭教育研修会等

に無料で講師を派遣することができる。し

かし、現状として、沼田市では認証されて

いる事業所をホームページ上では触れてい

ない。つまり、沼田市で WLB の推進をし

ている事業所を探そうとすると、沼田市の

公式ホームページではなく、いきいき Gカ

ンパニーのホームページから探さなければ

ならない。 

 いきいきGカンパニーに認証された事業

所を沼田市のホームページにおいて紹介す
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ることで、各事業所のイメージアップを図

ることができる。また、それによりいきい

き Gカンパニー事業が多方面に知られ、認

証事業所が増えることで、市内の事業所間

に競争が生まれることに繋がる可能性もあ

る。最終的には、市全体のイメージアップ

にも繋がるのではないかと考える。 

 

（2）男女共同参画情報誌「ハピネス」 

 市民部生活課協働推進係で述べたハピネ

スは、年に 1 回 3 月に発行し、沼田市全戸

に配布している。しかし、紙媒体のみでの

配布のため、その紙を 1 度紛失すると、次

の 3 月に発行されるまで、ハピネスは閲覧

することができない。一方で、総務部秘書

課広報広聴係が発行している「広報ぬまた」

は過去 5 年間、毎月発行されたものをホー

ムページ上に掲載している。 

 ハピネスも、ホームページ上に掲載する

ことで、いつでも閲覧することができる、

紛失時もバックナンバーを探すことができ

る、沼田市以外の人もハピネスを閲覧する

ことができる、等のメリットがある。これ

により、沼田市全体の WLB についての認

知度や積極性が向上するのではないか、と

考える。 

 

2 子ども広場の活用 

（1）沼田市の現状 

 沼田市が、平成 28年 3月に策定した「沼

田市第 3 次男女共同参画基本計画」におけ

る、市内 2,000 人を対象とした「男女共同

参画に関する市民意識調査」(図表 19)では、

図表 18の通り、夫婦共同で育児に参加する

家庭の割合はわずか 20.2％となっている。

この数字は、図表 20 の理想の割合である

84.7％とはかなりの差がある結果であり、

かつ、内閣府が平成 25年に行った「家族と

地域における子育てに関する意識調査」(図

表 21)と比較しても、国全体として夫婦共同

で育児を行っている家庭の割合の 32.3％を、

大きく下回る結果となっていることが分か

る。 

 

（2）子ども広場の活用 

 上記のような沼田市の現状を考えると、

沼田市で WLB を推進するためには父親の

育児参加を促すことが重要な要素であると

考えられる。したがって、現在平日を使っ

て、就学前の児童とその母親のみを対象に

している子ども広場を、父親の育児参加を

促進するきっかけづくりに活用したい。父

親が比較的休みになる土曜日・日曜日を使

って、おむつ替えの仕方や、子供のあやし

方などを学べるようにする。また、父親と

子どものレクリエーションの機会を、子ど

も広場を使って提供することにする。こう

したことで、父親の育児参加を促進させる

きっかけになるのではないかと考えた。 

 

3 女性模擬議会 

行政の場に女性がいないことは、偏った

政治決定を促しかねない。男女共同参画を

推進するためにも、女性の市議会議員を増

やすことが必要である。しかし、沼田市の

女性の市議会議員は現在 1 人であり、最近

の選挙ではその人以外の女性の立候補者は

いなかった。地域の代表である区長にも女

性はいない。つまり、女性議員を増やすた

めには、女性が政治に参加する機会を設け

る、女性が政治に興味を持つことが不可欠

である。そのためのより直接的でインパク
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トのあるイベントとして、女性模擬議会を

開くことを提案する。 

（1）概要 

女性模擬議会とは、女性のみで開かれる、

女性の意見を表明する場として行われる模

擬議会のことである。議員の対象となるの

は市内に住む成人女性（高校生が参加する

場合もある）であり、主に一般公募か団体

推薦で選出される。議会を厳格に進めるた

めに、議員定数や会場は、市の正式な議会

（定例会）と同じものが活用され、議員が

決定してから実際に開催するまでに、議会

進行の形などを勉強する勉強会が開かれる

こともある。今年度では静岡県島田市や北

海道網走郡大空町などで開催されており、

群馬県内では過去に館林市で開かれたこと

もある。 

 

（2）過去の事例 

 女性模擬議会について詳しく書かれた

『ジェンダーと政治参加』（大海篤子 世織

出版 2005）では、女性模擬議会への参加を

きっかけに市議会議員に立候補したという

事例が何名か記されている。これこそが理

想ではあるが、やり方を間違えると効果が

あまりないこともある。 

 群馬県館林市で女性模擬議会が開催され

たのは平成 18年であった。その開催直前に

市議会議員選挙が開かれ、女性議員は 1 人

であった。次に選挙が行われたのが平成 22

年であり、その時も変わらず 1人であった。

つまり、選挙の開催時期を考えて行わなけ

れば効果は薄くなる危険性があるのだ。こ

のほかに、富山県のある市では女性模擬議

会が定例化し、参加者が減少、市民議会と

名前を変えて続けているというケースもあ

る（『ジェンダーと政治参加』117頁）。 

 

（3）沼田市における女性模擬議会 

 沼田市では毎年小中学生を中心に子ども

議会を開いてはいるが、女性模擬議会は行

ったことがない。それだけに役所の負担は

大きくなると予想できる。しかし、開いた

ことがないからこそ、インパクトが大きく、

以下にあげる女性模擬議会のメリットを十

分に受けることができると考える。 

女性模擬議会を開くメリットは大きく 2

つある。まず、政治に興味がある、または

問題意識を持っている女性は実際に意見を

行政に届ける機会を提供することで、より

積極的な政治参加が期待できる。また、政

治に興味を持っていない女性、または女性

に限らず女性議員を増やすことの意義が分

からない人々に対しても、このインパクト

をもってすれば、考えるきっかけになると

予想できる。選挙の開催時期を考えつつ、

一度開催してみることを提案する。 

 

 

(担当：道蔦汐里・新堀友真・杉本唯輝) 
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Ⅸ おわりに 

  

沼田市は戦国時代の大名、真田家にゆか

りのある土地である。また、NHK大河ドラ

マの舞台にもなり注目を集めている。沼田

城址公園や正覚寺などといった史跡が多く

あり、歴史的風景が色濃く残る町である。

サマースクールの期間中、グリーンベル 21

を訪れた際、地図や観光施設を分かりやす

く示したパンフレットを偶然入手し、市役

所周辺を見て歩いた。限られた時間の中で

はあるが、存分に沼田市の雰囲気を感じる

ことが出来た。市民の方たちの地元愛を感

じられたマップであったと大変印象に残っ

ている。 

沼田市にて、WLBの実現を目指すことに

より、沼田市が働きやすい町、子育てしや

すい町、暮らしやすい町となるのではない

か。WLBの実現は、さらなる沼田市の発展

につながるのではないかと考える。我々の

提言が沼田市の WLB 促進の一助となれば

幸いである。 

 最後に、ご多忙にもかかわらずヒアリ

ングにご協力いただいた沼田市役所の職員

課・生活課・子ども課・産業振興課の皆様、

そして株式会社日本デルモンテの皆様、ま

たサマースクール開催にご尽力いただいた

すべての方々に厚くお礼申し上げます。さ

らには、指導教授である植野妙実子先生、

本当にありがとうございました。 

 

 

(担当：大澤満理奈・加藤百恵) 
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図表 

 

図表 1：年平均労働時間と長時間労働者の各国比較 

 

 

 

図表 2：沼田市における人口推移・人口割合 
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図表 3：沼田市における出生の状況 

 

 

図表４：沼田市における転入転出の推移 
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図表 5：年齢別人口の 5年間平均変化率（上 男性、下 女性） 
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図表 6：沼田市における女性の参画状況 

 

 

 

図 7：厚生労働省休み方改革ワーキンググループ説明資料、平成 26年 9月 26日 
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図 8：女性管理職比率 国際労働機構による報告書,2015 

 

 

 

図表 9：育児休業取得例 

 

 

 

図表 10：パパママ育休プラス例 
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図表 11：「社会生活基本調査」平成 23年、総務省 

 

 

図表 12：「男は仕事、女は家庭」という考え方について〈沼田市〉 
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図表 13：「男は仕事、女は家庭」という考えについて〈国〉 

 

 

図表 14：「男女の平等感」について〈国〉 
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図表 15：「男女の平等感」について〈沼田市〉 

 

 

  

図表 16：男女共同参画について〈沼田市〉 
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図表 17：男女共同参加について〈国〉 
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図表 18：転出超過ランキング 2014年 
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図表 19：沼田市における現在の家庭内の役割 
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図表 20：沼田市における理想の家庭内の役割 

 

図表 21：内閣府「家庭と地域における子育てに関する意識調査」 
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http://www.town.ozora.hokkaido.jp/docs/2016031700022/
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スポーツで挑む地域活性化 

～スポーツツーリズムという観点から～ 
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須郷 利貴・高橋 子央・松岡 明音 
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◆はじめに 

 

 小林ゼミは「地域公共マネジメントプログ

ラム」と「スポーツ健康科学プログラム」が

合同に活動しながら、主に「スポーツによる

地域活性化」の可能性について研究を行って

いるゼミである。 

 

 2020年の東京オリンピック・パラリンピッ

ク開催が近づくにつれ、追加種目の決定や各

会場の環境整備が進められるなど、国民のス

ポーツに対する関心が全国的に高まりつつあ

る。またそれはスポーツ産業のみならず、各

産業にも拡大している。その中でも特筆すべ

きは観光業であり、「2020年オリンピック・

パラリンピックを見据えた観光振興1」では、

①文化プログラムの機会を活用して日本文化

等の魅力を発信、②スポーツ振興を通じた国

内外からの誘客、③地方への旅行の促進など

が目標とされていることからも、今後の観光

業の振興は地域・地方活性化の重要な役割を

担うと言っても過言ではない。 

 

 そこで小林ゼミでは本年度のサマースクー

ル参加に際して、「スポーツによる地域活性化」

という観点から、群馬県沼田市における「ス

ポーツツーリズム実施の可能性」を検証する

ことにした。 

 具体的には、沼田市の現状分析を行ったの

ち（一章）、沼田市の社会課題の解題に向けて

                                                   
1 観光庁「2020年オリンピック・パラリンピック」

を見据えた観光振興

(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tokyo2020_suishin_

honbu/bunka_renkei/dai2/siryou2-8.pdf) 

 

「スポーツツーリズム」を提唱するとともに

（二章）、現存する沼田市の観光リソースが、

「スポーツツーリズム」として機能させるス

ポーツを検討する（三章）。その後、国内にお

ける先行事例を挙げながら（四章）、沼田市で

のイベント開催に向けて提案する具体的な企

画概要についてまとめる（五章）。 

 

◆第１章 沼田市の現状分析 

 

 本章では、主に沼田市の『沼田市まち・ひ

と・しごと創生人口ビジョン』や『沼田市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略』をもとに、

沼田市が抱える課題のひとつである人口減少

問題について具体的な数字やグラフを引照し

つつ、本研究において焦点化する沼田市の抱

える課題を明確にする。 

 

◇一節 沼田市が抱える課題 

 

 はじめに、沼田市の人口推移について着目

したい（図１）。下記グラフを見ると、推計団

体による多少の誤差はあるものの、いずれの

団体も総人口が右肩下がりであることを示し

ている。加えて約 40年後には、平成 27年度

の 50,679人から、25,901人（国立社会保障・

人口問題研究所準拠推計）、20,104 人（沼田

市独自推計）と、どちらも半分もしくはそれ

を下回る数値が算出されている。 

 また、10 年後には人口減少とは対照的に、

後期高齢者の人口数が 7.7%増加すると予測

されている。 

（沼田市まち・ひと・しごと創生ビジョンを

参照） 

 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tokyo2020_suishin_honbu/bunka_renkei/dai2/siryou2-8.pdf】
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tokyo2020_suishin_honbu/bunka_renkei/dai2/siryou2-8.pdf】
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図１ 

（沼田市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン） 

http://www.city.numata.gunma.jp/_res/projects/default_pr

oject/_page_/001/003/360/02.pdf 引用 

 この著しい人口減によって想定される様々

な事態の中、小林ゼミは、人口の流出による

社会的かつ経済的な活力の低下と、それに伴

う高齢者への介護サービスの低下に着目し、

これらを解題するために、問題の所在を明ら

かにすることから取り組んだ。 

 

◇二節 人口減少の要因と対応策 

 

 人口減少の主な要因として、住民の転職や

就職等の転出による「社会減」と、高齢者世

代の死亡者数増加および新生児の出生数低下

による「自然減」の二点が挙げられる。加え

てそれらの対応策としては、内閣府が策定し

た「まち・ひと・しごと創生本部」を中心に、

各地方自治体で「転出の抑止、および転入の

促進」や「高齢者の健康寿命延伸、および子

育て世代の支援」等の政策方針が策定されて

いる。 

 また、「沼田市まち・ひと・しごと創生人口

ビジョン （平成 27 年度策定）」を定めてい

ることからも、沼田市も同様に人口減少に歯

止めをかける政策方針が打ち出されているこ

とが伺える。 

 

 一方、政策方針が昨年に打ち出されて間も

無いということもあり、具体的な企画や立案

は未だ構想中にある。 

 そこで小林ゼミでは、沼田市の人口減少の

原因である「社会減」と「自然減」を一挙両

得に解題、あるいはそれに寄与する政策の考

案に取り組むこととした。 

 具体的な目標は以下の通りである。 

 

自
然
減 

 

・高齢者の健康増進および社会参画の

促進、生産年齢人口増加 

・子育て世代の転入促進に向けた沼田

のブランディング 

社
会
減 

 

・若者世代の転出抑制と市外からの転

入促進に向けた沼田の魅力と雇用の

創出 

 

  

また、上記の目標を達成するために、沼田市

の魅力を最大限に引き出しながら高齢者の生

産年齢を引き延ばすことのできる政策の骨子

に「観光」と「スポーツ」を据え、「スポーツ

による地域活性化」という観点から調査・政

策考案を行うこととした。加えて、そのツー

ルとして、沼田市における「スポーツツーリ

ズム」の実現可能性についても触れながら、

次章以降では課題解決に向けた具体的な政策

考案とその背景について述べたい。 

 

  

http://www.city.numata.gunma.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/360/02.pdf
http://www.city.numata.gunma.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/360/02.pdf
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◆第２章 

「人口減少」を食い止める手段 

 

 本章では、一章で明らかにした沼田市の抱

える課題解決に向けて、小林ゼミが政策ツー

ルとして用いる「スポーツツーリズム」の概

要とその効果について述べる。 

 

◇一節 スポーツツーリズムとは 

 

 スポーツツーリズムとは、スポーツ資源（＝

スポーツイベントやスポーツ大会）と観光資

源（＝ツーリズム）の融合によって地域活性

化を目指す政策や事業を指し、ランニングや

草野球などの「する」、サッカー観戦やラグビ

ー観戦などの「観る」、イベント運営や大会ボ

ランティアなどの「支える」というスポーツ

の三要素を最大限に活用して観光客の誘致と

地域活性化を図ろうというものである。 

 観光庁が発表しているスポーツツーリズム

推進基本方針にも、 

 

『スポーツツーリズムは、スポーツを「観る」

「する」ための旅行そのものや周辺地域観光

に加え、スポーツを「支える」人々との交流、

あるいは生涯スポーツの観点からビジネス

などの多目的での旅行者に対し、旅行先の地

域でも主体的にスポーツに親しむことので

きる環境の整備、そしてＭＩＣＥ2推進の要と

なる国際競技大会の招致・開催、合宿の招致

も包含した、複合的でこれまでにない「豊か

                                                   
2 MICEとは、企業等の会議（Meeting）、企業等の

行う報奨・研修旅行（Incentive Travel）、国際機関・

団体、学会等が行う国際会議（Convention）、展示会・

見本市、イベント（Exhibition/Event）の頭文字。多

くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなどの

総称。 

な旅行スタイルの創造」を目指す。』 

（観光庁：スポーツツーリズム推進基本方針より） 

 

と定義づけられており、単に競技や運動とし

てスポーツに関わるだけでなく、大会・合宿

等などのスポーツイベントの開催によって社

会的活力や経済効果を創出しようとしている

ことが読み取れる。 

また、同方針はスポーツツーリズム実施に

よって期待される効果を以下のように示して

いる。 

 

スポーツツーリズム実施に 

期待される効果 

①訪日外国人旅行者の増加 

②国際イベントの開催件数増加 

③国内観光旅行の宿泊数・消費額の増加 

④活気ある長寿社会づくり 

⑤若年層の旅行振興 

⑥休暇に関する議論の活性化 

⑦産業の振興 

  

その中でも小林ゼミでは沼田市における

スポーツツーリズム実施に際して③④⑤⑦の

項目に着目し、これらを「スポーツを通じた

地域振興および観光産業」の中核に据えた上

で、沼田市の人口減少抑制に寄与することが

できないか、その可能性について検討するこ

ととした。 
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◇二節 沼田市でのスポーツツーリズムに

よって期待される効果 

 

 本項では、第一章で掲げた目標の達成に向

けて、スポーツツーリズムが果たして沼田市

で機能し得るのかを検討する。 

 下記の表は「スポーツツーリズム実施に期

待される効果」を沼田市に当てはめ、いかに

して達成するのかを検討したものである。 

沼田市のスポーツツーリズム実施に 

期待される効果 

③国内観光旅行の宿泊数・消費額の増加 

→沼田市への観光客誘致による、観光産業

の消費額とそれに伴う経済効果 

④活気ある長寿社会づくり 

→高齢者層の健康増進と社会参画を促し、

生産人口数を向上させる 

⑤若年層の旅行振興 

→沼田の魅力を市街へ発信、観光名所とし

て沼田市をブランディング 

⑦産業の振興 

→観光やスポーツを始め、第一次・二次産

業も巻き込んで「オール沼田」で挑む 

このようにスポーツツーリズム実施によ

る効果は、沼田市の抱える課題の解題に向け

た目標を果たすことができる可能性を示して

おり、沼田市におけるスポーツツーリズムの

重要性が伺える。 

 では、沼田市でのスポーツツーリズム実施

に際して、どのような「観光リソース」ある

いは「スポーツリソース」が有効なのか。小

林ゼミでは、まず主体となる観光リソースを

設定し、次にそれらを発信していくツールと

なるスポーツを選定することで「沼田市にお

けるスポーツツーリズム」の実施を検討する

ことにした。 

◆第３章 『沼田市で』スポーツ

ツーリズム実施 

 

 本章では、沼田市が数多く持つ観光リソー

スを列挙するとともに、それらの中からスポ

ーツツーリズムに取り組むにあたってどの観

光リソースを選定するのか、どのような形で

推し進めていくのかを明らかにし、沼田市で

スポーツツーリズムを実施することの意義な

らびに、その目的を設定する。 

 

◇一節 沼田市の観光リソース『真田丸』 

 

 沼田市が持つ観光リソースは3、玉原高原に

代表される緑豊かな自然や、スキーやキャン

プといったアウトドアアクティビティーなど

の「天然的な観光リソース」と、老神温泉大

蛇まつりや沼田まつりなどといった伝統的な

祭りなどの「文化的な観光リソース」の二つ

に分類される。その数多くある観光リソース

の中でも特筆すべきは、真田幸村の生涯を描

いたＮＨＫ大河ドラマ『真田丸』である。 

 主人公の真田幸村こと真田信繁が生まれ育

ち、真田家が代々統治し続けたことから、一

般的には長野県上田市が真田ゆかりの地だと

思われがちである。しかし、信繁の兄、信之

が城主として納め、多くの戦国武将がその価

値を見出し、まさに武将たちの「野心の交差

点」であった沼田市は「もうひとつの真田の

舞台」とされていた。4 

 

 

                                                   
3 沼田市観光協会（http://www.numata-kankou.jp/） 
4 上州沼田真田丸展 

（http://numata-sanadamaru.com/） 

http://www.numata-kankou.jp/
http://numata-sanadamaru.com/
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 そして、2016年ＮＨＫ大河ドラマ『真田丸』

の放送をきっかけに「上州沼田 真田丸展」

が沼田市で開催され、同年１２月には来場者

数が１５万人を突破するなど5、大河ドラマに

よって多くの訪問客を生んでいることが伺え

る。このような「大河ドラマ視聴者によるゆ

かりの地訪問」で生まれる経済効果は、その

地の観光産業にとって見過ごすことのできな

い重要な集客機会のひとつと言える。 

 しかし、日本銀行福島支店の調査によると

沼田市に見られるような、大河ドラマによる

訪問客の推移は、番組の放送終了後も訪問者

数が増加するケースと、逆に減少してしまう

ケースに二分され、さらには後者のケースが

比較的多いことが分かっている。6このことか

ら、大河ドラマによるその地の観光産業への

裨益は認められるものの、一過性のものに終

わらせない継続的な情報発信とその土地への

イメージ定着が重要であると言える。 

 上記のことから小林ゼミは、大河ドラマ「真

田丸」という一過性になりがちな観光リソー

スを、恒久的なものとして沼田市に定着させ

ることが沼田市の観光産業振興につながると

結論付け、「真田丸」の魅力をスポーツで発信

していくことが「沼田市におけるスポーツツ

ーリズム実施の意義」と定義した。 

 

 

 

 

 

                                                   
5 上州沼田真田丸展 

（http://numata-sanadamaru.com/?p=581） 

 
6 大河ドラマ後の観光動向について2015-01-29 とうほう

地域総合研究所

（http://fkeizai.in.arena.ne.jp/pdf/cyousa/cyousa_2015_02

_2.pdf） 

◆第 4章 先行事例 

 

 本章では、沼田市におけるスポーツツーリ

ズム実施に向け、「スポーツチャンバラ大会」

を企画する前段階として、他市における「ス

ポーツチャンバラ大会」の先行事例の紹介と

ともに、地域活性化にどのように寄与してき

たかという観点から見ていく。 

 

◇事例①  全国少年少女スポーツチャンバラ

選手権大会（静岡県静岡市由比） 

 

 この大会では、小太刀や長剣、二刀、槍な

どの部門別に 6m~9mの正方形のコートの中

で相手への有効打数を競う公式ルールのもと

で行われており、非常に競技性の高い「競技

スポーツ」として普及している。7 

 全国大会の予選は日本各地で実施されてお

り、世界大会出場をかけた日本代表選考試合

等も開かれている。また、競技には審判員や

指導者が必要なため、安全講習会も含めた講

習会が本部主催で地区別に実施されており、

由比以外の土地でも公式戦を開催することが

可能である。  

 

◇事例② チャンバラ合戦 -戦 IKUSA- by 

NPO法人ゼロワン 88 

 

 このスポーツチャンバラ大会は前項の「競

技スポーツ」として普及している「スポーツ

チャンバラ選手権」とは大きく異なっており、

「健康スポーツ」または「生涯スポーツ」と

                                                   
7 スポーツチャンバラ協会ルール概要 

（http://www.internationalsportschanbara.net/jp/s

pochan/rule/） 

http://numata-sanadamaru.com/?p=581
http://fkeizai.in.arena.ne.jp/pdf/cyousa/cyousa_2015_02_2.pdf
http://fkeizai.in.arena.ne.jp/pdf/cyousa/cyousa_2015_02_2.pdf
http://www.internationalsportschanbara.net/jp/spochan/rule/
http://www.internationalsportschanbara.net/jp/spochan/rule/
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称される競技性を持たないスポーツの一種と

されている。 

「チャンバラ合戦-戦 IKUSA-」はNPO法人

による運営で開催されており、地域活性化の

新たな手法としてスポーツチャンバラを用い

ている。8 

 前項に見られるような厳密なルールや規則

などを持たず、「各自が腕につけたボール状の

紙風船をスポンジ製の刀で叩き落とす」とい

う単純明快なルールが特徴である。屋内外問

わず、少額のコストで開催することができる

ため、参加者は 4 歳から 80 歳までと幅広い

世代の方々に楽しめる多世代交流型のイベン

トになっている。 

 

 2015年 11月には島根県島根松江市にある

「松江城」を舞台として「SHIROZEME」と

いう日本初のエンターテイメント型攻城戦ツ

アーが実施された。9これは歴史上実際に起こ

った合戦をモデルにスポーツチャンバラ合戦

が進められる。個人戦での戦いだけでなく、

甲冑などを身に纏いながら自軍の武将を防衛

するという「団体戦」も存在し、その興行性

の高さから観客が多く集まるイベントにさえ

なっている。 

 また、岐阜県可児市では、このチャンバラ

合戦そのものを地方創生の目玉プログラムと

して組み込み、同 NPO 法人の協力のもと過

去数回にわたって「可児市の乱」10と称した

イベントを開催している。 

 上記の例のように、日本各地に存在するそ

                                                   
 
8 チャンバラ合戦-戦 IKUSA-公式ホームページ

（http://tyanbara.org/ ） 
9 鷹の爪団 SHIROZEME-2015松江

（http://2015.shirozeme.com/） 
10 可児市-可児市の乱ホームページ

（http://www.city.kani.lg.jp/11517.htm） 

の土地ならではの「史実」や「史跡」を「ス

ポーツ」を用いてその魅力を再発信する動き

が見られる。これはつまり「歴史」と「スポ

ーツ」という新たなスポーツツーリズムのモ

デルケースの可能性を示唆している。 

 

◆第５章 政策提言 

 

 本章では、三章で述べた「真田丸をスポー

ツチャンバラで振興すべき理由や経緯をもと

に、前章の他市における先行事例を参考にし

ながら、沼田市での企画実施に向けた具体的

な企画内容を提案する。 

 

◇一節 企画の概要 

 

 具体的な企画内容は次の表を参照されたい。

（表１） 

スポーツチャンバラフェスティバル「沼田の

陣」（表１）11 

企画趣旨 

真田ゆかりの地である沼田市でス

ポーツチャンバラ大会と真田に関

わるイベントやツアーを開催。 

目的 

市内外問わず、若年層から高齢者

層までの幅広い世代に対してアプ

ローチすることで、沼田市に消費

刺激を与えるとともに、住民と産

業の包括的な活性化を促す。 

                                                   
11観光｜沼田市公式ホームページ 

(http://www.city.numata.gunma.jp/kanko/) 

沼田市観光まるわかりガイド 

(http://www.numata-kankou.jp/) 

 

http://tyanbara.org/
http://2015.shirozeme.com/
http://www.city.kani.lg.jp/11517.htm
http://www.city.numata.gunma.jp/kanko/
http://www.numata-kankou.jp/
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ターゲット 

・沼田市在住

の高齢者世代 

・沼田市外在

住の子育て世

代 

・沼田市在住の若

者世代 

・「真田丸」視聴者、

ファン 

企画運営 
沼田市体育協会、沼田市教育委員

会、高齢福祉課、観光課など 

実施場所 

沼田公園（野球グラウンド：旧沼

田城二の丸）およびその周辺エリ

ア 

実施内容 

①チャンバラ 

決戦の部 

公式ルールのもと、年齢別あるい

は世代別に分かれて 1vs1方式で

対戦を行う。子供だけでなく高齢

者にもスポーツに親しむ機会を提

供し、高齢者の社会参画や生産年

齢人口増加に向けた健康増進活動

を行なっていただく。 

②チャンバラ 

合戦の部 

甲冑などを身にまとって真田と北

条の戦いを模し、団体戦で当時の

戦いを再現する。合戦形式で行う

ことでエンターテインメント性を

高め、「する」スポーツだけでなく

「観る」スポーツとして、観光客

の誘致を図る。 

③真田丸展 

沼田市における真田氏の歴史や北

条氏との戦いの経緯などに関する

展示会を同時に開催し、チャンバ

ラ大会をより一層楽しむ為の学習

機会を提供する。 

 

 

 

◇二節 期待される効果 

 

上記の企画によって得られる効果は以下の通

りである。 

【自然減】 【社会減】 

【A効果】・・・イベント開催によって果た

される直接的な効果 

【B効果】・・・イベント開催によって果た

される間接的な効果 

【A効果】 

・高齢者の 

健康増進 

・社会参画の促進 

・沼田の魅力創出 

・観光地としての 

 ブランディング 

・雇用の創出 

【B効果】 

・生産年齢人口 

増加 

・子育て世代の 

転入促進 

・市外からの 

転入促進 

・若者世代の 

転出抑制 

 

◆おわりに 

 

 本稿では、沼田市の現状分析を行い（一章）、

スポーツツーリズムの提唱を行なった上で

（二章）、「真田丸」という観光リソースと、

それを用いたスポーツを検討し（三章）、国

内における先行事例を挙げながら（四章）、

沼田市での実現可能性ついて言及した（五章）。 

 観光リソースの発展や振興は観光産業のみ

では引き出すことができない。各産業と連携

をはかりながら、その「うまみ」を最大限に

発揮できるよう、新しい観光の形を考えてい

くことが重要であるということを、本稿を執

筆しながら再認識することができた。 
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沼田市が「スポーツツーリズム」という手

法を通じてより一層の発展と活性化を果たせ

るよう切に願っている。本稿がわずかであっ

てもそれに寄与するようなことがあれば、こ

れに勝る喜びはない。 

 

 2016年 8月に実施されたサマースクール

を通して沼田市から多くのことを学ばせてい

ただいた。これもひとえに、小林教授をはじ

めとする多くのゼミ関係者のご支援があった

からである。この場を借りて御礼申し上げた

い。   

 そして、ご多忙を極める中、私たちのよう

な学生のために貴重なお時間を割いていただ

き、拙い質問にも懇切丁寧に対応していただ

いた沼田市役所財政課の職員の皆様、沼田市

役所高齢福祉課の職員の皆様、沼田市老人ク

ラブ連合会の皆様、沼田市体育協会の皆様、

うすねニュースポーツクラブの皆様に、この

場をお借りして心から御礼申し上げたい。 

2016年 12月 25日 
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沼田における 

「ご近所づきあい」 

 

 

 

 

 

新原ゼミ 

 
男成敬太 栗原夏海 佐藤香織 大江ミーヨ  

小佐野茜 武田悠介 堀田さとる 村田千夏 

脇本真帆 青木遥 遠藤光崇 上小倉夏美  

小池葵 佐藤友美 鈴木健太郎 中村優花 
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はじめに 

 沼田市の河岸段丘の上には、かつて沼田

城が存在し、その地形から、多くの敵兵を苦

しめてきた。時には、雲海すらみられること

もあり、その姿はまさに天空の城下町だ。あ

の国宝、松本城のモデルともなった沼田城

がその城下町にあったとは、その景色はど

れだけ素晴らしいものだったのか今では思

いを巡らせることしかできない。 

しかし、現在でも一部ではあるが古き良

きかつての沼田市の姿を伺うことは可能で

ある。沼田市は「もうひとつの真田の舞台」

として現在真田丸展を行っており、そこで

は戦国時代当時の沼田を堪能することがで

きる。沼田城址公園には沼田城の石垣や石

段の一部が貴重な史跡として保存されてお

り、わずかながらでも当時の様子を想像す

ることができる。 

沼田市で毎年開催されている一大イベント

「沼田まつり」はその歴史は 400 年にもの

ぼり、もともとは「祇園祭」と呼ばれる農家

の夏仕事が一段落した時期に開催されたお

祭りで、辛い農作業を終えた喜びを分かち

合ってきた。明治、大正、昭和、そして平成

と時は流れ、幾多の困難を乗り越え、形を変

えながらこの祇園祭は伝承されてきた。 

これらは、沼田市の人々が過去から現在ま

で受け継いできたものである。そんな、過去

から現在まで受け継いできた人びとの思い

や歴史を、新原ゼミでは現地で歩き、見て、

聞いて、調べ、振り返り、ともに考え、書く

ことにより理解する。このサマースクール

でも同様に、データや資料から得た情報だ

けではなく、実際に見て、感じたものから仮

説を生み出し検証することで、沼田市につ

いて少しでも深く理解しようとしてきた。

サマースクールという限られた期間の中で、

私たちがどれほど深く正確に沼田市を理解

できたかは定かではない。しかし、外部から

来た「よそ者」からの目線を通して沼田市を

見ることにより、新たな沼田市の魅力の再

発見に繋がれば、このサマースクールが少

しでも意味のあるものになると感じている。

 

第一章 事前調査 

 

1-1事前調査から見た沼田市 

1.概略 

 群馬県沼田市は、大規模な河岸段丘上に

位置している。中世には、この河岸段丘とい

う地形を生かし、沼田城の城下町として明

治に至るまで 300 年あまりの間栄えて、現

在では「天空の城下町」とも呼ばれている。

戦国時代には上杉氏、武田氏、北条氏は沼田

（旧上野国利根郡）の領有をめぐって争い、

戦国末期には真田昌幸、信幸の領有ともな

る。明治以降は、北毛の交通の要所として、

利根沼田地域の商業の中心として栄え、

1924年の上越線の開通とともに、農林産物

の集散地として一層の発展をとげる。また、

1954 年、2005 年と市町村合併を経験し、

2005年の合併の際には、白沢村、利根村を

編入したことにより、H 型の地形になる。

2005 年の市町村合併の後、白沢村役場は、

沼田市白沢町振興局、利根村役場は、沼田市

利根町振興局として業務を行っていたが、

2015年から、沼田市白沢支所、沼田市利根

支所となった。 
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2.地理的に見て 

沼田駅まで、上野駅から在来線で 2 時間

40 分、東京駅から上毛高原駅乗り換えで 2

時間ほどかけて到着し、都内からのアクセ

スも良い。また、モータリゼーションに対応

する三国トンネル、金精峠、志賀高原ルート

などの開通、1985年の関越自動車道新潟線

の開通により、沼田市は交通の要所として、

ますます重要な役割を占めるようになった。

ただし、市の中心街は JR 沼田駅や沼田市

役所がある市の南東部である。鉄道はＪＲ

上越線しか通っておらず駅も「沼田駅」と

「岩本駅」の二つである。関越自動車道がほ

ぼ上越線と並行するような形で走っている

がインターチェンジは「沼田 IC」ただ一つ

である。 ほかにも、市バス（沼田市コミュ

ニティーバス）は運行しており関越交通と

老神観光バスが受託している。それ以外に

も隣接する自治体である川場村の「川場村

村営バス」や昭和村の「昭和村村営バス」が

いずれも沼田市にも乗り入れしている。  

旧利根村区域は沼田駅周辺とする中心部

や県内と比べるとまだまだ道路が整備され

ているとはいえず住民の生活にも少なから

ず影響が出ている。冬季は豪雪に見舞われ

るためそれに対する対策も求められている。 

民間企業によるバス運行はなかなか利益を

得ることができない点から廃線になること 

が多々あった。モータリゼーションの進展

や過疎化に伴って移動手段は必要であり、

山間の特徴でもあるが、なかなか利用客を

集客することができない状況 であり、その

対策も求められている。 

 

3.観光から見て 

吹割の滝や、老神温泉といった自然資源

に恵まれ、真田氏ゆかりの地として 2016年

度 NHK 大河ドラマ「真田丸」の第二の舞

台にもなっている。特に今年は真田丸関連

で上州沼田真田丸展などの催し物も行って、

地域一体となって観光を行っている。地域

では「焼きまんじゅう」がよく食べられてい

る特産品である。さらに国道 120 号沿いに

望郷の湯を中心に「道の駅・白沢」や野菜の

直売所である「座・白沢」が開設されている。 

 

4.テーマに関連して 

古くから木材の集積地として発達したこ

ともあり、1990年には森林文化都市宣言も

制定している。また、沼田市第 5 次総合計

画における本市の将来像として、「水と緑の

大地 空間田園都市」があげられている。ま

た、沼田市のスローガンとして「みんなで育

てよう 協働の森林」といったものも挙げ

ており、沼田市市民部生活課協働推進係が

中心となって、市民協働のまちづくり出前

講座を行うなど協働への関心が高い。ゼミ

生のまわりには、行政がこれほど協働に積

極的な自治体はなかったため、なぜ沼田市

がこれほど協働を必要としているのか、ゼ

ミ内での関心が高まった 

 また、2005年の合併に関して、10年ほど

前のことではあるが、今までは 3 つの市町

村が別々にやっていたことを一つに統合す

るということで、さまざまな影響があった

はずであると考えたが、事前調査の段階で

は、合併前後での変化等についての資料が

あまり見られず、実際にどのような変化が

あったのか、現在はどのような影響が表れ

ているか疑問に思った。 

 以上のように市民の「協働」という住民同

士のつながりと「合併」という市と他の自治
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体とのつながりという二つの観点に興味を

持ち、サマースクールの前には「利根沼田方

式のケアネットワーク ～合併による協働

の変化～」をテーマに設定した。 

テーマの説明として、「ケアネットワーク」

とは、生活支援のサービスが日常生活の場

で適切に提供できる地域の体制・しくみの

ことと新原ゼミではとらえた。つまり、利根

沼田方式の住民間の支援体制を構築すると

いうことである。また、事前調査の段階では

「合併」が何らかの影響を「協働」に与えた

のではないかという仮説を立てたからであ

る。事前調査の段階では影響を確認できな

かったが、現地に行くことで何らかの変化

がみられるのかもしれないと予測を立てて

いた。 

 

5.事前調査を踏まえて 

私たち新原ゼミは、実際に沼田市でサマ

ースクールをする前、合併の影響により、連

携等がうまくいかない等の行政サービスの

低下が生じ、それにより起こった困難を解

消する手段として、協働を必要としている

のではないかといった仮説①とケアネット

ワークの構築には市や民間団体等の様々な

主体による協働が必要であるという仮説②

を立てた。 

 

1-2私たちが沼田で見たもの 

実際に沼田市でヒアリング・フィールド

ワークを行うことによって、事前調査では

分からなかった沼田の様々な面を知ること

が出来た。 

ここでは様々な観点ごとに沼田市を分析し

てみたいと思う。 

1.沼田市に住む人びと  

中町のフィールドワークで商店街の住民

にヒアリングを行った際、突然の訪問にも

関わらず私たち外部の大学生に対しても懇

切丁寧に質問に答えて頂いた。中には資料

をお渡ししてくれる方や、お店にあがらせ

てもらい商店街の歴史についてお話してく

ださる住民もいて、商店街に住む住民の温

かさを感じ取ることが出来た。また、「中町

が好き」「自分たちももっとより良くするた

めに頑張らないと」という声も聞くことが

でき、商店街に対する熱い思いも感じ取る

ことが出来た。 

ヒアリングでは私たちの質問に答えて頂

けたのはもちろんのこと、どのヒアリング

先でも沢山の資料を準備していただいた。

膨大な書類をまとめたファイルを持ってき

て、説明をしていただいたり、中には付箋を

貼って質問の該当箇所がわかるようになっ

てあり、このサマースクールのために時間

をかけて準備されたのが分かる。私たち大

学生に対し、本気で向き合おうという姿勢

を感じ取ることができた。ヒアリング後も、

私たちがお昼ご飯を食べる場所を迷ってい

ると「あのお店がおすすめですよ」と教えて

いただき、とても親しみが感じられた。ここ

でも沼田市の住民の温かさに触れることが

できた。 

私たちが沼田市に滞在したわずか三日間

の中でも、沢山の沼田市の人びとの温かさ

に触れることができた。 

 

2.沼田市での暮らし  

 河岸段丘ということもあり、坂が長く急

で 

あろうということは予想していたが、本当

に急であった。転んだら下まで落ちてしま
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うのではないか、というほど急な部分もあ

った。沼田市に住む人びとはこの坂とどう

付き合い、暮らしているのだろうか。私たち

でも登るのに大変な労力を使ったように、

高齢者にとってはなおさら大変だろう。 

中町でのヒアリングでは、大型ショッピ

ングモールにあたるお店がこの辺りには無

く、車を出す必要があると聞いた。確かにフ

ィールドワーク中、文房具屋や駄菓子屋、楽

器屋など個人経営だと思われるお店は多々

見つけたが、いわゆるイオンのような「ここ

に来ればなんでも揃う」ショッピングモー

ルは見当たらなかった。かつてはグリーン

ベル２１がその役目を果たしていたが、今

では真田丸店が行われているのみである。

自分の住んでいる町は少し歩けば駅ビルが

あり、そこに行けば生活に必要なものは殆

ど揃ってしまうが、沼田市の住民にとって

それは当たり前でないのである。 

さらにヒアリングでは、沼田市はバスの

本数が少ないという事も伺った。開会式の

際、沼田市は車社会であると市役所の方が

仰ってたが、バスの本数が少ないことも少

なからず関係しているのかもしれない。 

これだけ見ると、生活するにもとても大

変そうに見えてしまう。それでも、私たちが

出会った人たちはこの街が好きで、住み続

けたいと思っている人ばかりであった。そ

れは、それだけこの沼田市に対する愛着、思

い入れが強いことに他ならない。沼田市と

共に歴史を歩んできた住民にとっては、こ

の沼田という土地は切っても切り離せない

ものなのだろう。 

 

1-3沼田に対する見方の変化 

仮説①と仮説②はサマースクール後には

変化を遂げた。ヒアリングだけでなく、沼田

市で協働を実践している人に多く出会い、

積極的に市政にかかわる姿勢を持っている

人がいたからである。さらに、市役所の方の

沼田には協働が昔より根づいているという

趣旨の返答を頂いたりした。行政サービス

の低下も例えばその結果、もともと協働は

根づいており、大きな変化はないのではな

いかという方向性へと変わった。 

 

1-4まとめ 

「沼田市は協働が根づいた地である。」と

いう言葉を何度も深く感じ、「協働」が「つ

ながり」言葉に変わり、沼田市の特徴的な

「つながり」として、「つながり」が「ご近

所づきあい」という言葉へと変わった。 

沼田市の事前調査の段階で、ゼミ生は協働

というキーワードを多く目にしたことから、

沼田市は協働に何か意識を持っていると考

えていた。さらに、沼田市は合併を経験した

地であるという。それを踏まえて、「協働」

と「合併」をどう結び付けるか、自分の興味

関心と「合併」「協働」というキーワードを

いかにして結び付けるのかという「問い」が

サマースクール前における各ゼミ生の主題

であったといえよう。しかし、沼田市におけ

る協働ということがどういうものなのかと

いうことが各ゼミ生の間で理解しきれてい

なかった。しかし、サマースクールでのフィ

ールドワーク・ヒアリングを通じて、沼田市

における協働を身をもって体験した。ヒア

リングでは「沼田市はもともと地域が狭く

お互いが顔なじみ」というハード面のお話

を聞かせていただいた。さらに、フィールド

ワークにおいても、沼田市は老舗が多く残

っているため、協働も深く根付いていたと
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感じられた。住民の方のお話では、中町には

細い道が多くあり、「道の挟んでの会話が楽

しい」といった声やフィールドワークを通

じて出会った人がみな親切で気さくな印象

を感じた。それらを踏まえて、沼田市におけ

る協働とは日常におけるつながりから生ま

れるものであった。このつながりは沼田市

において依然として強いものであるが、弱

まってきているという。社会福祉協議会の

人も「古き良き沼田に戻ってほしい」という

願いをヒアリング中にふとこぼしたことも

あった。沼田市でのつながりとは地域に根

差した、古き良きご近所同士の付き合いの

ことであり、新原ゼミは「ご近所づきあい」

という観点に絞って政策提言を行うことに

した。総括していえば、沼田市における協働

とは伝統的に地元に根付いてきたつながり

によるものであり、そのなかでもご近所付

き合いがつながりの根本にあるものである

のであろう。 

また、沼田市民への見方も大きく変わっ

た。サマースクール前では確かに沼田市に

は協働が根づいているのかもしれないとい

う推測を持っており、住民同士のつながり

も他の市町村に比べれば深いのではないの

かという考えを持っていた。しかしながら

現地を実際に訪れてみると、想像を超えた

つながりを目にすることができた。沼田市

中町の商店街の方々にお話を聞かせていた

だいた際には、「沼田市で計画されていた三

車線構想が本当に効果あるのかを確かめる

ために、同じような政策をしている新潟市

まで訪れた」といったものや「市役所に任せ

るだけでなく、自分たちもやらないと」とい

った、市政に関する強い関心をもっていた

ように思われる。私たちゼミ生が訪れた地

域は狭く、おそらくつながりの残っている

地域である商店街周辺であり、沼田市前端

から見れば限定的だが、沼田市に対する見

方は「つながりのある地域」から「つながり

があり、地域を大切に思っている地域」とい

った方向へと変化を遂げた。 

 

 

 

第二章 政策提言 

 

2-1政策への経緯 

1.フィールドワーク・ヒアリングから 

 フィールドワーク中に出会った方々、ヒ

アリングをさせていただいた方々、実際に

私たちが沼田市で歩いて感じたことをもと

に、沼田市で集めた情報を整理し、深めた。

私たちがフィールドワーク中に出会ってき

た方々は、初対面の私たちに気さくに声を

かけてくれるなど積極的であり、伺ったお

話からも市政への関心が高く、他の住民と

のご近所付き合いにも積極的であった。し

かし、実際にフィールドワーク中に出会う

ことはできなかったが、ヒアリングの際に

「今まで農業で自立して全部やってきたか

ら、あまりまわりから干渉されたくない」と

いった農家の方や、配偶者が一人になった

時に、孤独になってしまう方がいることを

知った。つまり、私たちが沼田市で見てきた

ご近所付き合いは、お互いが仲良く、助け合

い生活しているといったことが感じられ、

すでに成熟したものに見えたが、私たちが

見ることができなかった場所では、まだ成
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熟していない地域もある。また、沼田市は車

社会であり、多くの人が日常的に車を使っ

て生活している。しかし、高齢や、認知症等

の理由により、自分で運転することが困難

な方もいるため、市街地などでのケアだけ

では十分行き届かない方々も存在している。

これらを踏まえて、沼田市にはより地域に

根差したネットワークが必要なのではない

かと考えた。よって、私たちは、「利根沼田

方式のケアネットワーク」を「ご近所付き合

い」と再定義した。その「ご近所づきあい」

という概念を考える際、私たちは、沼田で実

際にすでに根付いている「ご近所付き合い」

も見てきたため、今ある沼田市の「ご近所付

き合い」をさらに深めたいと考えた。 

 

2.私たちの考える「ご近所づきあい」 

「ご近所づきあい」はなぜ重要なのだろ

うか。「ご近所付き合い」を深める意義とし

ては、①福祉面や、災害時など、緊急時に住

民同士のつながりが非常に役に立つこと②

行政の負担を減らすことができること③U

ターンの促進が見込まれることが挙げられ

る。 

他方、「ご近所づきあい」にも様々な形態

がある。新原ゼミでは、①声掛けなどの災害

時に助け合える関係②野菜のおすそ分けと

いった日常にすむ関係③挨拶だけの関係で

はなく、地域が地域で問題解決できるとい

うような意見が出たが、これらの関係構築

はすぐにできるものではなく、長い時間を

かけながら、日常的に「つながり」を持つこ

とができて初めて生まれるものである。 

だからこそ、新原ゼミでは、「ご近所付き合

い」をゼミ内で議論を重ね、「日常的・持続

的に助け合える関係」と定義した。 

3.政策提言につなげて 

「持続的・日常的に助け合える関係」という

結論を踏まえて、実際どのような政策にし

たいか話し合ったところ、「持続的・日常的

に助け合える関係」という言葉自体が不明

確であるため、新原ゼミが訪れた地域のフ

ィールドワーク・ヒアリングの結果からよ

り概念を明確化し、政策提言を考えた。その

中で、「ご近所付き合いのきっかけになるも

の」「今までご近所付き合いに参加しなかっ

た人も巻き込めるもの」「住民が主体的にで

きるもの」「多世代で交流できるもの」「複数

回顔を合わせることができるもの」「日常的

なご近所付き合いを生むには政策提言も日

常的なもの」という意見が上がった。私たち

がこれらの意見を生かすことができ、住民

付き合いを深める方法として、「食事会」を

政策提言する。 

 以降の節では、具体的な政策の内容につ

いて説明する。 

 

2-2具体的政策提言 

新原ゼミは「食事会」を政策提言とした。

会場は 2 か所あり、学校（体育館を想定）

と公民館の 2 か所で行う。会場に学校を選

んだのは、災害時の避難場所にもなってい

るため住民の方でも認知されており、学校

に通っている子どもが参加しやすく多世代

交流も期待できるからである。開催頻度は、

どちらも定期的に行う。日常的・持続的な住

民同士でのつながりを生むためには、一度

きりではなく何度も顔を合わせる必要があ

ると考えたためである。 

学校で行う場合、収容人数が多いため規

模の大きい食事会となる。さらに料理の食

材に地元沼田産のものを使えば、生産者の
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方の PRの場にもなるだろう。 

一方、公民館で行う場合は、学校と比べ規

模が小さくなるが、その分住民同士の距離

が近くより地域に根差した親密な関係を築

きやすくする事が可能である。また、住んで

いるところにもよるが、距離が近ければ学

校で開催するよりもそれだけ気軽に参加す

ることができ、今まであまりイベントに参

加しなかった人たちも巻き込みやすくなる

だろう。食事は各家庭からの持ち寄り形式

を想定しているが、料理を作るところから

始めてもいいかもしれない。 

どちらの場合も行政主催で行う。民間団

体が主催だとローカルな印象を与える可能

性もあるが、影響力のあり、開放的な行政が

主体的に行うことで今まで地域の催しに参

加できなかった人も参加しやすくなると考

えた。 

 

2-3政策提言のもたらしうる効果 

「夕食会」のもたらしうる効果としてま

ず、市役所の方と住民の方の間の溝をなく

し、市役所の方が住民の意見を聞くことの

できる場の提供があげられる。特に学校に

おける「夕食会」は市役所主催であり、住民

の方が参加することにより、両者の交流が

生まれるということだ。例えば、市役所の方

の提供した料理を食べながら、意見交換を

行うこともできる。また、地域が地域で「夕

食会」を行うことにより、地域が自主的に問

題解決につながる。公民館で行う「夕食会」

は住民の方が備品・食材・設営等に積極的な

関与をしていく必要があり、他の住民との

協働を通じて、信頼関係を構築することに

もつながる。もちろん、連携における問題・

準備の問題等は発生する可能性があるが、

むしろそれらの問題解決を通じて、地域に

おける問題解決能力・地域への愛着の創出

にもつながる。さらに、「食事会」に老若男

女問わず幅広い世代が参加することで、世

代間交流も生まれる。食事は日常において

必要不可欠なものであり、すべての世代が

行っていることである。「食事会」において、

美味しいものを食べながら、食事の感想を

言い合うこともできる。 

 

2-4まとめ 

これまでの政策提言の情報をまとめたい。 

＜学校での食事会＞ 

・子供が参加し易く、幅広い世代での世代

交流が見込まれる。 

・災害における避難場所であり、認知度が

高い。 

・収容人数の多く、規模の大きい食事会と

なる。 

・料理に地元のものを使えば PR にもなる。 

＜公民館での食事会＞ 

・比較的規模は小さいが、地域に根差した

食事会となるため、地域交流が進む。 

・地域にもよるが、身近に行えるもので、今

までイベントに参加しなかった人も呼び込

めることもある。 

・各家庭からの食事の持ち寄りだけでなく、

料理を作るところから始めるのも良い。 

＊両者ともに行政主催・定期的に行う 

 

おわりに 

新原ゼミはサマースクールに ABC 生合

同で取り組んだ。事前調査の段階では、ゼミ

生それぞれの興味関心を中心に置きながら、

それぞれの調査結果を照らし合わせながら、

共通項を見出すことをしてきた。新原ゼミ
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では終始、新原道信教授はゼミ生を「見守

る」存在にとどまっていた。もしかしたら、

かなり手間のかかることをしていると感じ

るかもしれない。教授の積極的な指導を中

心に置きながら、個々人がその範囲内で興

味関心を持ち、地域を調査・研究していくと

いう手法のほうが明快であり、ゼミ生はあ

る分野の専門家となるという明快かつ合理

的な結果を得られるであろう。また、こうし

た手法は教授の門下に入るという大学のゼ

ミにおいて一般的な手法であるのかもしれ

ない。しかし、無数の情報からの仮説を検証

しながら、一種の限定をかけずに、問題を見

つけ出すという手法も大きな意味を持つ。

時間と手間をかけて、全員がゼミ生全員の

意見を尊重しながら、ゼミに取り組み、地域

を探るという手法では短期的には結果をも

たらさないかもしれないが、長期的に後に

振り返って見えてくるものがあり、生きて

いくものでもある。新原ゼミは沼田市に対

してこの手間のかかる手法でアプローチし

た。 

また、問題をサマースクール前に決めて、

ほぼサマースクール前の調査で結論を描い

ているという手法も存在する。なるほど確

かに一部の視点から見たら正しいのかもし

れない。しかし、「～の観点から見れば正し

い」ということも違った観点から見れば全

く見当違いのこともありうる。いくら合理

的に考えて正しいことでも、住民感情など

を考えてみればそううまくいかないことも

ある。そのある意味「都合の悪い事実」があ

る結果からの政策提言とは地域のことを本

当に考えた政策提言といえるのだろうか。 

新原ゼミは定量データ（市役所の方々の

住民に対するアンケート等のデータ）に偏

らず、質的データ（住民の声・思いなど）を

重視している。両者とも、それぞれ良い点・

悪い点が存在しうる。それを踏まえて、政策

を沼田に根付いた形として提言することに

挑戦した。確かに、結果を重視してみれば、

新原ゼミの沼田市に対する政策提言には読

者の視点では、まだまだ甘いところが多い

かもしれない。だからこそ、新原ゼミではこ

れからも沼田市にかかわる姿勢を忘れない

で行きたい。事実、今までにサマースクール

で訪れた市町村をもう一度訪れているゼミ

生もいる。さらに、新原ゼミでは「大山団地」

という地域に長年、ゼミ生の世代交代をし

ながら、長期的に関わらせていただいてい

る。今回の沼田もこの期末報告書での政策

提言がすべてではなく、沼田にこれから先

関心を持ち、あらためて沼田を振り返るこ

とで、みえてくるものがあると考えている。 

 

沼田市の方々へ 

今回、沼田市を訪問させていただきまし

たが、その過程において、様々な方々からの

手厚い支援を頂きました。特に市役所の

方々には、サマースクール前からご丁寧な

ご返答、綿密な準備をしていただきました。

ヒアリング時にも学生側の質問に対して、

膨大な資料を基に、深い返答をしていただ

き、誠にありがとうございます。 

沼田市民の方々にはフィールドワーク・

ヒアリング時にご協力いただき、ありがと

うございます。また、お会いできることを楽

しみにしています。 

 

 

 

 



87 

 

参考文献 

 

沼田都市計画マスタープラン －都市計

画に関する基本的な方針― 2010年 3月 

 

沼田市第3次男女共同参画計画 2016年

3月 

 

沼田市子ども・子育て支援事業計画 

2015年度～2019年度 

 

水と緑の大地 田園空間都市 沼田市第

5次総合計画 

 

沼田市公式ホームページ  

http://www.city.numata.gunma.jp/ 

 

沼田市過疎地域自立促進計画 

 

http://www.city.numata.gunma.jp/ind

ex.html 

 

沼田市市民協働推進基本方針 (2016～

2020年度) 

http://www.city.numata.gunma.jp/_res/

projects/default_project/_page_/001/002

/521/kihon-houshin.pdf 

 

沼田市・白沢村・利根村合併協議会 

http://www.gappei-

archive.soumu.go.jp/db/10gun/32-

numata/gappei_01.html 

 

沼田商業会議所リンク「沼田祇園祭（おぎ

ょん）の由来と沼田まつりの歴史」  

http://www.numata-

cci.or.jp/maturi/maturi02.htm 

 

 

 

  

http://www.city.numata.gunma.jp/
http://www.city.numata.gunma.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/521/kihon-houshin.pdf
http://www.city.numata.gunma.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/521/kihon-houshin.pdf
http://www.city.numata.gunma.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/521/kihon-houshin.pdf
http://www.gappei-archive.soumu.go.jp/db/10gun/32-numata/gappei_01.html
http://www.gappei-archive.soumu.go.jp/db/10gun/32-numata/gappei_01.html
http://www.gappei-archive.soumu.go.jp/db/10gun/32-numata/gappei_01.html


88 

 

 



89 

 

沼田市 

農業を通じた観光戦略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

斯波ゼミ 

 
浅羽正太 有川達哉 小野真穂 

鎌田容子 小林祐介 鈴木奈子 

堀井悠佑 八鍬あゆみ 



90 

 

 
目次 

 

1. はじめに 

2. 沼田市の現状と動向 

(1)産業 

(2)観光の現状と動向 

 (3)農業の動向と現状 

 (4)グリーンベル 21の現状 

3． 政策提言 

 (1)マルシェ 

 (2)体験農業 

 (3)マルシェと体験農業の連携 

4.おわりに 

付言 

参考文献



91 

 

1. はじめに 

 

近年、日本全国で生産年齢人口の減少に

より、労働力の減少が著しい。その影響に

より、経済活動は縮小の一途をたどるばか

りである。沼田市もその例外ではなく、平

成 21 年を境に人口は減少傾向にあり、今

後も減少していくことが予想される。 

そのため、沼田市の経済の活性化を促す

ためには、市外部からの来街者が必要不可

欠である。その政策の一つとしてあげられ

るのは、近年、地方を支える産業として、

脚光を浴びている観光業である。観光庁

(『平成 26 年旅行・観光消費動向調査』)

によると、平成 26 年の国内における観光

消費(内部観光消費)は 22.5 兆円である。

また観光消費がもたらす生産波及効果(直

接効果を含む)は 46.7 兆円、このうち付加

価値は 23.7兆円であり、これにより 397万

人の雇用効果があるという結果になった。

沼田市により大勢の来街者を呼び込み、観

光消費額を増加させていくことで、沼田市

の活性化を図りたい。 

そこで、現在沼田市にある観光資源に加

え、内部からの視点だけではなく、第三者

の視点から、新たな観光資源を発見し、こ

れまで以上に活用していくべきあろう。こ

こでは、第三者である学生の目線から、現

状を把握し、特に観光産業と沼田市で盛ん

な農業とを結び付け、多くの観光客の誘致

と観光消費額の増加を目標とした政策提言

を行いたい。 

 

 

 

2. 沼田市の現状と動向 

 

(1)産業 

沼田地域は、中世に沼田氏が居城して以

来、明治に至る 300 有余年の間、城下町と

して利根地域の商業の中心地として繁栄し、

大正 13 年に当時の国鉄上越線が開通する

と農林産物の集散地として一層の発展を遂

げた。 

 第二次世界大戦後、豊富な森林資源を背

景に、木材関連の工場が増加し昭和 29年 4

月、沼田町を中心とする 1 町 4 村が合併し

「沼田市」として市制が施行され、平成 17

年 2 月、白沢村及び利根村との合併により

現行の沼田市が誕生した。 

 

 沼田市の産業別従事者を見ると、第１次

産業が 12.1％、第 2 次産業が 25.6%、第 3

次産業が 62.2%であり、下記の表より群馬

県全体と比較しても第１次産業従事者の割

合が高いことが特徴と言える。(出典：平

成 22年度国勢調査)。 

 

 

図１ 産業別従事者割合(沼田市)  

 

 

産業別従事者割合(沼田市)

第1次産業

12.1%

第２次産業

25.6%

第３次産業

62.2%
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図２ 産業別従事者割合(群馬県)  

 

(2)観光の現状と動向 

 沼田市は、赤城山や武尊山など日本百名

山に挙げられる山々に四方を囲まれており、

市内の標高は 250ｍから 2000ｍ余りに及ぶ

起伏に富んだ地形である。国指定文化財で

「東洋のナイアガラ」と呼ばれる「吹割の

滝」、その他「老神温泉」や「玉原高原」

にはスキー場が開業されており、また夏季

には、ゲレンデをラベンダーの花畑にして

公開するなど、沼田市の豊かな自然資源を

利用した観光地を有している。しかし、そ

の自然資源を利用した観光戦略は進んでい

ない。 

 沼田市の年間観光消費額、観光客数、観

光客一人当たりの観光消費額について群馬

県内の周辺 6 市町村と比較してみる。いず

れも温泉や豊かな自然を有するみなかみ町

や、交通の便が良い高崎市、尾瀬ケ原のあ

る片品村等、他の市町村に後れを取ってい

ることがわかる。観光消費額・観光客１人

当たりの観光消費額については、沼田市の

西部に隣接しているみなかみ町がトップと

なっている。沼田市とみなかみ町について

比較すると、観光消費額においては約 3.5

倍の差が生じており、観光客一人当たりの

観光消費額においては、約 2.4 倍の差が生

じている。また、沼田市の過去 6 年分の観

光消費額(図 2)を見てもその最大値に大き

な変化は見られない。 

 

 

図１ 観光客１人当たり観光消費額  

 

 

 

図 2 観光消費額(沼田市)  

 

 (3)農業の動向と現状 

 利根沼田地域は古くから農林業が盛んな

地域であった。市内農家の生産品目に着目

すると、野菜、果実、他に米、こんにゃく、

乳用牛、豚 など多様な作物が生産されて

いる。また、林家の 73.2％は農家林家であ

産業別従事者割合(群馬県)
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り、主要林産物は しいたけ等のきのこ類

である。しかしながら、沼田市を訪れた人

や沼田市外・群馬県外の人から「沼田市を

代表する、農作物」としてイメージと直結

するような柱となる産物が確立できていな

いという現状がある。 

 また、沼田市の第五次総合計画による

と、中山間地域としての環境条件を生か

し、消費者ニーズに対応した付加価値の高

い農業生産方式の確立の必要性や、兼業農

家、 女性及び高齢者を含めた多様な担い

手による地域営農体系の整備が求められて

おり、同時に、Uターン、Iターン事業へ繋

げていくための都市との交流の促進や、農

山村の持つ魅力・価値のPR、観光型農業の

推進などをはじめとする他産業と連携の必

要性も指摘されている。 

 さらに、近年、日本全国で危惧されてい

る農業従事者の高齢化、後継者不足は、沼

田市も例外ではない。図３にあるように、

農家数、農業人口、農業就業人口はともに

減少の一途を辿っている（平成 17 年以降

は合併後のため農家数、農業就業人口は増

加しているが、農業人口は依然として減少

傾向にある）。また図４より、60歳以上の

農家世帯員の割合は増加傾向にある。しか

し、先述の通り、沼田市の第１次産業の従

事者の割合は高く、この人材を活用すべき

ではなかろうか。 

 

図３ 沼田市の農家数等 

 

 

図４ 年齢別農業従事者  

 

 

現状として、沼田市には朝市や直売所な

ど、農作物を販売している場所は数多く存

在している。主なものとしては、「道の駅 

白沢」や「老神温泉朝市」などがあげられ

る。「老神温泉朝市」は観光会館正面の広

場で 4月 20日～11月 20日の毎朝 6時～7

時 30分まで開かれており、地元の人の持

ち寄った新鮮な野菜や果物、山菜など老神

の特産品が扱われている。「道の駅白沢」

は季節により多少の変動はあるが、年間を

通じて 10時～18時まで開かれている。こ

の道の駅では、沼田各地でとれた農作物が

扱われており、沼田市内屈指の農作物直売

所として栄えている。また、沼田にはバラ
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エティに富んだ様々な農作物があり、他の

自治体にも引けを取らない。 

しかし、これらの強みがあるにもかかわ

らず、沼田の農作物の知名度はあまり高く

ないと言える。この原因として、現在の直

売所は野菜をただ並べて売ることに終始し

ており、消費者を魅了する「賑わい」と

「アイディア」が欠如していることが考え

られるのではないだろうか。さらに、現在

の沼田市内にある直売所は個人個人でやっ

ているところが多く、連携がとれていな

い。連携をとることで、一体感が生まれ、

効率的な農作物の販売が可能となるのでは

ないだろうか。 

 

(4)グリーンベル 21の現状 

沼田市中心部にある複合商業施設「グリ

ーンベル２１」では、2012年 11月に EAT

バイテック JAPAN（現 EAT-TRIP）が経営す

るスーパーマーケット「沼田マルシェ」が

1階で営業されていた。しかし、このマル

シェはスーパーや直売所と同じく、沼田の

名産品や野菜・果物を陳列する形態での販

売であった。さらに、同店は 2013年６月

に業務用スーパーである「プロマル沼田マ

ルシェ」としてリニューアルされたが、既

に撤退している。現在、グリーンベル 21

は 1階のスペースに真田丸展が開催されて

いるが、2017年 3月で営業終了の予定と

なっている。加えて、グリーンベル 21に

併設された大型立体駐車場は現在、有効的

には使われていない。今後、沼田市はグリ

ーンベル 21を市役所の移転先とするほ

か、グリーンベル 21の中にイベントスペ

ースや子ども広場を設置することを検討し

ている。今後このイベントスペースや子ど

も広場を有効的に活用し、賑わいを創出す

ることが必要である。 

 

3.政策提言 

沼田市の地域活性化のためには、農業を

観光資源とした観光戦略を検討したい。具

体的には、『マルシェ』と『体験農業』の

二つの要素を提案していきたい。 

 

(1)マルシェ 

以上のような現状から、私たちは沼田市

の中心地にあるグリーンベル 21でマルシ

ェを開催することを提言する。 

フランス語で「市場」という意味のマル

シェは日本では地元の名産品を地元の人が

直接 PRできる市場のことを指すことが多

い。そのような一般に考えられているマル

シェに一工夫加え、沼田の農業と食の魅力

をより多くの人に知ってもらえるようなオ

リジナリティのあるマルシェを提案した

い。私たちの考えるマルシェは、大きく分

けて 3つの特徴がある。 

 第一の特徴は、沼田で育った農作物をた

だ陳列して売るだけでなく、出店者の人た

ちがその場で調理して沼田グルメとして販

売するという点にある。沼田グルメを調理

し提供することで、沼田の農作物や名産品

を様々なグルメに変化させ、来訪者を魅了

することができると言える。来訪者はマル

シェに来ることで沼田の食を存分に味わう

ことができ、沼田グルメの知名度のアップ

や賑わいの創出が期待できるだろう。 
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 第二の特徴は、マルシェのターゲットが

主に観光客である点にある。沼田市は観光

地が点在しているため、一度に沼田の観光

名所にあるグルメを楽しめる場所が少な

い。そのため、沼田市の中心地にあるグリ

ーンベル 21に、ラベンダーパークのラベ

ンダーアイスクリームなどの観光地に行か

なければ食べられないグルメをマルシェに

集めることで、観光客はそれらを一度に堪

能することができる。さらに、観光地のグ

ルメを買ってくれたお客さんには、その観

光地の割引券を提供する。これによって、

観光地へも来場者数の増加を促し、さらな

る観光消費額の増加を図ることができる。 

 

 第三の特徴は、グリーンベル 21の中で

行うという点にある。「室内マルシェ」

は、天候に左右されず開催ができるという

メリットがある。屋外のマルシェでは、雨

が降ると中止になるリスクがあったり、開

催されたとしても悪天候の中マルシェに来

る人が限られてしまったりという状況が想

定され、安定した集客力を確保できないと

いう問題がある。しかし、室内マルシェを

行うことで、この問題は解決される。また

室内であれば、夏は暑く、冬は寒いといっ

た気候上の問題も考慮する必要がなく、訪

れた人々は快適にマルシェを楽しめると考

えられる。また、日本では「室内マルシ

ェ」はあまり行われていないため、その珍

しさから、来場者の増加も見込まれる。一

方で、室内で開催することにより、建物の

中に入らなければにぎわい____を感じられ

ないといった問題も挙げられる。このよう

な点への対応として、周辺に看板を設置し

たり、屋外にも数店舗出店したりするなど

来場者を増やすための工夫が必要であろ

う。他には、沼田市内で市場を開いている

団体や周辺の店舗とも連携して、やる気の

ある市民を積極的にこのマルシェに取り込

むといった工夫も加えることで、活発で一

体感のあるマルシェを作り上げることがで

きるのではないだろうか。 

 

 このマルシェの主体は第三セクターと

し、行政が場所の確保や資金面、広報など

においてサポートを行っていく。開催の頻

度は月に１回、１年を通して開催すること

を想定している。 

 実際に出店してもらう店舗は、沼田を拠

点としている民営のレストランや加工食品

を販売している企業、ＪＡなどが考えら

れ、具体的な商品としては、アカシアはち

みつやこんにゃく、みそなどの沼田ブラン

ドをはじめ、えだまメンチ・リンゴジュー

スなど沼田ならではのグルメや加工品、季

節の旬の農作物などが挙げられる。さらに

このマルシェでは、その場ですぐに食べら

れるように工夫したグルメを提供したい。

例えば、現在沼田が推し進めているトンカ

ツであれば串カツに、こんにゃくであれば

串こんにゃくにすることによって、買った

人は手軽に食べ歩きできる。これらのグル

メや農作物を沼田市の中心地であるグリー

ンベル 21に集めて PRも兼ねることで、こ

のマルシェをきっかけに、来場者が今後沼

田市内各所にも訪れてもらうことを期待し

ている。 

 

 さらに、このマルシェでグルメフェスを

開き、沼田のグルメの知名度アップを図る。

このコンテストでは人気投票を行い、春・
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夏・秋・冬の季節ごとに 1 位を決定し、そ

の 1 位を「Ｖ級グルメ」と認定する。沼田

市にはバラエティ溢れる農作物や加工食品

があることから、「Variety」のＶをとっ

て、「Ｖ級グルメ」とした。沼田のバラエ

ティ溢れるグルメの中から市民や観光客の

手によって「Ｖ級グルメ」が選ばれていく

ことで、さまざまな沼田の農作物が多くの

人に愛されるものとなっていくであろう。 

 

 「V 級グルメ」はグルメ部門とレシピ部

門の２部門で認定を行う。グルメ部門では

マルシェに出店したグルメの中から、マル

シェに来て実際に味わった来場者の投票に

より、人気 No.１を決定する。レシピ部門

では市民や観光客に、自由な発想で沼田の

農産物を活かしたレシピを考えてもらい、

紙媒体でアイディアを募る。その中から、

オリジナリティがあり実現可能性が高いレ

シピを採用し、次のマルシェで運営主体の

メンバーがそのグルメを販売する。 

 V 級グルメに認定された品物や料理は市

のホームページで紹介したり、東京都内の

群馬県アンテナショップや沼田市内の道の

駅で一定期間特設ブースを開いたりし、更

なる周知や販路拡大を図る。 

 ここまで挙げてきた「V 級グルメ」の認

定を実現するは安定した集客数が必要であ

る。それを確保するために、以下で説明す

る観光農業と連携し、ツアーの中にマルシ

ェを組み込むべきであろう。さらにマルシ

ェに来た観光客が沼田市内の農産物に興味

を持った場合、観光農業という存在が再び

沼田に人を引き寄せることができると考え

られる。 

 

(2)体験農業 

次に観光農業の手段として、体験農業を

考えてみたい。 

沼田市で体験農業を実施することにより、

観光客の増加が見込め、また沼田市の特色

として新たな観光資源にすることができる。

農家側は、体験農業のホストとなることで、

副業収入を得ることができ、農村地域に観

光客が来て、周辺地域の活性化につながる。

また観光客側は、農業を通じて農家の人と

の交流ができ、中山間地の農家の暮らしを

体験することができる。さらに、行政・農

家・観光客の三者の連携で体験農業を推進

することで、観光消費額の増加が見込める

という魅力もある。 

 

現在、沼田市では観光農業の一環として

「田舎体験ツアー」を実施している。これ

は、定住促進を目的として、平成 19 年か

ら「田んぼ編」「スローフード編」「親子

で農業編」「みそ作り編」の 4 つのテーマ

でそれぞれツアーが行われている。「田ん

ぼ編」は、沼田七田のうちの一つで、お米

の産地として適していると言われている

「下沼田田んぼ」で開催されており、田植

え・観察会・稲刈り・収穫祭と年 4 回行わ

れているツアーである。「スローフード編

は、市の重要文化財である「南郷の曲家」

で開催されており、地域の食材を使った郷

土料理を紹介しているツアーである。「親

子で農業編」は、JA利根沼田の監事の土地

で開催されており、「とうもろこし」や

「にんじん」、「大根」や「白菜」の作付

けと収穫が体験できるツアーである。「み

そ作り編」は、過去一度だけ行われていた。

「スローフード編」と同じ「南郷の曲家」
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でみそ作り体験をするツアーである。 

ツアーの参加者は年々増加しており、一

定の効果が上がっているが、一方で現状の

「田舎体験ツアー」ではいくつかの課題点

も挙げられる。まず、全てのツアーにおい

て体験時間が短いことである。「田んぼ編」

では年に 1 度だけ宿泊のツアーがあるが、

それ以外のツアーは 10 時から 14 時または

15時までしか体験ができないので、沼田市

の魅力を感じきれずに終わってしまう。ま

た、ツアーの知名度が低く、さらに行政側

が主体となって行っていることにより、市

民からの関心も集められていないように見

える。さらに、「親子で農業編」から見え

てきた課題として、体験中に地元農家との

関わり合いがなく、農業体験のホストとし

て活動している農家もとても少ない点が挙

げられる。 

以上の現状、課題を踏まえ、「田舎体験

ツアー」の改良を提言したい。観光消費額

の増加と新たな沼田市の魅力の発掘という

観点から大きく二つの点で改良を加える。 

 

行政が主体となって行われている現状の

田舎体験ツアーでは、ツアー中に市民と関

わる機会がないため、市民からの関心が生

まれない。ツアーの主体を市民の有志が出

資して作る市民中心の団体とすることで体

験農業について関心をもってもらうととも

に、民間の団体であれば利益追求、規模の

拡大にも取り組みやすいと考えられる。 

提案したいプランには特徴が三点ある。

第一に宿泊型のツアーであること、第二に

地元農家の農地が主な体験場所であること、

第三に農家、参加者ともに選択肢が複数あ

ることである。 

①宿泊型のツアー 

「田舎体験ツアー」の課題点で挙げた通

り、現行のツアーは日帰りであり、沼田の

魅力を知ってもらうためには不十分である。

そこで、ツアーの基本形を宿泊型にし、そ

の中で農家宿泊型と半日農作業＋α型とす

べきでなかろうか。 

農家宿泊型では地元の農家に宿泊し、一

泊二日、十分に農作業と田舎の暮らしを体

験する。一度の宿泊の中で、農作業や自然

体験をする時間帯と田舎暮らしを経験する

時間を作ることができる。農家の風習や暮

らしの体験、地元の人々とのコミュニケー

ションという面で農家に宿泊することは有

効であると思われる。 

半日農作業＋α型では、体験農業とその

他の体験やレジャーを組み合わせる。例え

ば、1 日目に農家で収穫体験や自然体験を

行うが、夕食、夜の宿泊は地元のキャンプ

場や温泉とする。キャンプ場は玉原高原や

星の降る森が比較的近く、設備も整ってい

る。温泉は望郷の湯や老神温泉など沼田の

温泉地と提携したい。2 日目は地元観光を

行う時間に充てる。後述するマルシェに加

えて、沼田市内の観光地この案では農業体

験がメインの農家宿泊型より気軽にレジャ

ー気分での参加が見込まれる。 

 

②主な体験場所、体験内容 

観光客が農作業を体験する場所はホスト

となる農家のそれぞれの農地が想定されて

いる。従来の JA の土地では一律の体験内

容となり、地元農家との交流もない。地元

農家を体験場所とすることで、観光客は地

元市民と深くかかわることができる。体験

内容に関しては、「農業体験をする」とい
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う点において従来の田舎体験ツアーと変わ

らないが、実現可能性と独自性を加えるた

め、以下の変更を行う。農作業体験の内容

は各農家が育てている農作物や各農家の規

模、形態、当日の季節、天候等によって変

わる。同時期のツアーであっても、A 農家

ではピーマンの収穫を行うが、B 農家では

トマトの収穫を行うなど、各農家の農業の

状態によって変わる。一律の体験内容にし

ないことで観光客は唯一の体験をすること

ができ、リピーターは再訪の際に異なる体

験ができ、さらにホストの農家も、自分の

農地で可能な範囲のサービスを提供するこ

とができる。ただ、一定の質を維持し、各

農家間での質的な差を広げないために、体

験内容に関して一定の基準を設けることが

必要であろう。 

 

③複数の選択肢 

複数の選択肢とはツアーを農家宿泊型と

農作業＋α型に分けることで、農家も観光

客も参加することができる。 

農家宿泊型は１日目の昼に観光客を受け

入れ後、２日目の昼前まで観光客の対応を

する。１日目の昼から夕方と２日目の朝の

農作業体験の提供に加え、１日目の昼食、

夕食、２日目の朝食と宿泊場所を提供する

必要がある。農家の負担はかなりあるが、

何より観光客との交流がもっとも深められ

る。ツアー後も関係が持続し、リピーター

として毎年訪問する可能性もある。将来的

に定期的な副業として位置付けた場合、農

作業＋α型より収入が増える可能性が高い。

また、広い農家では部屋の有効活用ができ

ると考えられる。一方で宿泊や食事のため

の資格の取得が必要など、なかなか参加し

づらい面もあるため、運営主体からのサポ

ートが欠かせない。 

農作業＋α型は、農家が一日目の昼から

夕方にかけての農作業体験のみを提供する

プランである。宿泊場所や食事の提供がな

いため、農家も気軽にホストとして参加で

きる。観光客も農家宿泊型と農作業＋α型

を自分の好みに合わせて型を選択すること

ができる。 

 

④運営主体と農家の対応 

このツアーは従来の「田舎体験ツアー」

が対象にしていた、農作業に興味がある観

光客だけでなく、農作業＋α型を作り、ツ

アーに温泉やキャンプを組み入れたことで、

行楽目的の高齢者や、家族連れ、団体客も

対象とできると考えられる。農作業を目的

とした観光というより、沼田での観光の選

択肢の一つとしての体験農業があるべきで

あろう。 

 ホストとして想定している農家は体験農

業に興味がある農家である。子育てが終わ

り時間に余裕ができる 50，60 代が当主の

農家が現実的ではあるが、ホストの農家は

経営者となるので、体験農業という新規の

産業に興味を持つ若手の就農者の参加も見

込める。ツアーの頻度は高くないものの、

それでも農家の負担はある。そこで、農家

宿泊型の場合は特に運営団体からの支援を

厚くしたいと考えている。 

ツアーの頻度は現在の「田舎体験ツアー」

の頻度を継承して春から秋にかけて年４回

程度である。一度の開催で収入増加が見込

めるわけではないが、各農家がホストとし

て経験を積み、団体の運営も軌道に乗れば、

開催頻度を上げたり、各農家が個別に日程



99 

 

を立てて受け入れることができると考える。 

 沼田市の特徴として、立地の関係から中

山間地の農業がメインであり、多量栽培が

難しく農業のみの利益では成り立たない農

家も多いことから、副業収入として確立で

きたらよいと考えている。 

 

 次にプランを実現するために市民による

有志の団体と農家が行う役割について説明

する。 

市民による有志の団体の役割としては、

まず参加農家の確保がある。現在、JAや沼

田市所有の土地が農作業体験の場所で、地

元の人との交流が図れていないという課題

があるので、地元の参加してくれる農家の

確保はとても重要である。また、参加農家

を増やすため、農家の支援というものが必

要である。特に民宿をしたことがないとい

う農家にも参加してもらえるよう、民宿の

ための資格取得の支援などが必要だ。自治

体の各種窓口とも提携して農家からの相談

に乗ったり、情報の提供なども行う。さら

に、自家用車ではなく JR などの公共交通

機関を利用する観光客の方にも参加しても

らえるよう、沼田駅からグリーンベル 21・

各農家への送迎も行う。 

農家の役割としては、農業体験のメニュ

ーを決め、また自家用車で来る方はご自身

で各農家まで向かうので、観光客の自家用

車を止める駐車スペースの確保が必要であ

る。また民宿も行う農家は、必要な許可・

資格の取得や住居の改装等民宿業のための

環境の整備が必要である。 

次に農家宿泊型と半日農作業+α型の 2

つの参考プランを紹介する。 

 

農家宿泊型は、グリーンベル 21 または

沼田駅に集合し、その後各農家で昼食を取

り次第、農作業体験をする。また、夜は農

家で宿泊する。2 日目は、1 日目と同様各

農家がグリーンベル 21 まで送迎し、その

後マルシェで昼食を食べて解散となる。

(図１参照) 

 「プラン例：農家宿泊型」 

図１ （作成：斯波ゼミ） 

 

 一方、半日農作業+α型は、11時にグリ

ーンベル 21 または沼田駅に集合は変わら

ないのだが、その後すぐ農家に向かわず、

グリーンベル 21 で開催されているマルシ

ェに寄り、昼食を取る。マルシェを 2 時間

ほど楽しんだあと、農家宿泊型と同じくグ

リーンベル 21 に各農家の方に迎えに来て

もらい、着き次第農作業体験をする。こち

らのプランは、夜は農家では宿泊せず、キ

ャンプ場や温泉で宿泊する。(図 2参照) 

「プラン例：半日農作業+α型」 

図２（作成：斯波ゼミ） 

 時間 内容 

1日目 11:00 グリーンベル 21or沼田駅集合 

マルシェで昼食 

 13:00 各農家へ移動 

 14:00 農業体験 

 17:00 農家出発 

キャンプ場や温泉へ 

  キャンプ場や温泉で宿泊 

2日目 12:00 グリーンベル 21集合,解散 

 時間 内容 

1日目 11:00 グリーンベル 21or沼田駅集合 

 12:00 各農家へ移動 

その後、各農家で昼食 

 14:00 農業体験 

  農家で宿泊 

2日目 12:00 グリーンベル 21集合 

マルシェで昼食 

 14:00 解散 
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(3)マルシェと体験農業の連携 

また、体験農業の 2 つの型に共通した特

徴としては、マルシェとの連携が挙げられ

る。月１回グリーンベル 21 で行うマルシ

ェと田舎体験ツアーの日程をあわせ、ツア

ー中にマルシェで昼ごはんや買い物を楽し

めるようにする。それによって、観光客は

沼田の魅力を農業体験とマルシェの両方か

ら楽しんでもらえるとともに、ツアー参加

者をマルシェに誘導することで、マルシェ

の運営側にとっては確実にお客さんを確保

することができ、さらに観光消費額増加に

つなげられると考えられる。 

 

 

 

5．おわりに 

  

現状で述べたように沼田市には上手く活

かしきれていない観光資源があると共にバ

ラエティ豊かな農作物も有している。提案

したマルシェと体験農業は、それぞれが新

たな観光資源となり、マルシェと体験農業

の相互作用によって沼田市と沼田市の観光

を盛り上げることができると考えられる。

マルシェの開催で、マルシェ自体が新たな

沼田市の観光資源となるとともに、マルシ

ェで認定された V 級グルメや既存の沼田ブ

ランドをマルシェで扱うことによって沼田

市の特産物の PR が可能であろう。また、

マルシェに来た観光客が沼田市の暮らしや

農業に興味を持てば、体験農業で更にアピ

ールすることができる。そして、田舎体験

ツアーにマルシェを組み込むことによって

沼田市の観光消費額が増加する。以上のよ

うに、マルシェと体験農業それぞれが魅力

的な観光資源として相互に作用し、相乗効

果によってより多くの人に沼田の農業の魅

力を知ってもらえることが期待できるであ

ろう。 

 

 

 

付言 

  

この場をお借りして、沼田市役所の方へ

御礼申し上げます。先日は、サマースクー

ルにて、ご多忙中にも関わらず懇切丁寧な

ご指導をいただき誠にありがとうございま

した。サマースクールをはじめ何回か市へ

訪れ、様々な沼田市の魅力を発見しました。 

 

 おかげ様で沼田市の地域活性化に対する

意識が一層高まり、理解を深めることがで

きました。このような有意義な時間を提供

して頂きましたことに、心より感謝申し上

げます。 

 

今後、サマースクールでの貴重な体験を大

いに活かし、精励して参る所存です。 

 

 末筆ながら、貴市の益々のご発展を心よ

り、お祈り申し上げます。 
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１．はじめに 

黒田ゼミでは、「地域文化振興」に注目

し、演劇やイベント、伝統芸能を通じた地

域活性化を研究テーマとして活動している。 

今回のサマースクールで、私たち A 生は

沼田市の木材と商店街に着目し、ヒアリン

グ調査や現地でのフィールドワークを行っ

た。そこから三つの問題点を発見した。一

つ目は沼田市商店街の空き店舗の割合が高

いこと、二つ目は地域住民が気軽に集まれ

る憩いの場が存在しないこと、そして三つ

目は、沼田市には豊かな森林があるにも関

わらずその認知度が低いことである。そこ

で私たちは、沼田産木材の認知度を向上さ

せること、空き店舗を利用して商店街に賑

わいを創出することの二点に焦点を当てた。 

政策提言の具体的内容として、私たちは

「ぬくぬくハウス」と「もくもくラリー」

の二つを提案する。 

「ぬくぬくハウス」は、地域住民・商店

街の店舗に向けた、沼田市商店街内に設け

る空き店舗を用いたコミュニティ空間であ

る。このハウスにはコミュニティスペース

とイベントスペースをそれぞれ設け、住民

同士および住民と店舗との交流によって、

幅広い年代が商店街を利用することを促進

する。また、イベント等で実際に沼田産の

木材に触れることで地域住民の「沼田の木」

ブランド認知度向上を図る。沼田の「木の

ぬくもり」「人のぬくもり」を感じられる

空間を提供することを目指した。 

 「もくもくラリー」では、商店街で開催

するスタンプラリー企画と「新宿の森」と

いう既存の植林活動を組み合わせることで、

人々の交流を促し、「沼田の木」ブランド・

商店街のグルメなどを PR する。PR 活動に

よって「沼田の木」ブランドの県内外の認

知度を向上させること、「新宿の森」参加者

が商店街を訪れるきっかけを作り、商店街

に新たな顧客を生み出すことを目指した。 

 そこで、私たちは、沼田産木材を活用し

商店街の活性化を図る為の手段として「ぬ

くぬくハウス」と「もくもくラリー」の二

つの政策を提言する。 

 

 

２．現状分析 

 はじめに沼田市の現状を述べる。 

まず沼田市の長所として挙げられるのは、

行政と住民双方が市内の豊かな森林に対す

る強い関心があることだ。 

 沼田市は市の面積の 87.6%が山林・原野

になっており（2010 沼田都市計画マスタ

ープラン）、市のほとんどが豊かな森林に

囲まれている。さらに沼田市は 1990 年に

「あらゆる生命の基盤である豊かな森林に

かこまれたまちを誇りとし、人と自然が真

にふれあう理想のまち」を目指すために全

国で初めて「森林文化都市」を宣言してお

り（2007 水と緑の大地 田園空間都市）、

市が豊かな森林を活かした町づくりに取り

組んでいる姿勢が見受けられた。また、行

政だけではなく、住んでいる地区やまちで

自慢できることを調査した市民アンケート

によると、市民の 35.8%が「自然環境」を

挙げている（2010 沼田都市計画マスター

プラン）。以上のことから、行政と住民双

方が森林に対して強い関心を持っているこ

とがうかがえる。 

 次に、沼田市が抱える課題について説明

する。それは商店街の空き店舗の多さであ

る。『水と緑の大地 田園空間都市』による
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と、「中心市街地においては、商業の衰退

と人口の郊外への流出が著しく、いわゆる

空洞化が進行」しており（2007）、沼田市

の課題となっている。また商店街や商業施

設のあり方について市民に実施したアンケ

ートによると、「空き店舗の活用や転用」

が 23.5%ともっとも多く、次に「身近な店

舗や商店街の充実」が 22.2%と、店舗の活

用や充実を求める声が多かった（2010 沼

田都市計画マスタープラン）。また、私た

ちが実際に沼田市商店街商工会議所にヒア

リング調査をした際には、空き店舗の定義

を「居住者がいても店舗が空いていれば空

き店舗」とした場合、商店街全体における

空き店舗の割合は 23%であるという回答が

得られた。 

さらに、商店街には地域住民の交流の場

となるようなスペースが少ないことも課題

であり、「商業・交流機能の再編・強化を

図るとともに、今後は居住機能や福祉機能

等を複合的に導入し、併せて人々が集まる

ソフト施策を展開するなど、新たな街なか

の活性化策を検討し、街なかのにぎわいや

活力の再生を図ることが必要」である（2010 

沼田都市計画マスタープラン）。よって商

店街の空き店舗の割合の高さに課題を見出

した。 

 以上のことから、沼田市の地域活性化策

として、豊かな森林を活かして商店街の空

き店舗問題を解消し、地域住民の交流の場

を創設する提案の策定に至った。 

 

 

３．「ぬくぬくハウス」 

 一つ目の政策として「ぬくぬくハウス」

の開設を提言する。「ぬくぬくハウス」は、

地域住民との関わりが減る中で、人々が気

軽に集まり、交流できる憩いの場の提供を

目的として企画したものである。沼田市商

店街本町通りの空き店舗を活用し、運営は

沼田市商工会議所に依頼する。週二日、13

時～17 時に開放し、対象者は地域住民の

方々とする。 

「ぬくぬくハウス」には地域住民が気軽

に集まれるコミュニティスペースと定期的

にイベントを行うイベントスペースを設け

る。ここからは、その二つのスペースにつ

いて順に説明していく。 

 

３.１ コミュニティスペース 

はじめに、コミュニティスペースについ

て説明する。コミュニティスペースには沼

田産の木材を使用した足つぼや足湯などの

健康器具を設置する。足湯は、水の代わり

に熱した石を使用することで足を濡らさず

楽しむことができ、健康器具の設置によっ

てお年寄りが自由に体を動かせるスペース

を提供する。さらに、設置するテーブルや

椅子は沼田産の木材を利用する。このよう

に「ぬくぬくハウス」の内部を沼田産の木

材に統一することで、利用者が沼田の森林

資源に関心を持てる環境を創り出す。また、

利用する際は商店街で購入した飲食物の持

ち込みを可能とすることで、商店街の需要

拡大を狙いつつ地域住民の交流の場を演出

する。 

「ぬくぬくハウス」には会員制を設け、

会員からは年会費 2000 円を徴収する。会費

を徴収した後、会員には会員証を渡す。「ぬ

くぬくハウス」を利用する際はこの会員証

を携帯する。もちろん、会員でなくても利
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用することは可能であり、非会員の利用料

は一日 100 円とする。 

このコミュニティスペースを常時開設す

ることにより、沼田の木に触れながら地域

住民同士の交流の場を設けることができ、

商店街活性化へつながるという効果が得ら

れる。 

次にイベントスペースとしての利用方法

について説明する。 

 

３.２ イベントスペース 

 イベントスペースでは、実際に商店街の

店舗経営者（生花店や呉服店等）に「ぬく

ぬくハウス」に来ていただき、以下に示す

四つのイベントを行う。これらのイベント

の対象は地域住民とし、地域住民同士及び

地域住民と商店間が交流出来る機会を提供

することで、商店街に活気を創出すること

が目的である。 

 では、私たちが提案する各イベントにつ

いて説明していく。 

 

（１）押し花教室 

はじめに押し花教室についてである。 

運営は沼田市商工会議所と「花と緑のぐ

んま推進協議会」に依頼する。商工会議所

はこれまで商店街で行われた祭りやイベン

トの運営に携わってきた実績がある。また

花と緑のぐんま推進協議会は、「ふるさと

『ぐんま』を花と緑あふれた活力ある美し

い地域にする事業」（2016 花と緑のぐん

まづくり）に取り組んでいる。その事業の

一環として毎年一回群馬県内でフェスティ

バルを開催しており、その中で押し花教室

を開催した実績がある。したがって、「ぬ

くぬくハウス」で押し花教室を開催するに

あたり運営を依頼する。また、商店街付近

の生花店にも協力を依頼する。 

次に内容について説明する。押し花教室

では主に二つの企画を実施する。それは押

し花のしおり・はがき作り体験と押し花の

スマートフォンケース作り体験である。こ

れらの体験では参加者にしおり・はがき、

またはスマートフォンケースを渡し、それ

らに押し花を飾って自分だけの作品を作っ

てもらい、完成品は持ち帰ることができる。

実地する時間は、押し花のしおり・はがき

作り体験では材料が無くなり次第終了とす

る。これは、群馬県みどり市で開催された

「花と緑のぐんまづくり 2016 in みどり 

ふるさとキラキラフェスティバル」で実施

された押し花しおり教室の形式を参考にし

たものである。定員はそれぞれの体験で 15

人ずつ二回開催する。 

参加費は、押し花のしおり・はがき作り

体験は無料とし、押し花のスマートフォン

ケース作り体験では 3000 円を徴収する。こ

れはスマートフォンケースなどの材料費が

かかるためである。 

最後にこの押し花教室の実現可能性につ

いて説明する。押し花は未経験の参加者で

も作業が簡単なので容易にできる体験であ

る。さらに、「花と緑のぐんまづくり 2016 

in みどり ふるさとキラキラフェスティバ

ル」で既に押し花教室を開催した実績があ

るため、問題なく開催できることが期待さ

れる。このことから、押し花教室の開催に

よる一定の集客は見込まれる。 

 

（２）着付け教室 

着付け教室について説明する。 
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運営は沼田市内の呉服屋に依頼する。沼

田市内の呉服屋に依頼して浴衣の着付け教

室を行う。中でも、「京呉服みはし沼田店」

は既に「ワンコイン浴衣着方講座」を沼田

市内で行っており、実現性は高いと考えら

れる。この講座は、7 月 2 日（土）と 3 日

（日）の午後 2 時間行われ、参加費は一回

500 円に設定されていた。 

この事例を参考にし、ぬくぬくハウスで

は次のように行う。期間は、沼田まつりな

どが開催される時期に合わせて 7 月に開催

する。時間は、学生も参加できるように休

日の午後を予定している。参加費は「ワン

コイン浴衣着方講座」と同じ一回 500 円に

設定する。持ち物は、浴衣・タンクトップ

やキャミソール・スパッツ・補正用のタオ

ルとし、なるべく手軽に来てもらえるよう

にする。浴衣やその他付属品はその場での

貸し出しも行い、この教室に参加すればそ

れらを割引価格で買うことができるという

特典を付ける。定員は一回につき 5、6 人が

妥当だと考える。 

この着付け教室から得られる効果につい

て説明する。呉服屋のメリットは、お店で

行うより普段人が集まる場所でやるほうが

敷居は低く、人が集まりやすいということ

である。このイベントを通して新たな集客

につなげることも狙いである。一方、参加

者は、自分で浴衣を着られるようになるこ

とが最大のメリットである。さらに、着付

け教室を通して他の参加者との交流が深め

られるというメリットもある。 

 

（３）木工クラフト教室 

 木工クラフト教室について説明する。 

運営は商工会議所とともに、群馬県立利

根実業高校、沼田市内の木工製作所に依頼

する。 

内容については、主に、木材のオリジナ

ルキーホルダー作り、木材で作れる簡単な

実用品など（フォトフレーム、鉛筆立て等）

を作成する。参加費として 1000 円を徴収す

る。一方で、協力を得る代わりに実業高校

の生徒の作成した作品の展示や販売を行う。

実施時間は約 2～3 時間、定員は 5、6 人程

度と設定し、材料は地元木材企業の協力を

得て、高校生が製作の仕方を教えるという

流れである。また、高校生が授業のない土

日に開催する。 

ここで、利根実業高校について説明する。

以下の地図が示す場所に存在する。商店街

までのアクセスも良いため、移動もしやす

いだろう。 

 （利根実業高校ホームページより） 

 

教育目標として、「地域に根差した特色

のある専門高校の創造」を掲げている。ま

た、「『正しく、明るく、和やかに』の校

訓のもと、生徒と職員がともにステップア

ップ出来る、地域に根ざした特色ある実業

高校の創造を目指し、産業社会や地域社会

で意欲的に活動できる、誠実で思いやりの

ある人材を育成する」と高校のホームペー
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ジに記載されている。そのため、実際に、

地域住民との交流を目的とした活動を行っ

ている。2014 年 1 月 9 日には沼田市商工会

議所の地域貢献賞を受賞した。この賞は前

年一年間において印象的な企業活動や価値

ある活動、地域貢献活動などをした企業等

に贈られるもので、学校として受賞したの

は利根実業高校のみである。 

生徒は入学時に農業系、工業系に分けら

れ、二年次から学科、コースに分けられる。

今回の木工クラフト教室では、環境技術科、

機械システム科の生徒に協力を仰ぐ。彼ら

自身、地元商店街の活性化のための活動を

行っている。地元企業の宇敷木材工業(株)

から木材の提供を得て、木製イーゼルを製

作した。また、「夏休み利根実おもしろ体

験講座」と題して、地元の親子を対象に、

鉛筆立ての製作を行ったりしている。これ

らの実例から考えれば、「ぬくぬくハウス」

における木工クラフト教室への協力は期待

できる。 

 最後にこの教室による効果を説明する。

一つ目は、地元の高校生と地域住民との交

流が出来るようになること、二つ目が、「森

林文化都市」と宣言されている沼田市なら

ではの木材の魅力を発信出来ることである。 

 

（４）DIY 教室 

最後に DIY 教室について説明する。 

運営は商工会議所、有限会社鈴木製作所

に依頼する。 

鈴木製作所の主な業務内容は住宅建築、

建具製作、テーブル・家具製作そして小物

製作など多種多様にわたる。また、「技術

の集積を活かして、技術力の一層の強化に

努めるべく県内企業がそれぞれにおいて誇

りうる技術、これはといえる技術を開発し、

保有し、改善し続けること」という企業理

念を掲げている。したがって、鈴木製作所

にDIY教室実施に向けての協力を依頼する。

この企画は私たち黒田ゼミが沼田市の豊か

な木材を利用し、新たな魅力を発見・アピ

ールすることで沼田市商店街の空き店舗の

有効活用を目指すというテーマを実現する

ものである。 

対象は地域住民とする。DIY（Do It 

Yourself）は、休日の新たな趣味として取

り入れやすいのではないだろうか。 

一回の教室では各々の作業に集中しやす

く、また、分からなかった時にすぐに教え

てもらえるような環境にするため 3～5 人

程度の少人数制を提案する。参加費は 3000

～4000 円を徴収し、動きやすい恰好、手ぶ

らの状態で参加してもらう。必要な木材の

材料は鈴木製作所で用意してもらい、あら

かじめ初心者にも作業しやすいように最低

限の加工をお願いする。DIY をするにあた

って必要な工具は鈴木製作所、そして木工

クラフト教室でお世話になる群馬県立利根

実業高校に有志で貸出しを依頼する。 

まずは初心者向けにDIYの楽しさを感じ

てもらうため、簡単な椅子などを製作して

もらう。さらに、一日だけでは作れないよ

うな大掛かりな作業を伴う作品作りも上級

者向けに二日間を 1 セットにした教室も開

催しようと考えている。もちろん完成した

作品は持ち帰り可能である。運営を依頼し

た鈴木製作所には参加費の 15％を利益と

して還元し、「ぬくぬくハウス」には鈴木

製作所のパンフレットを配置する。  

最後にこの教室による効果を説明する。

DIY 教室ではその名の通り「Do It Yourself」 
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という自らの手で沼田の木材を利用するこ

とで地域住民の方に沼田の木材が豊富であ

るということを意識づけることが見込まれ

る。 

 

 

４．「もくもくラリー」 

 二つ目の政策提言である「もくもくラリ

ー」について説明する。これは、商店街で

行うスタンプラリーイベントと、沼田市と

新宿区が協力して行っている「新宿の森」

という植林活動を組み合わせて商店街の活

性化を図る企画である。 

 

４.１ 「新宿の森」活動 

ここで「新宿の森」について説明する。 

新宿区では、地球温暖化対策の一つとし

て、区外の森林を整備することで CO₂の吸

収を促進し、区内の CO₂排出量の一部と相

殺する自治体連携によるカーボン・オフセ

ットの取り組みを行っている。区外の自治

体とは、長野県伊那市、東京都あきる野市、

そして群馬県沼田市である。それらの自治

体と「地球環境の保全に関する協定」を結

び、それぞれの自治体に「新宿の森」を開

設し、植林や間伐などの森林整備を進めて

いる。新宿区は、2010 年 3 月 6 日に、沼田

市と協力して環境保全に取り組むため、「地

球環境保全協定」を結んだ。沼田市内の森

林は新宿区の水源でもある。その「地球環

境保全協定」に基づき、沼田市内のゴルフ

場跡地に「新宿の森・沼田」を開設し、約

12ha の土地で植林・下草刈りといった森林

の整備を行い、その一部は区民の方々がそ

れらの作業を体験して森を育てるとともに、

自然体験・環境学習の場としても活用して

いる。また、地域間交流として区の方々と

一緒に地元白沢地区の方も参加して植林・

下草刈りを行っている。そして作業後には、

交流 BBQ で交流を深めたり野菜の収穫体

験なども行ったりしている。 

 

４.２ 「もくもくラリー」の実施方法 

 では、「もくもくラリー」について説明

する。まずスタンプラリー企画の内容につ

いてである。 

この企画の目的は、スタンプラリーに参

加してもらうことで、地域住民の商店街の

利用を増やし、商店街の活性化を図ること

と、商店街の店舗・地域住民の方々に「新

宿の森」での活動に参加してもらい、「沼

田の木」ブランドの認知に繋げることであ

る。 

スタンプラリー企画の運営は、商工会議

所と商店街の店舗に依頼し、対象は地域住

民とする。 

開催期間は、「新宿の森」活動開催前の

約一ヶ月間とする。過去には 2012 年 5 月

26 日に植林活動が行われているので、例え

ば 5 月に開催の場合は、スタンプラリーの

期間を 4 月下旬からの一ヶ月間とする。 

開催にあたり、事前に商店街本町通りに

ある店舗の中から企画に参加してもらえる

店舗を募集する。参加店舗には、沼田市の

森林文化都市宣言に因んだキャラクターで

ある「ぬまたんち」の顔の柄とし、取手は

沼田産の木材で作ったスタンプを一つ（ぬ

っくん、まっくん、たっくんのいずれか）

と、スタンプ台を一つ設置する。参加者は、

開催期間中に対象店舗で 500 円以上の食事

や買い物をすると、一つの店舗につき一個

のスタンプを押してもらうことができる。
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そのスタンプを三個集めると近隣施設のク

ーポンをもらえ、九個集めると「新宿の森」

活動に安く参加できるクーポンをもらえる。

全て異なる店舗でスタンプを集めてキャラ

クターを揃えていただくこととする。スタ

ンプラリーの台紙は対象店舗に設置し、買

い物客が気軽に参加できるようにする。さ

らに、景品の受け取りは「ぬくぬくハウス」

で行い、スタンプラリーの参加者にも「ぬ

くぬくハウス」の存在を知ってもらえるよ

うにする。 

また、景品の受け取りの際、商店街をよ

り活性化するために、どのようなお店があ

れば商店街をより利用しようと思うか、な

どのアンケートに任意で答えてもらう。 

このようなスタンプラリーを実施するこ

とで、地域住民の方々も今まで知らなかっ

たお店や、普段は行かないようなお店に行

くようになり、店舗側は新たな顧客を獲得

することができ、商店街の活性化に繋がる。 

次に、「新宿の森」活動への参加につい

て詳しく説明する。 

この活動に参加する目的は、「沼田の木」

ブランドの認知度向上、活動を通じた県内

外の人との交流、商店街の活性化である。 

この企画は、「新宿の森」活動の主催者

である新宿区と沼田市を中心とし、そこに

商工会議所が加わって運営を行い、「新宿

の森」参加者の新宿区民と沼田市民、商店

街の店舗を対象とする。 

商店街の店舗は、「新宿の森」での活動

のために区民が沼田市を訪れた際、交流

BBQ の際などに地元の名産品や商店街の

グルメを参加者にふるまい、商店街の商品

を PR する。これによって商店街の利益に

繋がり、県外の人にも沼田市商店街の良さ

も知ってもらい、再び沼田市を訪れたいと

思ってもらうことを期待する。また、地域

住民の方々は、実際に新宿区の参加者とと

もに植林活動に参加し、交流を図ることで、

沼田市の森林の認知度を県内外で向上させ

ることができる。 

私たちは、「ぬくぬくハウス」と「もく

もくラリー」の二つの政策提言によって、

沼田の木材の認知度向上と商店街活性化を

目指した。 

「ぬくぬくハウス」は、空き店舗を活用

し、今までの商店街には少なかった地域の

憩いの場を提供している。コミュニティス

ペースでは、地域住民にとってリラックス

出来る空間を提供する。定期的に開催する

イベントでは地域住民と商店街との交流を

促し、イベント終了後も商店街を訪れるき

っかけになるだろう。さらに、ハウス内に

は沼田の木材を使った備品を置くことで、

沼田市の木材の認知度を向上させる。「ぬ

くぬくハウス」の名の通り「木のぬくもり」

と「人のぬくもり」を地域住民に感じても

らう。 

一方、「もくもくラリー」は、スタンプ

ラリーで地域住民への「新宿の森」の認知

度向上や地域住民による商店街での購買活

動の活性化が見込まれる 。さらに、「新宿

の森」への参加によって「沼田の木」ブラ

ンドの認知度向上や活動を通した地域内外

の人々との交流ができる。また、交流 BBQ

で地元商店街の商品を販売し PR すること

で、「新宿の森」参加者の新宿区民が再び

沼田市に訪れる契機になるだろう。子供か

らご年配の方まで幅広い年代の人々が商店

街を利用し、普段訪れないような人にとっ
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ては商店街を利用する良いきっかけになる

のではないだろうか。 

 

 

５．今後の課題 

提言の実現化に向けて、さらに検討を要

する今後の課題を挙げる。まず「ぬくぬく

ハウス」について三点述べる。一点目は採

算性である。空き店舗の所有者が、積極的

に店舗を提供するような綿密な条件設定が

必要である。二点目は管理体制である。「ぬ

くぬくハウス」内でのごみ問題や事故、ト

ラブル発生時の対応策などを考えなければ

ならない。三点目は広報活動である。「ぬ

くぬくハウス」を多くの人に利用してもら

うために市全体での広報活動を積極的に行

うことが重要である。沼田市民に対しては

市役所などの公共施設にチラシを置くこと

で、県外の人々に対しては Twitter や

Facebook などの SNS を用いて宣伝してい

くのが効果的ではないだろうか。 

これらの課題が解決して実現化が進んだ

後には、「ぬくぬくハウス」の開放日を週

二日から徐々に増やしていきたい。そして、

常に誰かと交流でき、安心できる場所とし

て地域に欠かせないスペースになることを

目標とする。 

次に「もくもくラリー」の課題について

二点説明する。一点目は、駐車場問題であ

る。自動車利用率の高い沼田市において、

商店街を実際に歩いて回ってもらうために

駐車場設備の拡充が求められる。二点目は、

「新宿の森」参加者が植林活動後に商店街

を訪れるような魅力づくりである。 

私たちの提案する「ぬくぬくハウス」・

「もくもくラリー」が今後の沼田市の地域

活性化に貢献できる政策となれば、幸いで

ある。  

 

 

６．おわりに  

今回のサマースクールでの調査や政策提

言を行うにあたり、多くの方々にお世話に

なった。沼田市市役所の職員の皆様、特に

農林課の農林振興係、観光交流課観光協会、

商工会議所、中の会商店街振興組合、鈴木

製作所の方々には私たちの調査活動におい

て多大なるご支援・ご協力を賜った。ご多

忙の中、私たちのために貴重なお時間を割

いていただき、質問にも丁寧に回答してい

ただいたことに心からの感謝を込めて、 厚

く御礼申し上げる。 
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115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ぬくぬくハウス チラシ② 黒田ゼミ作成） 
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序章 

 

1. はじめに 

堤ゼミでは、「地域における犯罪予防策と

再犯減少策の調査研究」をテーマに活動し

ている。例年サマースクールでは犯罪予防

策を考えるにあたり、訪問地域の事前調査

やヒアリング調査を踏まえて浮上してきた

問題について、状況的犯罪予防が必要なの

か、発達的犯罪予防が必要なのかを研究し、

各自治体にあった政策案を提言している。

また、地域の安全を自分たちの手で守るた

めにはどのような活動をするべきなのかを

模索しながら活動している。今回のサマー

スクールでは、沼田市の自殺問題について

着目し、その要因を解明し、予防策につい

て考えていく。事前調べの中で、沼田市の

自殺率の高さが他の群馬県の市町村と比較

する中で際立っていたことがこのテーマに

決めたきっかけである。 

人が自殺をしてしまうと、残された人も大

きな影響を受ける。また、道義的観点から

も命を見捨てることは許されないことであ

る。そのため人の自殺を防止することにつ

いて考えることは、「命を守る」ことにつ

ながり、また少なからず住民の心の健康向

上にむけても大きな意義があるものだと考

えた。また、自殺による損失は、経済面に

も大きな影響を及ぼすことが分かっている。

一般社団法人中央調査報（No.535）によ

ると、自殺による経済的な損失を算出した

とあった。金子能宏・社会保障応用文責研

究第一室長らの研究グループが実施した調

査では、中高圏の自殺が多いとを考慮して

計測を行った結果、実質 GDP の損失額の

累計を計算すると、2000 年には約 2 兆

4000 億円だったものが、2025 年には 37

兆 9300 億円にまで上るという。また、平

成 14 年の「自殺予防に向けての提言」と

いう自殺予防の基本的考えを示したとの提

言がある。これにより国だけでなく保健医

療福祉関係機関、教育機関、事業所、地方

公共団体が相互に連携を図りながら自殺予

防に向けた環境づくりをすることが必要と

されている。よって沼田市もさらに積極的

に自殺予防策に取り組む必要があると考え

た。 

そこで、自殺の裏側に隠れている沼田市の

問題を調査し、その根本的問題を解決でき

れば自殺は減るのではないかという仮説を

立て、実際に沼田市に住む人たちの声を聞

き、問題を発見し、沼田市にあった改善の

策を考えていく。 

・自殺の定義 

著名な自殺学者である Shneidmanは、

「人間が自ら引き起こした、そして自ら意

図して生命を終わらせる行為」

(Shneidman,1985)と提唱している。また、

自殺予防の要素として、自殺学を研究して

いる高橋祥友によると自殺予防には三段階

あるとしている。 

最初の段階はプリベンション

（prevention）、2つ目の段階はインター

ベンション(intervention)、そして最後の

段階はポストベンション(postvention)で

ある。プリベンションとは、現在直ちに危

険が迫っているわけではないが、その原因

を事前に取り除くことで自殺が起きること

を予防することである。自殺予防教育など
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がそれに含まれる。インターベンションと

は今まさに起こりつつある自殺の危険に介

入し、自殺を防ぐことである。ポストベン

ションとは不幸にして自殺が生じてしまっ

た場合に周囲の人に及ぼす心理的な影響を

可能な限り軽減させるためのケアのことで

ある。日本での自殺予防の実態はほとんど

が実際自殺の危険がある人に対して介入す

るインターベンション中心となっている。 

では、このように自殺を対策することで社

会にどのような利益をもたらすのかを述べ

ていく。 

今回、私たちの政策提言は、「実際自殺

の危険が生じる前に適切なケアを行い予防

する」という意味でプリベンションの観点

から考えたものである。 

 

本編は、第一章で、全国の自殺率平均との

比較を含めた沼田市の自殺データについて

の調査結果による自殺の現状分析について

述べ、第二章では私たちの考える沼田市の

自殺予防に対する政策提言、第三章では政

策提言の元となった理論やエビデンスを紹

介し、根拠付けを行っていく。 

第一章 自殺の現状分析 

2. 自殺の現状分析 

本章では、全国の自殺者データと沼田市の

自殺者データを比較しながら、何故自殺に

ついて着目したのか等について、現状分析

しながら私たちが考えた沼田市の問題点に

ついて述べる。 

❖ 現状 

● 全国 

日本の年間自殺者数は、1973（昭和 58）

年及び 1976（昭和 61）年には 2 万 5000

人を超えたことがあるものの、1998（平

成 10）年までは概ね 2 万 5000 人未満で

あった。しかし、1998 年（平成 10 年）

から 1999 年（平成 11 年）にかけて一挙

に 3 万人を超え、1 年間で 8400 人以上も

の自殺者が現れた。その後も 3 万人以上

に高止まりし続けていたが、2012（平成

24）年には 3 万人を下回り、その後現在

まで低下傾向にある。 

しかし、それでも日本の自殺者数は少ない

わけではなく、現在でも世界で上位 50 位

以内に入る自殺者数であり決して安心でき

るものではない。 

 

● 群馬県 

群馬県では、2003（平成 15）年には自殺

者数 562 人という歴代最悪の数値がでる

も、こちらも全国の自殺者数同様減少傾向

にあり、翌年 2014（平成 26年）には 396

人と一向に低下している。 

● 沼田市 

沼田市の自殺者も全国、群馬県の自殺デー

タ同様近年減少している。そのため、そこ

まで問題視する必要はないのではないかと

思われるかもしれないが、沼田市の人口総

数およそ 5 万人を考えるとこの数値は高

いものだと考えられる。また、群馬県内の

他市でも、県内で自殺者数が多い前橋市や
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高崎市と人口総数を比較すると沼田市は少

ないが、自殺者数が多いことも鑑みるとや

はり問題性が高いように思われる。それに

加え、自殺率に関しては、全国平均の自殺

データを沼田市の自殺データははるかに上

回っており、改善の必要性が大いにあると

考えた。 

 

 

（自殺率の比較図） 

（＊群馬県平成 27 年の自殺率はデータな

し） 

3. 自殺の主要因 

全国で自殺の動機は大きく分けて家庭問

題、経済・生活問題、勤務問題、健康問題、

学校問題、男女問題の 6 つに分けられる。

特に、問題となっているのは健康問題であ

る。これは男女共通で、特に、60 歳以上

の自殺企図者に多く見られる。次いで経

済・生活問題が自殺の動機として大きな割

合を占めている。20代から 50代も健康、

経済・生活、家庭問題が原因で自殺に至っ

てしまうケースが多い。 

全国の自殺者 25,533 人のうち、1 位が

健康問題の 12,920 人で全体の約 50%、経

済・生活問題は 4,144 人で約 17％、3 位

は家族問題 3,644人で 15％を占める。 

 

以下、それぞれの問題の主な要因につい

て述べる。 

健康問題とはうつ病、身体の病気、統合失

調症、その他精神疾患、身体障害の悩み、

アルコール依存症などである。特に、うつ

病による健康問題が理由で自殺する割合は

42.1％をも占める。 

家庭問題では、親子関係・夫婦関係・その

他家族関係の不和、家族の死亡、家族の将

来悲観、家族からのしつけや叱責、子育て

の悩み、被虐待、介護・看病疲れが主に挙

げられる。主に家族間の不和が一番多く約

47％を占める。 

経済・生活問題では、倒産、事業不振、失

業、就職失敗、生活苦、負債 (多重債務・

連帯保証債務)という事例が主に挙げられ

る。平成 26 年の警察庁の調査によると、

1 位は負債で約 33％、2 位が生活苦で約

26％を占める。文部科学省の調査結果に

よると、学校問題では、入試等進路に関す

る悩み、学業不振、友人関係などの問題が

挙げられる。これらの問題が、群馬県と沼

田市に関しても、該当し、特に健康問題を

原因とした自殺者数が圧倒的に多いとされ

ている。それに次いで、経済・生活問題、

家庭問題とあった。 
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4. 自殺者の年齢 

● 全国 

特に 40代～50代の男性の自殺率が高い。

次いで 60代～70代の自殺率が高くなって

いる。 

40 代～50 代の自殺理由として、主な原因

とされているのは、経済的な問題である。

先ほども述べたように、自殺は、女性より

も男性が圧倒的に多い。40 代～50 代は、

女性の１０倍以上の男性が、経済的な問題

や生活難で自殺をしてしまっている。独身

男性の悩みの大きな悩みの１つが経済的な

問題にあることも考えられる。 

また、男性、女性共に 20代～40代に関し

ては仕事関係の悩みでの自殺が、比較的多

いようだ。職場の人間関係がうまくいかな

かったりで、病んでしまったりふさぎ込ん

でしまうというのは、若い世代から出る悩

みの一つであり、そこから自殺につながっ

てしまうことも多いようだ。 

そして、19歳以下の未成年と 20代の自殺

の理由の大半は、やはり、学校問題となっ

ている。 

学校での人間関係や、いじめなどの問題を

ニュースでも度々見るように、学校問題は、

若い世代の大きな悩みの１つとなっている。

また、若い世代は、「リストカット」とい

った自傷行為も多く、日頃から、大人や周

りに理解してもらえないという気持ちなど

で死にたいと考えてしまう人も多いようだ。 

最後に、60 代～70 代になるとやはり健康

問題での自殺の割合が多くなる。 

病気が多くなり、身体の自由がきかなくな

ると、どうしてもそういった辛さから、自

殺に至ってしまうようだ。孤独で身寄りが

無い人も多いため、それが健康問題での自

殺を後押ししてしまっている原因となって

いると考えられる。 

 

（警察庁 平成 27年） 

● 群馬県 

自殺が特に多い世代は 60 代である。その

多くが健康問題であり、年々減少傾向にあ

るものの、自殺の主要な動機は依然として

健康問題が多い。10 代か 20 代、30 代～

50代においても 60代に次いで自殺率が高

く、こちらの原因としては先ほどの全国の

年齢別自殺者と似た結果となっている。 

(群馬県 自殺対策) 

 

● 沼田市 

では、沼田市はどうか。 

沼田市は、40 代以上の自殺が顕著である。

人口が群馬県内の他市に比べて少ないにも

かかわらず平成 24 年から 27 年かけて、

自殺率は群馬県 32 市町村中、上位 10 位

以内に属している。これの主な原因として

60 代以上は健康問題、30 代～50 代は経
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済・生活・職場問題、10 代～20 代は学校

問題についての悩みが多いことが分かって

いる。 

 

 

（沼田市 自殺要因） 

 

 

5. 沼田市の現状 

● ヒアリング 

今回のサマースクールでは、多くの機関の

方からお話を聞くことができた。その中で、

私たちが感じたことは、多機関での情報共

有があまりされていないことだ。初日に伺

った利根中央病院では、自殺について強く

問題視しており、原因として医師不足や病

棟不足により患者のケアをしっかり行いき

れないというお話を聞いた。市内の自殺者

の約一割しか把握できておらず、自殺企図

者と関わる機会が少ないともお話されてい

た。また、沼田市役所社会福祉課障害福祉

係の方や健康課、利根沼田健康福祉事務所

の方のお話によると、各機関で自殺予防の

架け橋としてゲートキーパーの育成を行っ

ているという。その他にも、マタニティケ

アや定期相談会の実施等を行っており、ま

た、これらの機関に関しては相談の中で緊

急性を感じた場合は病院へ紹介の手続きを

する等の多機関連携を行っていた。一方、

沼田市役所保護係、青年会議所等のお話を

聞く限り、多機関との連携どころか自殺が

多いという現状把握もあまりしていなかっ

たように感じられた。以上の事から、私た

ちは、「多機関連携による早期マネジメン

ト」を政策提言として掲げる。 

第二章 政策提言 

6. 政策提言 

● 多機関連携 

初めに、政策提言にある「多機関連携」に

ついて述べる。私たちの考えた多機関連携

は、例えば学校や市役所、病院、福祉事業

所等で各機関が得た情報の共有を実施する

ことだ。 

先程述べた自殺の原因としてあげた、健康、

経済・生活、職場、家庭問題は様々な場面、

場所で発生する。これらの問題の早期発見

として、多機関連携を掲げたい。 

● ケアマネジメント 

次に、ケアマネジメントについて述べる。

ここでいうケアマネジメントは、厚生労働

省の定義にある「利用者が地域社会による

見守りや支援を受け、地域の望ましい生活

をできなくする生活課題に対して、生活の

目標や課題解決に至る道筋と方向を明らか

にし、地域社会にある資源の活用・改善・

開発をすることで総合的、効率的に継続し

て利用者のニーズに基づく課題解決を図っ

ていくプロセスとそれを支えるシステムの

こと」を言う。 

この実践では、多機関、または地域住民が

自殺予防対策の担い手となることが目標と

なる。 

以上の政策提言の具体案として私たちは

“プロジェクト N”を提案する。“プロジェ
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クト N”とはプロジェクト沼田の略である。

このプロジェクトに期待することは、自殺

の危険因子早期発見と保護因子による早期

対策を目的としたケアマネジメントだ。で

は、実際どのような立案なのか説明してい

く。 

7. プロジェクト N 

● ゲートキーパー 

この政策のキーパーソンとなるのは、「ゲ

ートキーパー」だ。ゲートキーパーとは、

地域や職場で発せられる自殺のサインにい

ち早く気付き、初期介入等の適切な対処を

行い、専門機関へつなぐ役割を担う人、自

殺に関しての知識がある人のことを言う。

本プロジェクトでは、ゲートキーパーの活

動により各年代に合った対策を実施し、効

果を上げようとするものであり、自殺を未

然に防ぐには彼らの力が必要不可欠である。

先に述べたように沼田市ではゲートキーパ

ーも養成を実施している機関が多く、人員

の確保に関しては問題が無いように思われ

る。このことから、私たちは、ゲートキー

パーを通じた多機関連携による情報共有の

充実化を図ることで、自殺の危険因子早期

発見、ケアマネジメントの確立ができるの

ではないかと考えた。 

先ほども述べたように、近年の自殺要因と

してあげられるものは年代ごとに異なるた

め、それぞれに対して対応策が必要かと思

われる。 

例えば、健康問題が最も多いとされる 60

代以上においては、そのような悩みを専門

機関につなげるためのゲートキーパーが必

要となってくる。60 代以上の高齢者は、

体調不良でもなかなか病院に行くことがで

きない、行きたくてもどこに行けばいいの

かわからない、手段がない等の問題を抱え

ている。そのため、専門機関へ相談者をつ

なぐためのゲートキーパーを置くことで、

相談者にあった対応をとることができる。

生活習慣病の改善等病院に行くほどではな

い場合でも、保健福祉センターに移行する

等の対応をとることも可能だ。具体的な機

関として沼田市には 4 つの保健福祉セン

ターが存在する。「保健福祉センター」

「白沢保健福祉センター」「利根保健福祉

センター」「ふれあい福祉センター」であ

る。その他、精神病等により病院での診療

が必要だと考えられる場合は、専門的な処

置が受けられる病院を紹介する。また、沼

田市には病院・病棟が少ないため隣接する

地域の病院を紹介することも多いため、移

動手段が大変になることが予想される。そ

の移動手段については、ボランティアを募

る、もしくはバスや電車の本数を増やす、

または病院専用のバスを運行することも視

野に入れるべきである。 

30～50 代に多いとされる経済・生活問題

では、失業、負債、倒産、事業不振、就業

失敗などが挙げられる。これらの問題を発

見次第ゲートキーパーは適切な専門機関へ

の斡旋を行う。失業や就業失敗などの悩み

は「ハローワーク」、会社の負債や倒産な

どの企業にかかわる問題は「中小企業セン

ター」や「そのほかの法律事務所」「沼田

商工会議」などを利用する。また、個人の

多重債務などの借金問題は、「沼田市消費

者センター」や消費センターの窓口から

「法テラス」につなげることができる。他

にも、無料もしくは低価格で相談、解決に

協力してくれるボランティア弁護士を募る

ことで 30代～50代が多く抱える、心の問
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題は解消されるのではないだろうか。 

最後に 10代～20代の抱える悩みとして多

い学校問題についてだ。子供の悩みは、不

登校、友人関係、学業、進路、家庭問題な

どがある。これらを解消するためには、子

供たちの悩みを聞く場所を設けるべきだ。

そこで、ゲートキーパーに悩みを聞く係に

なってもらい、相談の内容を受けて、「家

庭児童相談室」や「適応指導教室『きず

な』」などの専門機関につなげるか否かの

判断、また家庭によっては家庭訪問を実施

する等の手段が取れる。 

 

以下、私たちが提案するゲートキーパーの

介入による政策案である。 

1 小・中・高生を対象としたプロジェク

ト 

現在、沼田市では、児童生徒に対して自殺

について発信する場がないように思われる。

ヒアリングの際、健康課の方が健康教室の

実施をしていると話していたが、教育機関

への訪問はないということだった。そこで、

早期自殺予防を目的とした心の健康キャン

ペーンを実施することを提案する。ここで

活躍が期待される機関連携は、『学校』

『障害福祉係』『健康課』によるものだ。

実施期間としては、夏休み・冬休み等の長

期休暇に入る前を予定している。というの

も、厚生労働省のデータによると、18 歳

未満の子供の自殺が多い時期として夏休み

明けであることが分かっているからだ。長

期休暇が楽しかった反面、それが終わりに

近づきまた学校が始まるというプレッシャ

ーや精神的ストレスがかかり、自殺に走っ

てしまう傾向があるように思う。 

このことから、心の健康キャンペーンの実

施期間は長期休暇の前後一週間を予定する。

その主な内容としては、全体集会で障害福

祉係や健康課の方に来ていただき、自殺予

防の声かけ、その他にも自殺についての映

画を上映する等、自殺予防について考える

機会を子供たちに持ってもらうことを目指

す。 

また、文部科学省が平成 23年から平成 25

年にかけて行った「児童生徒の自殺等に関

する実態調査」によると 18 歳未満の子供

に多く見られる自殺の要因はいじめ問題で

はなく、進路問題や不登校、家庭問題が大

きな要因であるという結果になった。 

世間では、子供が自殺すると、すぐにいじ

めが原因だと判断しているように思うが、

実際子供の自殺の多くはいじめによるもの

ではなく、個々人が抱える心の問題である

のではないだろうか。 

そのことを踏まえて、学年会後もしくは放

課後に、空き教室を利用して悩みを抱える

生徒を募り、“悩み相談会”を実施すること

を提案する。この相談会は、主に生徒が主

体となって行われるものだ。自殺の要因と

して多く見られた進路問題や家庭問題等の

悩みは、大人には分からない子供ならでは

の悩みであると考え、相談会では、学年関

係なく様々な年代と意見交換できる場を設

ける。相談ブースは悩みの内容ごとに分け 

て設け、ブースにはゲートキーパーを 1

人配置する。しかし、学校の悩み相談の場

であるならば、スクールカウンセラーで十

分ではないかという声もあると考えられる。

そのため、ここで両者の違いについて述べ

る。簡単にいうと、スクールカウンセラー

は悩んでいる生徒の心のケアをするのが仕

事であり、臨床心理の専門職だ。心理検査
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や心理療法を用いて心の問題を改善・解決

するよう働きかけ、個人に対する支援を中

心とすることにその特徴がある。 

 一方、ソーシャルワーカーであるゲート

キーパーは、悩んでいる生徒の福祉的環境

面を整えるサポートをするのが仕事である。

社会福祉の専門職であり、主に、子どもを

取り巻く環境である家庭や学校、地域社会

の改善に向けて調整・働きかけを行う。ス

クールカウンセラーよりもより社会的な動

きをとるのが特徴だ。 

 しかし、近年ではスクールカウンセラー

も、より心理的支援の効果を上げるために

は、子どもの置かれている環境への理解が

必要であるとのことから、教師と連携した

り家庭訪問したりして、面接室を出て働き

かけを行うこともある。そのほかにも、ス

クールソーシャルワーカーにより、その基

本的な職務として、ニーズを汲み取るため

にクライアントと面接をし、受容や傾聴と

いったカウンセラー的な面接技術を使うこ

ともある。 

 このように、スクールカウンセラーとゲ

ートキーパーの業務は、実践上明確に区別

をすることは難しい側面はあるが、それが

両者の特徴ともいえる。いずれにしても、

お互いの長所を生かしそれぞれの特性を尊

重しながら、スムースに連携できる体制を

整えることが両者にとって専門性を生かす

ことにつながるといえる。 

ゲートキーパーには、児童生徒が話し合っ

ている内容をまとめ、市役所につなぐ役割

を担ってもらい、どうしたらそういった悩

みが少なくなるかを検討してもらう。そし

て、学校で取り組める自殺予防や現代の子

供たちの抱える悩みの解決策を模索しても

らい、子供たちに必要とされる保護因子は

何かを知る手がかりになると考えられる。 

 

生徒－生徒－生徒 

 ｜      ｜ 

生徒     生徒 ⇦ゲートキーパー 

 ｜      ｜ 

生徒－生徒－生徒 

 

（心の相談室イメージ図） 

 

2 働く人を対象としたプロジェクト 

沼田市で自殺者数が多いとされる働き手で

ある 30 代から 50 代に対しての自殺予防

対策について説明する。私たちは、各職場

に、メンタルヘルスケアを目標とした心の

相談室を設置することを提案する。ここで

活躍が期待される機関連携は、『各職場』

『福祉事業所』『障害福祉係』によるもの

だ。内容としては、職場にゲートキーパー

を 1 名配属し、週 2 回程度心の相談室を

開室して悩み相談できる場を設けるという

ものだ。ゲートキーパーに相談員をやって

もらうことで、自殺の危険のある人を一早

く発見できる。また、先ほどと同様ゲート

キーパーには各機関への伝達係をしてもら

い、改善策の模索をしていく。このような

活動は、厚生労働省でも職場のメンタルヘ

ルスケアという名目で政策を掲げており、

群馬県でも自殺対策アトラクションプラン

が立てられている。しかし、私たちは沼田

市を訪問した際そのような政策を行ってい

るというお話は聞いていない。そのため今

回は、このような具体案を提案した。 

3 高齢者を対象としたプロジェクト 

最後に高齢者への自殺予防対策として、見
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守りの提供を掲げる。主な政策としては、

ゲートキーパーとボランティア団体に、

65 歳以上の一人世帯に定期的な家庭訪問

を実施してもらうことを提案する。この活

動で期待される機関連携は、『沼田市で活

動するボランティア団体』『障害福祉係』

『利根中央病院等の精神科のある病院』に

よるものだ。現在沼田市では、高齢者に対

するボランティアは行われていない。しか

し、群馬県内の前橋市では 5 つの高齢者

向けボランティア団体が存在し、訪問介護

や在宅訪問サービス等を実施している団体

もある。ここで私たちが掲げるのは、訪問

介護のように資格が必要なものではなく、

あくまでも見守りサービスの提供をすると

いうものだ。ヒアリングで、沼田市役所保

護係では高齢者世帯への不定期な家庭訪問

を実施しているという話を聞いたが、それ

だけでは把握できる家庭が少ないように思

う。沼田市は山間地帯であり、その中で生

活している高齢者の中には近隣住宅が離れ

ていて地域との交流がなく、孤独を抱えて

いる人も少なくない。そこで私たちは、市

役所の実施している活動をサポートする形

で、今よりも広範囲にわたる家庭訪問を実

施するためのボランティア団体を設立する

ことを提案する。これを実施することは、

高齢者の抱える問題にいち早く気づき、市

や病院に伝達することで自殺予防につなが

ると考えられる。 

8. 政策に期待されること 

以上の政策を実施することは、各年代のケ

ア、人々が抱える問題の緊急性を周囲の人

とのコミュニケーションの中で察知するこ

とができ、多機関との連携もより緻密なも

のになると思われる。自殺の実態が周知さ

れることで、市民が悩みをため込まないで

自ら周りとの関わりを持ち、コミュニティ

ーを作ることで更なる市民間の関係性の活

発化につながるのではないだろうか。 

また、これらの連携やコミュニティーが強

化されることで市民にやりがいのある生活

を持ってもらうことや労働の改善、経済活

動の改善が図れるのではないだろうか。精

神的に住みよい街になることで沼田市の活

気が少しずつ増していき、他の分野への波

及効果が望めると考える。私たちは、「市

の活性化の基礎は市民の精神的健康であ

る」と考えている。つまり前述した活動に

より市民の精神的健康を保護することは、

市の活性化になるアプローチとなるのだ。 

米国立労働安全衛生研究所(NIOSH)の健

康職場モデルでは、マネジメントの態様、

組織文化・風土、組織の価値観といった組

織特性が従業員の健康や満足感、組織の生

産性に影響を与えるというモデルを提唱し

た。つまり、他機関連携により、沼田市の

市民マネジメント、文化、風土、市の価値

観を改善していけば、市民の生産性や沼田

市での生活に対する満足感が好転する可能

性を期待できる。 

第三章 学術的エビデンス 

9. 理論のエビデンスと根拠 

今回、自殺予防策を考える中で、問題にな

ったのは自殺の危険因子と保護因子との関

係性だった。アメリカの疾病対策予防セン

ター（CDC）の研究では、自殺は個人や

家族、地域社会に永続的な悪影響をもたら

すものであり、深刻なものだが、予防可能

な公衆衛生上の問題である自殺は、予防を
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個人や家族、地域レベルから国レベルまで、

あらゆる社会レベルでの対策が行われる必

要がある。その原因は複雑だが、自殺予防

の目標は快明で視察の危険因子を減らし、

保護因子を増やすことである。その特徴と

して以下の事が挙げられる。 

 

＊自殺の危険因子と保護因子 

 

● 危険因子 

自殺の危険因子には、このようなものが挙

げられる。 

1．精神障害 

自殺者の大多数は死ぬ前にうつ病、統合失

調症、アルコール依存症、パーソナリティ

障害といった何らかの精神障害に悩まされ

ている。 

2．孤立、孤独感 

Ｅｉｓｅｎｂｅｒｇは自殺を、「孤独の

病」だと指摘している。未婚の人、離婚し

た人、配偶者と離別している人、近親者の

死亡を最近体験した人の自殺率は、結婚し

配偶者のいる人に比べ、約 3 倍の数値と

なっている。 

3．自殺の危険に対して治療など適切な対

処を受けられない環境 

自殺は衝動的に起こると考えられている傾

向にあるが、もともと自己の健康や安全を

守らない傾向にある。つまり近くに治療で

きる医療機関がない状況にあって治療が受

けられない、事故の体調が受けられない、

事故の体調に無関心で処置の緊急性が高く

ても何もしないということだ。この場合は

深刻な直接的な生命の危険があり、すみや

かに治療する必要がある。ＣＤＣの研究に

よると自殺者の 7 割は治療を受けていな

い。 

4．自殺企図者 

Ｒｅｓｎｉｋによると以前に自殺を図った

が、救命されたことのある人のおよそ 10

人に 1 人は同様の行為を繰り返して自殺

より死に至ることが知られている。（Ｒｅ

ｓｎｉｋ，1980） 

5．喪失体験 

（家庭、健康のそして、経済的損失など） 

 

6．衝動的、攻撃的などの未熟な生 

特にこのような生活である人は何等か問題

が起きた際に適切に対処ができないので、

自殺や犯罪など極端な行動にはなる。 

 

7．児童虐待 

Ｐｆｅｆｆｅｒによると幼児気に虐待を受

けたことがあると、自尊心が適切に発達し

ないので、抑うつかつ自己破壊的になりや

すく、自殺につながりやすいとされる。 

 

以上のような危険因子が代表的なものとし

てあげられるが、沼田市はこの中でも特に、

1，2，3 の問題についての解決が必要であ

ると考えられる。 

 

・保護因子 

保護因子は個人の自殺への考えや行動を和

らげる効果を持つ。保護因子については、

危険因子ほど解明されてはいない。しかし、

保護因子があればあるほど自殺が起きにく

いとされる。保護因子については以下のよ

うなものがある。 

①自殺や自殺の危険因子の情報伝達 

自殺や自殺の危険因子を伝達することは、

実際悩みを持つ人が他人に助けを求めるこ
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とへの抵抗感を軽減し、支援サービスに接

近しやすくなる。 

②病気や問題に対して適切な援助がされ、

医療的ケアが容易に受けられる環境づくり 

容易にケアを受けられることは問題を初期

段階から介入でき、自殺の危険が出るほど

までに問題が悪化することを防ぐ。 

③継続的な治療やケアが維持されているこ

と 

継続的な治療やケアが維持されていること

で問題の悪化を防ぎ、自殺に至らないよう

にする。 

④家族やコミュニティー 

家族やコミュニティーとの関係がしっかり

していると、何かあっても気軽に相談でき

適切な対処につなげられる。 

⑤物事を解決する手段が非暴力的である傾

向 

問題を解決する手段としての暴力を用いな

いため、自殺という自らを傷つけるという

行動もとらないとしている。 

以上のような保護因子の中で、沼田市が必

要とする改善策は①、②が該当する。 

 

このように、危険因子と保護因子の関係が

深いからこそ、自殺の予防策を模索するこ

とが可能になり、政策を見出すことができ

る。沼田市の自殺予防として掲げた”プロ

ジェクトＮ”に関して言えば、危険因子で

いうと 1、2、3 を改善するために保護因

子の中に①、②を政策に取り入れていこう

というものである。危険因子の発見は、そ

れへの早期介入が最も重要になる。沼田市

がこれを実践することは、自殺の減少、未

然予防につながる効果が大いにあると思わ

れる。 

第四章 まとめ 

10. おわりに 

 自殺については、日本だけでなく世界で

も例年問題に挙げられている。日本は世界

的に見ても自殺者が多く、主に健康問題を

苦に自殺企図に至っている人が多いことが

分かっており、厚生労働省や文部科学省な

ど多管轄で自殺対策についての政策が作ら

れている。しかし、その政策はあまりにも

大大的なもので、とても抽象的なものであ

る。実際これらが掲げる自殺対策推進体制

を実施している市町村は 78.8％であるに

も関わらず、具体的な対策を取っている地

域は非常に少ないように思われる。 

その背景として、各地域が自殺についての

深刻性を理解しきれていないことが考えら

れる。 

今回の提言の中で、多機関連携を強調した

理由はそこにある。情報共有することは、

「自分たちの地域で何が問題となっている

のか」「その問題が自機関に何をもたらす

のか」「地域活性化に必要なものは何か」

を地域全体で模索できると考える。今回の

提言が、沼田市の心の健康による地域活性

化の手段の 1 つとして手助けになれば幸

いである。 

 最後に、今回のサマースクールでは、自

分たちの力で訪問地の問題点や改善策を模

索する中で、新しい見解の構築ができる等

多くのことを学ばせていただいたと同時に、

事前調査の不十分性、学術的観点からの考

察不足といった課題が明確になった。今後

のゼミ活動並びに社会に進出する際に、こ

れらの改善に努めていく。当ゼミでは、先

にも述べたように犯罪予防策と再犯防止策
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を考える活動をしている。犯罪という大き

な枠組みをいかに詳細に検討し研究してい

くかがポイントになると考える。ここで学

ばせていただいたことを必ず自分たちの力

にし、社会貢献できるよう日々精進してい

きたい。 
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1. はじめに 

私たち工藤ゼミでは、中山間地域におけ

る地域資源の活用をテーマに活動を行って

いる。今夏にはイタリアでの研修を行い、私

たちはサマースクールで群馬県沼田市を訪

問する中で、沼田の観光についての政策提

言を行うことを決めた。 

テーマを「沼田市の観光需要の創出」に定

め、まずは観光業の現状についてのデータ

を収集した上で、SWOT 分析という手法を

用いて分析をおこなった。その中で沼田市

の観光上の弱みである観光消費額の低さと

冬季の観光客数の少なさに着目し、これに

機会を与えることで強みに変えることを目

指すための 2 つの政策を考えた。 

ブランド力の強化をねらった「地域ブラ

ンド 沼田 goods の開発」と、冬季の観光需

要の促進をねらった「老神温泉郷忘年・新年

花火大会の開催」を私たちは提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SWOT 調査による沼田市の現状分 

析 

2.1.SWOT調査とは 

私たちは、沼田市の現状を分析する上で、

SWOT 調査を行った。SWOT 調査とは、調

査 対 象 を 「 強 み (Strength) 」「 弱 み

(Weakness)」「機会(Opportunity)」「脅威

(Threat)」の 4 つの軸から評価する方法で

ある(大住、2005）。本調査は、主に企業の

経営戦略を立案する際に使用される分析方

法であるが、沼田市の現状を的確に分析し、

何を中心に位置づけ、推進させるかという

点を定めるにあたり有効であると考え、本

調査を用いることとした。 

評価基準は、沼田市が以前から持ってい

る内部要因とされる「強み」「弱み」の軸を、

分析を行なったうえで、それらが「機会」

「脅威」という外部要因に対してどれほど

の力を発揮できるかによって決めることが

できる。この外部要因は、「経済状況」「規制」

といったマクロ要因と「競合の有無」「顧客」

「ビジネスチャンス」といったミクロ要因

に分けて分析が行われる。簡潔に述べると、

自らコントロールできる要素を内部要因、

政治動向・規制・経済や景気・社会動向・技

術動向・業界環境の変化や顧客ニーズなど、

自らの努力で変えられないものが外部要因

である。 

今回、沼田市の現状分析において、内部要

因と外部要因とをそれぞれ軸として作成し

たものが、図表 1 である。また、①から④

はそれぞれ、①強みを生かして機会を勝ち

取る（S×O）、②強みを生かして脅威を機会

に変える（S×T）、③弱みを補強して機会を

つかむ（W×O）、④弱みから最悪のシナリ

オを避ける（W×T）となっている。次の段
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落より沼田市の S・W・O・T について個別

に検討していく。 

 

【図表 1】SWOT 表 

 機会(O) 脅威(T) 

強み(S) ① ② 

弱み(W) ③ ④ 

工藤ゼミ作成 

 

2.2.沼田市の強み（Strength） 

 はじめに、沼田市の強みについて説明す

る。沼田市は、全国 4 位と観光農業が盛ん

である。そのため、6 月から 11 月の沼田市

内は比較的賑わいがあると言える。さらに、

図表 2 から分かるように、玉原ラベンダー

パークや玉原スキー場、老神温泉、吹割の滝

など観光地も豊富にある。 

他にも、えだまメンチをはじめ、味噌饅頭

や団子汁などの食も豊かである。 

 また、沼田市は 2016 年 1 月 10 日から

同年 12 月 18 日までの期間で、第 55 作目

の NHK 大河ドラマとして放送された「真

田丸」の舞台であり、真田の町としての側

面も有している。この NHK 大河ドラマの

影響を受け、観光客数が増加した。特に、

平成 28 年に市内で開催された真田展は大

盛況であった(産経ニュース、NHKHP)。

具体的には、以下のような数値となってい

る。平成 28 年ゴールデンウィーク期間中

の入込客状況について、4 月 29 日（金）

～5 月 8 日（日）の 10 日間で、真田丸展

へ 9,652 人もの人が訪れた(群馬県 HP)。 

 最後に、首都圏の日帰り観光客に強いと

いう点も沼田市の強みの一つであると考え

られる。 

 

【図表 2】沼田市全体像 

 

(出典)沼田市観光協会 HPa 

 

2.3.沼田市の弱み（Weakness） 

 次に沼田市の弱みについて述べる。まず

は、先述の強みとは対照的に、12 月から 5

月は、観光農園で観光客を呼ぶことができ

ない点である。観光農園だけではなく、吹割

の滝も 12 月中旬から 3 月下旬にかけては

冬季閉鎖をしてしまう。そのため、12 月か

ら 3 月の 4 ヶ月間に来訪する方々はスキー

客中心である。 

 それにもかかわらず、図表 2 のように老

神温泉とスキー場が離れているため、お互

いに協力することで生まれる利点を活かし

きれていない。また、老神温泉単体では知名

度が低く、観光客を呼べないことも、弱みの

1 つである。 

 さらに、老神温泉とスキー場が離れてい

ることにも関連するが、市内における交通

アクセスが悪いという点もある。 

そして、観光都市に欠かせないものの中

にも、沼田市の弱みはある。それは、1 人当

たりの観光消費額が著しく少ないというこ

とだ。その額は、1 人当たり 1,546 円である

(群馬県統計情報提供システムより工藤ゼ

ミ算出)。 

これは、お土産で知名度の高いものが少
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ないことや、強みに入れた食材以外で、沼田

と言えば「これ」という食べ物が少ないとい

う様々な弱みが重なった結果でもある。 

以上のことから、沼田市の弱みをまとめ

ると、観光地やお土産等の知名度の低さや、

時期によって観光客数にばらつきがあるこ

とが挙げられる。 

 

2.4.沼田市の機会(Opportunity) 

 次に、沼田市の機会について説明してい

く。まず 1 つ目に、4 月から 11 月の間に、

数々のイベントがあることが挙げられる。

イベントの有無は、観光客が観光地を決め

る時に考慮する事の 1 つである。そのため、

これを機会の 1 つとした。実際に、8 月に

行われている沼田祭りでは、例年 20 万人以

上の観光客が訪れているとのデータもある

ことから、今現在で効果が出ているものも

ある(沼田市観光協会 HPb)。 

2 つ目に、今年の大河ドラマ「真田丸」の

放映が挙げられる。これは、今年の沼田市に

とって最もホットな話題であっただろう。

サマースクールでのヒアリング調査の際、

沼田市の職員の方が「従来は沼田市には知

名度がなかったため、観光客に対して沼田

市の基本情報を伝える所から情報発信をし

なくてはならなかったが、今年は、沼田＝真

田となったことで、観光客に対して観光素

材の情報提供のみで情報発信が可能になっ

た」とおっしゃっていたことがこのことを

よく表している。ただ、「真田丸」の放映に

関しては、2.5.で説明する沼田市の脅威と表

裏一体のものであるため、来年以降も機会

と言えるかどうかは注視すべきところであ

る。 

他にも政策提言で詳しく取り上げるため

詳しくは書かないが、老神温泉湯めぐり手

形、沼田城再建、真田丸検定、奥利根ゆけむ

り街道のアプリ、YORIP の活用などが挙げ

られる。 

 

2.5.沼田市の脅威(Threat) 

 次に、沼田市の脅威について説明してい

く。現在、沼田市の人が 1 番感じているこ

とであろうが、脅威は大河ドラマ「真田丸」

放映後に真田丸のおかげで来た観光客が激

減することである。これは、他の大河ドラマ

で舞台となった場所の放映前後の観光客数

のデータを見れば顕著である。大河ドラマ

を放映している年やその翌年は大河ドラマ

景気により観光客が訪れるが、そのあとそ

の増えた観光客数を維持できていないとこ

ろが多い。実際に 2004 年から 2011 年の大

河ドラマの舞台となった主な 9 都道府県を

調べてみると、大河ドラマ放映の翌年に観

光客数が増えたのは 4 か所であり、さらに、

その翌年まで観光客数が増えたのは 1 か所

のみしかない(とうほう地域総合研究所

HP)。 

 

2.6.工藤ゼミで注目した改善点 

 これまで個別に沼田市の強み、弱み、機

会、脅威を説明してきたが、それを SWOT

分析表にまとめると図表 3 のようになる。

その中で、工藤ゼミでは、弱みの部分に着目

した。そのため、私たちは沼田市の弱みを改

善できるような機会の提供に焦点を当てた

政策提言をする。それが、以降 3 で説明す

る「沼田 goods」による地域ブランド力向上

と、4 で説明する「老神温泉忘年新年花火大

会」を中心とした冬季の観光需要の促進で

ある。 
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【図表 3】沼田市の SWOT 分析表 

内

部

環

境 

強み(S) 

・6月～11月に観

光資源が集まっ

ていて、この時期

の観光客が多い 

・首都圏在住の

観光客が多い 

弱み(W) 

・1 人当たりの

観光消費額が低

い 

・12 月～3 月の

観光資源の力が

弱い 

外

部

環

境 

機会(O) 

・イベントや祭

りの開催 

・大河ドラマ「真

田丸」の放映 

脅威(T) 

・大河ドラマ「真

田丸」の放映が

終了する 

工藤ゼミ作成 

 

3. 地域ブランドによるブランド力

の向上 

3.1.「沼田 goods」のねらいと概略 

➀沼田市の観光消費額の低さ 

 現在沼田市が抱えている弱みのひとつに、

1 人当たりの観光消費額の低さが挙げられ

る。平成 26 年度の日帰り観光客の観光消費

額はたったの 1,546 円であった(群馬県統

計情報提供システムより工藤ゼミ算出)。

1,546 円という金額は、最悪 1 度の食事で

済んでしまうこともあるだろう。1 人当た

りの観光消費額が低い原因として、考えら

れるのは 2つある。1つ目は加工品も含め、

他の自治体に差をつけるような「これ」とい

う食製品が少ないこと。2 つ目は沼田市な

らではのお土産が少ないことだ。 

  

➁沼田 goods の開発 

そこで我々が考えたのは「沼田 goods」の

開発である。これには、お土産の幅を増加さ

せたり、多様な活用方法を見出したりする

なかで、沼田市の魅力度を上昇させるとと

もに、“沼田産”のブランディングを行い最

終的には観光消費額を少しでも増加させよ

うというねらいがある。沼田 goods の例を

図表 4 に少しだけ挙げる。 

 

【図表 4】沼田 goods の例 

果物 ジャム 

 ジュース 

 ゼリー 

 フルーツティー 

枝豆 えだまメンチ 

 えだまめソフトクリーム 

 えだまめカレー 

もち豚 とんかつバーガー 

米 真田せんべい      ※1 

 天狗せんべい      ※2 

その他 はちみつ 

 地酒 

 バウムクーヘン 

 真田兵糧丸 

 味噌まんじゅう 

工藤ゼミ作成 

※1 真田の赤揃えをイメージした、トマト

味。 

※2 弥勒寺の天狗をイメージした天狗の

イラストをプリントする。 

 

加えて、市内のレストランにおいて沼田

産の食材を中心に用いて作ったメニューを

追加し、それを市が審査し公認するという

システムを考えている。このシステムは、

EU の地理的表示のように市のお墨付きが

得られ、他との差別化が図れるだけではな

く、類似品や偽物がつくられることを防ぐ

ことができる。これらは食品の他にも、木工
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品(例:写真立て、食器、家具 etc.)や鋳造品、

組みひもなどの工芸品にも適用する。 

 

3.2.「沼田 goods」の可能性 

➀価値を高める 

 沼田 goods の価値を高めるために、私た

ちは体験型のワークショップの開催と公認

沼田 goods リストの作成を提案する。まず

ワークショップの手順としては、沼田産の

野菜や果物、またそれらの加工品(ジャムや

ジュースなど)や工芸品について、まず、売

り手側が買い手側に説明する際のマニュア

ルとなるレシピ集としてテキストを作成す

る。それをもとに料理家や職人に試作して

もらい、ワークショップを開催し、料理人や

職人から指導を受けながら制作する、とこ

のように考えている。ワークショップを開

催すれば、特にこれまではそのまま食べる

ことが多かった野菜や果物について様々な

食べ方を提供・提案できるのではないかと

思う。 

 次に、市公認沼田 goods リストの作成に

ついて説明していく。現在、えだまメンチに

注目してみると売っているお店によって微

妙に味や見た目が異なっている。私たちは

ここにヒントを得て、それを生かすために

図表 5 のように 1 品ごとにリストアップす

ることを提案する。 

 

【図表 5】市公認沼田 goods リストの例 

1 店 A  えだまメンチ 

2 農園 B もち豚 

3 店 C  とんかつバーガー 

4 農園 D もち豚 

5 店 E  えだまメンチ 

6 店 F  真田せんべい 

7 店 G  味噌まんじゅう 

8 店 H  天狗せんべい 

9 店 I  木製写真たて 

10 店 J  味噌まんじゅう 

11 店 K  えだまメンチ 

12 店 L  もち豚 

工藤ゼミ作成 

 

➁魅力を発信する 

 沼田 goods はいかに多くの人に認識して

もらえるかが大切になってくる。そこで、沼

田 goods が販売されているお店を案内する 

MAP やパンフレット、ポスター等を作成し、

人が目にする場所、例えば市内の駅やスー

パーやコンビニエンスストア、市役所の中

などに置く。また、私たちはこの中で特に駅

とコンビニに注目した。現状、沼田市の旅の

出発点のひとつでもある JR 沼田駅構内に

は、必要最小限のものを売るコンビニしか

ない。そこで駅構内に新たに沼田 goods シ

ョップを設けてはどうだろう。また同様に

市内のコンビニの一角にも「沼田 goods コ

ーナー」を置くのはどうだろう。誰もが気軽

に買えるという点ではコンビニを活用する

のが最適である。 

 さらに、沼田市のある群馬県は東京都心

の一等地、銀座にアンテナショップ「ぐんま

ちゃん家」を展開している。ここにも沼田

goods を置けば、時間的・距離的に沼田に行

くのが難しい人にも沼田の魅力を感じても

らえるし、それがきっかけで沼田に行きた

いと思う人が出てくることを期待する。 
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【図表 6】JR 沼田駅 

 
(出典)Wikipedia 

【図表 7】ぐんまちゃん家＠東京・銀座 

 
(出典)ぐんま総合情報センターHP 

【図表 8】ぐんまちゃん家周辺地図 

 

(出典)ぐんま総合情報センターHP 

【図表 9】沼田の木工品 

 
(出典)沼田市観光協会 HP 

【図表 10】えだまメンチ 

 

(出典)沼田市観光協会 HP 

 

【図表 11】味噌まんじゅう 

 

(出典)沼田市観光協会 HP 

 

【図表 12】沼田 goods 成功までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工藤ゼミ作成 

 

沼田 goods の開発 

↓ 

体験型ワークショップの開催 

ポスター・MAP・パンフレットでの

宣伝 

コンビニ・駅・各店舗 

ぐんまちゃん家での販売 

↓ 

沼田 goods の認知度アップ 

↓ 

沼田市の認知度アップ 

↓ 

観光消費額増加 
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４. 冬季の観光需要の促進 

4.1.沼田市の抱える弱みと「老神温泉忘年

新年花火大会」の概略 

SWOT調査の結果により明らかになった

沼田市の抱えるもう一つの観光上の大きな

弱みは冬の観光客の少なさと真田丸放送終

了後の客数の減少が見込まれることである。

これを解消するために私たちは冬季に沼田

を訪れるきっかけとなる新事業の策定を提

案したい。 

この中で核となる事業として私たちが提

言したいのは、「老神温泉郷忘年・新年花火

大会」である。老神温泉郷忘年・新年花火大

会は 12 月から 2 月にかけての毎週末に

20:00 から 20：30 に利根地区片品川上流で

行い、打上数は 1 回に 3,000 発程度を想定

している。花火師は市外に依頼するが、近隣

で夏季に行われている老神温泉納涼花火大

会に参加している花火師を中心に依頼する。 

 

4.2.「老神温泉忘年新年花火大会」を提案す

る理由 

 私たちが「老神温泉忘年新年花火大会」  

を提案する理由は 3 つある。 

① 冬の時期のイベントの少なさ 

1 つは冬の時期にイベントが少ないとい

うことだ。沼田市は図表 13 のように冬の時

期に極端に観光客数が落ち込む。これは冬

の時期に目玉となるイベントがないためだ。

もし、「老神温泉忘年新年花火大会」を実施

することができれば沼田市の冬のイベント

の目玉となるはずだ。そして目玉となるイ

ベントが 1 つできあがれば同時期に新たな

別のイベントを重ねることもできる。 

② 他地域での成功例 

次に成功事例があるということだ。岐阜

県に下呂市という有名な観光地がある。実

は沼田市と下呂市には共通点がいくつかあ

る。共に温泉地であるということ、共に山間

部であるということ、共に都心からのアク

セスが良くないということ。沼田市では冬

になると観光客数は落ち込む。しかし、下呂

市では冬の時期にも観光客を集客すること

に成功している。なぜ下呂市では冬にも観

光客を取り込むことができているのだろう

か。その理由が冬の花火大会の実施だ。 

下呂温泉は山間部にあり、寒さで冬の期

間は集客が鈍ってしまうという課題を常に

抱えていた。そこで下呂市では 2000 年から

毎年冬に「冬の下呂温泉 花火物語 花火

の歳時記」という花火大会を実施している。

12 月から 3 月までの約 4 か月間、毎週土曜

日に花火大会を行うというものだ。「冬の下

呂温泉 花火物語 花火の歳時記」では月

ごとにテーマが設けられている。例えば 1

月は「始まりの章」で、新春や成人式を祝う

花火を打ち上げる。2 月は「願いの章」で、

節分やバレンタイン、合格祈願の花火。この

ように月ごとにコンセプトを変えることに

よって、何度見ても楽しみを味わうことが

でき、リピーターを生み出している(地域ブ

ランド NEWS)。 

 

【図表 13】沼田市の月別観光客数 

 

(出典) 群馬県統計情報提供システム HP 

0

500,000

1,000,000

1月 3月 5月 7月 9月 11月

沼田市
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【図表 14】下呂温泉冬の花火大会チラシ 

 

(出典)下呂市公式観光サイト 

③ 実現性の高さ 

最後に実現性が高いということ。現在沼

田市では 8 月に「老神温泉納涼花火大会」

を実施している。伝統ある花火大会という

ことから、人々に愛されていることが分か

る。私たちが考えたのは、この夏に行われて

いる「老神温泉納涼花火大会」の形式を「老

神温泉忘年新年大会」に活かそうというも

のだ。「老神温泉納涼花火大会」には毎年約

8,500 人の観光客が訪れる(じゃらん 老神

温泉納涼花火大会)。冬の 1 月の観光客数が

平均 100,000 人の沼田市にとってこの数字

はとても大きいことが分かる。 

この「老神温泉忘年新年花火大会」の実現

性について、花火大会を実施するためには

考慮しなければいけない点がいくつかある。

1 つは、その土地で花火大会を実施できる

のかということ。この点については夏に「老

神温泉納涼花火大会」が実施できているた

め、老神温泉付近で花火大会を行うことは

可能ということが分かる。 

次に資金集めについて。花火大会を実施

するためには多額のお金が掛かる。そこで

私たちは有料シート、協賛そして提携とい

う方法で資金を集めようと考えている。有

料シートについて、これは一般的な花火大

会でも行われている資金回収の方法で、あ

らかじめ主催者側で花火が見えやすい位置

を確保し、有料で開放するというものだ。協

賛について、「老神温泉納涼花火大会」は行

政 が 主 体 と な っ て 運 営 し て い る

（YAHOO!JAPAN 特集 老神温泉納涼花

火大会）。「老神温泉忘年新年花火大会」で

は、主体は行政だが、企業や一般の方にも協

賛を募集し、運営していこうと考えている。

花火の値段は安いものであれば 1 発約

3,000 円から購入をすることができる（花火

ショードットコム）。1 口 50,000 円等の一

般の方にも購入しやすい値段設定をし、協

賛者には協賛者紹介の特典を付ける。この

特典には様々な使用用途がある。例えば企

業の宣伝はもちろん、友人へのお祝いサプ

ライズ、恋人への告白にも使用することが

できる。このような協賛制度で資金を集め

る。提携について、花火大会は夜に行うため

遠方から訪れる観光客は宿泊を希望するは

ずだ。 

沼田市には宿泊可能な施設が多く存在し、

床数は 2,944人である(沼田市HPより工藤

ゼミで計算)。現在の沼田市の 1 日当たりの

宿泊者数は 500 人のため、宿泊者数の増加

を図ることができる。また、老神温泉近辺の

温泉であれば宿から、そして入浴しながら

花火を見ることもできる。花火実施時間帯

に花火の見える宿、部屋、温泉にはチャージ

制を導入し、通常よりも高い値段設定を行

う。 

このような方法で宿側は利用者数、宿泊

者数の増加を図り、花火大会主催者側は宿

に提携料金をもらう。以上のことから私た

ちは「老神温泉忘年新年花火大会」は実現で
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きると考える。 

 

4.3.冬季のその他の観光促進策 

私たちは花火大会に付随して同時期に別

のイベント等を重ねることで一層の効果が

得られると考えた。気温の低い冬季の野外

の花火会場において特産品を用いたもち豚

の豚汁や十割そばを野外で提供するイベン

トの実施や、朝に地元農家を中心とした農

産物（かぶやかぼちゃ等）や加工品（フルー

ツジャム等）のマルシェを行うことで、沼田

産品を多くの来場者、温泉客に手に取って

もらえ、地域のプロモーションにつなげる

ことができる。また先述した沼田 goods と

連携させることによりブランドの知名度の

向上にもつながると考える。 

そして、より観光をしやすくするための

提言として交通面での改善を挙げる。現状

では市中心部から老神温泉までの公共交通

機関としてタクシーとバスが挙げられるが、

タクシーは 7000 円程度と高額であり、バス

は頻度が1時間に1本程度とかなり少ない。

マイクロバス等を借用して花火の期間に循

環バス等を設置すること、その他観光地も

結んで 1 日乗車券を販売することで交通の

便の改善と、これによる来場者の増加を図

りたい。 

 

5. まとめ 

 私たちはこれまで「地域ブランド 沼田

goods の開発」と「老神温泉郷忘年・新年花

火大会の開催」を提言してきたが、それによ

り図表 3 にあった沼田市の弱みを改善でき

ると考える。それを表したのが、図表 15 で

ある。 

 

【図表 15】政策提言後の SWOT 分析表 

内

部

環

境 

強み(S) 

・1 年中観光資源 

があり、月別観光

客数に波がない 

・首都圏在住の

観光客が多い 

・ブランド力向

上により、1 人当

たりの観光消費

額が高い 

弱み(W) 

 

外

部

環

境 

機会(O) 

・イベントや祭

りの開催 

・大河ドラマ「真

田丸」の放映 

脅威(T) 

・大河ドラマ「真

田丸」の放映が

終了する 

工藤ゼミ作成 

 

今年の工藤ゼミ生は、法学部、商学部、文

学部と様々な学部から構成されている。そ

のため、多様な視点から議論を尽くした結

果、このような政策提言が生まれた。今回の

執筆は共同作業で行っている。具体的には、

渡辺(4.2)、石川(3)、廣橋(2.1、2.2、2.3)、

松井(2.4、2.5、2.6、5)、青島(1、4.1、4.2)

が草稿を提出し、松井が最終稿を作成した。

最後になるが、今回の政策提言にあたり、協

力していただいた沼田市役所の方、全学連

携教育機構の方々、その他の関係者の皆様

に感謝を申し上げる。 
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シクラメンの街沼田 

～沼田の絆を紡ぐシクラメン～ 
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山本文貴 橘田彩 中村浩之 久保塚愛美  
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1．はじめに 

 沼田市は、群馬県の北部に位置し、人口は

約 5 万人で、山々に四方を囲まれた自然豊

かなまちである。市の西部を利根川が、市の

南端を片品川が流れ、日本一と評される大

規模な河岸段丘を形成している。2016 年現

在、人口は約 5 万人であるが、全国の例に

もれず人口減少・少子高齢化が進んでいる。

河岸段丘の下部を通る JR 上越線や国道 17

号線、それらとほぼ並行して丘の上を通る

関越自動車道が主要な交通網であり、日夜

多くの人々によって使用されている。 

沼田市には様々な観光資源や魅力が溢れ

ており、イベントも数多く開催されている。

4 月には沼田公園桜まつり・わらべフェス

タ・柳波まつり、8 月には沼田まつり、9 月

には沼田花火大会、10 月には沼田市産業展

示即売会（オータムフェスタ）、11 月には沼

田市ゑびす講・上州沼田真田まつりが開催

されている。特に、沼田まつりは、沼田市民

総参加の大祭で、毎年 20 万人以上の人出で

賑わっている。神社みこしや天狗みこし、子

供みこしなど、市民総出で盛り上げ、創り上

げる祭は迫力満点だ。さらに、2016 年に放

映された NHK 大河ドラマ「真田丸」のも

う１つの舞台として、沼田市は注目を集め

ている。2016 年から 2017 年にかけて開か

れた「上州沼田真田丸展」では、沼田が真田

家と深い関わりがあることを紹介している。

また、2016 年には、過去 5 年間行ってきた

「戦国ストリート in 沼田」を「上州沼田 真

田まつり」に改名し、さらなるイベントの活

性化を図っている。 

また、沼田市の有する観光資源として、老

神温泉が挙げられるだろう。老神温泉は、旅

館やホテルが建ち並ぶ山の温泉地で、神が

開いた伝説の温泉と言い伝えられている。

そこでは朝市が開かれており、地元の食材

や名産品が販売され、浴衣姿の宿泊客で賑

わう光景は、温泉街の風物詩でもある。ま

た、玉原高原では、季節に合ったイベントを

楽しむことができる。夏季はラベンダーパ

ーク、冬季はたんばらスキーパークとして、

来場者を迎える。 

さらに、高校生が立案した新名物「えだま

メンチ」や、恵まれた気候の下で栽培される

様々なフルーツを加工した「numa」ブラン

ドなど、食をテーマにした取り組みも数多

く行われている。 

このように沼田市は観光に注力している

にも関わらず、観光地として栄えていると

は言い難いのが現状だ。 

そこで本稿では、沼田市の観光事情を分

析したうえで、他にはない沼田市独自の地

域資源として、群馬県内生産量 1 位を誇る

シクラメンを選出し、それを活用したイベ

ントを行うことを提案する。シクラメンを

媒介として、イベントと既存資源とを繋ぎ、

さらに市民の絆を紡ぐことで、沼田市が観

光地としてグレードアップすることを目標

とする。 

 本稿の構成は、以下の通りである。第 2 章

では、沼田市の観光事情をあらゆる角度か

ら考察し、解決すべき問題を提起する。第 3

章では、新たな観光資源「シクラメン」を使

った具体的な政策を提言し、第 4 章では、

この政策によって得られる最終的な結果に

ついて言及していく。 

 

 

2．沼田市の観光における現状について 

2-1．沼田市の観光入込客数 
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 まず、沼田市の観光入込客数を群馬県上

位５市町村と比較する。トップは、前橋市の

6,682,000 人で、順に高崎市の 6,055,800 人、

渋川市の 4,766,500 人、みなかみ町の

4,235,200 人、桐生市の 4,154,700 人。（図

1 参照）これに対して沼田市は、3,243,000

人で、群馬県内で観光客数上位に食い込め

ずにいる状況である。沼田市単独で見ると、

前年比 111.8%で増加しているものの、トッ

プの前橋市の観光客数に、ほぼ倍の差がつ

けられている。 

 

（図 1）沼田市の観光入込客数～上位 5 市

町村との比較～（単位：人） 

 

（出典：群馬県観光局観光物産課「平成 27

年観光客・消費（推計）結果」より作成） 

 

 また、先ほど述べたように、沼田市には

様々な観光資源があり、季節によって楽し

めるものも変わってくる。そこで次に、沼田

市の月別観光入込客数の現状について分析

する。 

 

2-2．沼田市の月別観光入込客数の割合 

 最も割合の多い月は 8 月の約１９％で、

これはりんご狩りなどの果物狩りを目的と

したものと考えられる。一方、最も少ない月

は 2 月の約３%で、12 月〜3 月あたりの観

光客数の割合は、群馬県平均の割合と比較

しても大きく低迷している。（図 2 参照） 

 

（図 2）沼田市及び群馬県の月別観光入込

客数の割合（単位：％） 

                                 

（出典：群馬県観光局観光物産課「平成 27

年観光客・消費（推計）結果」より作成） 

 

これより、冬期の観光を促進することで、

沼田市の観光客数を底上げできる可能性が 

考えられる。 

 そこで、人々は冬に何を求めて旅行・観光

をするのか、一般的なニーズを見ていく。 

 

2-3．冬の旅行先での楽しみ 

一般的に、冬の旅行先での楽しみの順位

付けは、温泉、旬の食材を使った食事やお

酒、冬の景色、ウィンタースポーツ、イルミ

ネーションや夜景などが順に挙げられてい

る。（図 3 参照）その中で、沼田市に既存の

ものは、温泉とウィンタースポーツで、それ

ぞれ老神温泉とたんばらスキーパークであ

る。この 2 つの項目を比較してみると、圧

倒的に温泉の割合が大きいことがわかる。 

 

（図 3）冬の旅行先での楽しみ（単位：％） 
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（出典：JTB 旅のアンケート「冬に行きた

い旅先に関するアンケート」より作成） 

 

2-4．老神温泉への旅行客数 

そこで、沼田市の代表的な温泉地である

老神温泉を分析する。図 4 は、群馬県観光

局観光物産課の公表データより作成した、

平成 27 年度の老神温泉とその他群馬県の

代表的な温泉地の旅行客数を表す図である。

これによると、老神温泉の来場者数は、群馬

県で有名な温泉である草津温泉、水上温泉、

伊香保温泉、そして四万温泉より少ないこ

とが分かる。 

 

（図 4）老神温泉への旅行客数～周辺温泉

地との比較～（単位：人） 

 

（出典：群馬県観光局観光物産課「平成 27

年観光客・消費（推計）結果」より作成） 

 

しかし、この中で老神温泉と、比較的来場

者数が近い四万温泉の来場者数に占める温

泉施設の年間収容人数の割合（以下「収容稼

働率」とする）を各温泉協会の HP より求

めると、老神温泉が約 30％であるのに対し

て四万温泉は約 20％である。収容稼働率が

高ければ高いほど、温泉旅館の人気も高い

と考えられる。従って、来場者数だけでなく

収容稼働率も考慮に入れると、老神温泉は

他の温泉地との差別化を図り、付加価値の

高いサービスを提供することにより来場者

数を底上げすることは可能である。しかし

ながら、来場者数において老神温泉は草津

温泉や水上温泉より圧倒的に来場者数が少

ないこともまた事実であり、それら競合相

手の脅威に立ち向かうためには、他にはな

い温泉地にすること、即ち差別化が必要で

ある。 

 

2-5．差別化に必要なもの 

 そこで、群馬県への観光需要を分析する。

図 5 は、平成 21 年にリクルートライフスタ

イル社が実施したアンケート調査結果より

作成した、群馬県への旅行目的とその需要

量を示す図である。これによると、上位 5 位

は順に、「温泉」、「宿」、「地元のおいしい食

べ物」、「名所・旧跡」、「自然鑑賞」となって

いる。温泉、宿はそのまま老神温泉を指すた

め検討の余地はない。名所・旧跡については

沼田城址公園があるため、同様に解するこ

とができる。また、食に関して、温泉施設で

地元の料理や懐石料理を提供することは当

然であり、差別化という観点からすると不
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適切である。そこで私たちは、自然鑑賞に差

別化の可能性を見出した。 

 

（図 5）群馬県への旅行目的 

（単位：％） 

（出典：じゃらんリサーチセンター「じゃら

ん宿泊旅行調査 2015」より作成） 

 

 しかし、自然鑑賞といっても千差万別、よ

り具体化する必要がある。沼田市には玉原

ラベンダーパークや河岸段丘、雨乞山をは

じめとする山々など自然鑑賞の対象が多く、

市の魅力となっている。しかしながら、ラベ

ンダーパークや山々の紅葉を鑑賞するシー

ズンは夏や秋がメインであり、冬に鑑賞す

る自然、花はない。また、図 6、図 7 より、

温泉から得られる効用と花から得られる効

用には「癒し」という共通項が存在すること

がわかり、温泉と花の組み合わせにより相

乗効果が期待できる。 

以上より、老神温泉と他の温泉地との差

別化を図るためには、冬の花が適している

と考えられる。 

 

（図 6）温泉に求めるもの（単位：％） 

 

（出典：無料温泉情報誌名湯ゆこゆこアン

ケート結果より作成） 

 

（図 7）花から得られる効用（単位：％） 

 

（出典：みずほ情報総研「千葉大学環境健康

フィールド科学センター(自然セラピープ

ロジェクト)による「花きに対する正しい知

識の検証・普及事業」の調査結果について」

より作成） 

 

2-6．新しい観光資源の発見～シクラメン～ 

 私たちは、新しい観光資源として適して

いる冬の花は、潜在性・意外性という 2 つ
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の観点よりシクラメンであると考えた。シ

クラメンの潜在性とは、群馬県の中で沼田

市のシクラメン生産量が 1 位であるという

こと、さらに沼田市のシクラメン栽培者が

群馬県花品評会で多数の入賞実績を持つと

いうことである。また、季節別フラワーイベ

ント数で冬は他の季節よりも数が少なく

（図 8 参照）、首都圏におけるフラワーイベ

ントは 12 月には開催されていない。（図 9

参照）よって冬、とりわけ 12 月にフラワー

イベントすなわちシクラメンを活用した取

り組みを行なうことには意外性があるとい

える。 

 

（図 8）首都圏季節別フラワーイベント数

（単位：個） 

 

（出典：おでかけガイド「東京＆首都圏の

花の名所・見ごろガイド」より作成） 

（図 9）冬のフラワーイベント数（単位：月） 

（出典：おでかけガイド「東京＆首都圏の

花の名所・見ごろガイド」より作成） 

 

また、シクラメンは｢絆｣を花言葉に持つ

花である。シクラメンを活用した取り組み

を行うことは、それが象徴的に沼田市民の

絆を結ぶ架け橋として機能すると見込んで

いる。 

 以上より、沼田市における新しい観光資

源として、シクラメンが最適である。 

 

3．政策提言 

3-1．提言目的 

 ここで、私たちの提言の目的を整理する。 

私たちの提言の第一義的な目的は、シクラ

メンを媒介として既存資源を結び、観光地

としての沼田市そのものグレードアップさ

せることである。そして、その道程において

「シクラメンのまち沼田」ブランドの確立

が不可欠だと考える。そこで、本章では、ま

ずブランドの確立について詳述した後、沼

田市そのもののグレードアップについて述

べるものとする。 

3-2．シクラメンリレーイベント 

（1）イベント内容 

イベント開催日はクリスマス前の 12 月

中旬の土日 2 日間で、場所は沼田城址公園

の野球場で開催する。また、同期間中、老神

温泉と玉原スキーパークにおいてもシクラ

メンを使った催しをする。スキーパーク、城

址公園、老神温泉は国道 120 号線と関越自

動車道及び国道 263 号線で結ばれており、

シャトルバスを走らせることで各地をつな
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ぐ。したがって、イベント参加者はさながら

シクラメンをバトンとし、リレーをするよ

うに沼田市内を巡ることができる。このよ

うな期待を込めて、イベントの名称をシク

ラメンリレーイベントとする。 

次に、各地点でのイベントの内容を見て

いく。 

 

①沼田城址公園 

 本イベントの中心となる場所である。 

 シクラメンイベント独自のシンボルとし

て、シクラメンを用いたクリスマスツリー

と、その周囲にフラワーカーペットを作る

ことを提案する。（図 10 参照） 

 

（図 10）イベントのシンボル 

 

  

 クリスマスツリー部分のシクラメンは、

小学校教育にシクラメン栽培を導入し、そ

の過程で育てられたものを使用し、イベン

ト終了後に育てた子供たちの家庭に持ち帰

ってもらう。また、フラワーカーペット部分

は沼田市民にデザインを公募し、市民参加

型の企画であることを特徴とする。 

さらに、押し花アートコンテストやリー

ス作りなど、体験型イベントを開催する。押

し花アートコンテストでは、来場者に押し

花アートを体験してもらい、成果物をコン

テストに出展してもらう。コンテストの参

加賞としてシクラメンの種を、入賞者には

豪華プレゼントの贈呈を検討している。リ

ース作りは、ファミリー層に向けた体験型

のイベントで、出来上がったリースは持ち

帰り、自宅に飾ることができる。なお、両イ

ベントともに参加料は 500 円とする。また、

学生ボランティアを募集し、両イベントの

管理に当たらせる。 

また、イベント会場ではマルシェを開き、

シクラメンや沼田市の特産品の販売を行う。

このマルシェは、生産農家にアピールの場

を提供し、沼田の農産物に対する興味を引

き出すことも意図している。 

このように、本イベントは、行政の側から

一方的に開催するだけのイベントではなく、

一部を市民に企画・運営してもらうなど、市

民に密着したイベントである。 

 

②たんばらスキーパーク 

 昼はコース沿いにシクラメンを飾り、夜

間は「篝火滑走」を行うことで、シクラメン

と同時にたんばらスキーパークをも PR す

る。シクラメンの和名はカガリビバナであ

ることから、「昼のカガリビ、夜のカガリビ」

として観光客を賑わせる。篝火滑走とは、山

形県の蔵王スキー場の名物「松明滑走」をモ

チーフにしたイベントで、参加者はシクラ

メンの花弁を張り付けた松明を片手に、ス

キーパークのゲレンデを駆け抜ける。暗闇

に浮かび上がるカガリビは、多くの人の目

を惹きつけるだろう。 

③老神温泉 

 各温泉宿の露天風呂の景色にシクラメン

の花畑が広がるよう配置する。雪景色に広

がる赤、ピンク、紫のシクラメン達は、温泉
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の来場者に癒しを与えると同時に、幻想的

な世界へと誘うだろう。このような試みは

他のどこの温泉地でも行われていないため、

老神温泉の潜在性を引き出す差別化に資す

ることは想像に難くない。 

 

（2）イベントの後援・協賛 

 このような大規模なイベントを成功させ

ることは、行政のみの力では不可能である。

そこで、観光促進によって利益を受ける沼

田市観光協会、イベントによって来場者増

が見込める老神温泉旅館組合、たんばらス

キーパークに、資金援助をお願いしたいと

考えている。詳細は後に述べる。 

 

（3）実現可能性 

 続いて、イベントの実現可能性について

検討する。まず、シクラメンの需給関係につ

いて述べる。このイベントで使う鉢の数は

以下の通りである。まず、2015 年開催の横

浜フラワーカーペット(約 1000 ㎡)では約

47,500 鉢使用、2016 年開催の広島フラワ

ーフェスティバル「花の塔」で約 8,000 鉢

のシクラメンを使用した。これらを足し合

わせた数をシンボルに利用する。また、押し

花アート、リース作り、沼田マルシェで展示

販売する分を合計 5,000 鉢と見積もる。こ

こで、沼田市温泉協会加盟の温泉宿の露天

風呂数の合計は 24 個で、1 個に 1,000 鉢使

用すると仮定すると、合計数は 24,000 鉢と

なる。また、玉原スキーパークでは 2,000 鉢

使用すると仮定する。以上より、必要なシク

ラメン数は 86,500 鉢である。平成 18 年と

平成 27 年の作況調査より算出した沼田市

のシクラメン産出量は約 91,000 鉢であり、

沼田市のシクラメンだけでも供給量は賄え

るだろう。また、生産者についてみると、沼

田市を代表するシクラメン農家である林園

芸にヒアリングを行った結果、沼田市には

6 経営体が存在し、現在は 2 代目が生産管

理をしているため、マンパワーも十二分で

ある。 

続いて、各主体のコストベネフィットに

ついて述べる。 

(i)費用 

 イベントにかかる総費用は、計算結果に

より 42,000,000 円である。これは、必要鉢

数に卸売り価格を乗じて求めたシクラメン

の仕入れ費、群馬県の新聞を取っている世

帯数に新聞折り込み料金を乗じた広告費、

イベントスタッフの人件費、中型バス 5 台

を 1 日貸切る費用を合計して算出した。こ

れより、各種イベントの参加費、マルシェの

出展費用等の予想収益を引くと、実際にか

かる費用は 23,500,000 円である。また、前

節で述べた通り、観光協会、老神温泉、たん

ばらスキーパークに 1 割の費用負担をお願

いするため、市の負担金は 16,450,000 円、

その他の主体は各 7,050,000 円である。 

(ii)収益 

まず、このイベントの推定来場者数を求

める。群馬県の新聞をとっている全世帯に

広告を出し、内 1 割の家庭がイベントに訪

れると仮定し、その値から 12 月の観光客数

を引くと、推定新規来場者数は 70,000 人と

求められる。また、市民参画型のイベントで

あることから、沼田市の人口 50,000 人の内

20,000 人が訪れるとすると、推定新規来場

者数は 50,000 人と求められる。この数値と

北九州市で開催された全国餃子祭りを参考

としたところ、シクラメンイベントの推定

経済波及効果は 376,500,000 円という結果



154 

 

となった。これらの推計を基に、各主体の収

益を求める。 

(i)沼田市 

沼田市の収益とは即ち、イベントの税収

効果額である。まず、平成 25 年の非企業部

門の市町村民所得を求め、同年の市内総生

産との比を求める。イベントの波及効果が

全て沼田市で循環すると仮定すると、波及

効果額からその比を除することで、波及効

果分の市町村民所得が求まる。続いて、非企

業部門の市町村民所得を構成する雇用者報

酬と企業所得の割合を求める。その割合を

波及効果分の市町村民所得にあてはめ、波

及効果分の雇用者報酬、企業所得を求める。

それらに対応する市税（市民税、法人税）を

乗じると、税収効果額は 22,948,580 円とい

う結果が得られる。したがって、費用を収益

が上回っているため、イベントの開催は可

能であるといえる。また、2015 年度の横浜

アリーナ開催のイベントにおける横浜市の

税収は 1 日当たり 128,000,000 円となって

おり、横浜市と人口において 74 倍以上の差

があり街の規模で劣る沼田市役所にとって

シクラメンイベントは開催する意義のある

ものと思われる。 

(ii)老神温泉 

 イベント来場者のうち 1 割が老神温泉に

立ち寄るものとすると、新規来場者数は

7,000 人である。ここで、平成 26 年の日帰

り宿泊別の観光入込客数推計表より日帰り

客と宿泊客の比を求め、宿泊料を 9,000 円

入湯料を 700円とすると、収益は 6,659,600

円と求まる。費用を収益が上回るため、事業

を行うことは可能である。 

(iii)たんばらスキーパーク 

 老神温泉同様に考え、新規来場者数を

7,000 人とし、それに 1 日の大人料金を乗

じると、収益は 31,500,000 円と求まる。こ

ちらも開催可能である。 

(iv)沼田市観光協会 

 具体的な収益計算は不可能だが、その存

在意義を鑑みると、快く協力を受け入れて

くれるのではなかろうか。 

 

3-3．観光地としてグレードアップする沼田 

（1）持続的活動 

 シクラメンリレーイベントの開催期間は

2日間であるため、沼田のシクラメンを人々

の記憶に刻み込むことは難しい。そこで、ま

ずは市内の人々がシクラメンと恒常的に関

わる機会をつくり、ブランド確立の礎をつ

くる。 

①小学校教育へのシクラメン栽培の導入 

全国花育推進協議会のアンケート調査に

よると、花を育てることで、優しさ・思いや

りの心を養い、生命の尊さを学ぶことがで

きるという効果が見込まれる。このことは、

シクラメンの花が咲くまでの過程に多くの

人が携わり、かつ、そのシクラメンをイベン

トのクリスマスツリーに用いることで、住

民にイベントへの当事者意識が生まれるこ

とが期待される。また、未来の沼田市を支え

ていく主体となるのは子供であるため、小

さい時から沼田のシクラメンという意識を

子供たちに持たせることは、未来に投資を

することと同義だろう。 

さらに、先述した通りイベントで使用さ

れたシクラメンは各家庭に持ち帰ることが

できるため、家庭栽培を通じて幅広い世代

の住民がシクラメンに関わる機会ができる

だろう。 

②学生ボランティアの募集 
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シクラメンリレーイベントの一環として

開催される押し花アートコンテストでは学

生ボランティアを募集する。ボランティア

の内容は、コンテストの運営及び作品の展

示会の企画運営である。展示会は恒常的に

行われるため、住民や市外の人々が沼田の

シクラメンと触れ合う機会を提供できる。

また、学生を取り込むことは街としての一

体感を生み出す狙いだけでなく、学生が持

っている SNS 等を利用した影響力に期待

したためでもある。加えて、学生はボランテ

ィアに携わり、沼田市民や外部の人とコン

タクトを取ること、他者のために自ら進ん

で行動することで、彼ら自身にとって貴重

な経験になると思われる。 

 

（2）「シクラメンのまち沼田」ブランドの

確立へ 

 シクラメンリレーイベントの開催や持続

的活動を長期的なサイクルをもって続ける

ことで、「沼田のシクラメン」という意識が

市内、市外、県外へと波及し、やがて「シク

ラメンのまち沼田」が確立する。このこと

は、観光地としてのグレードアップに関し

て重要な意味をもつ。 

 

（3）絆をつなぐシクラメン 

シクラメンリレーイベント開催や、「シク

ラメンのまち沼田」の確立は、沼田市民の沼

田市への誇り、住民同士のコミュニケーシ

ョンの活性化、即ち、絆の醸成へとつなが

る。市民自らがイベントによってそのポテ

ンシャルを開放することによって街のブラ

ンド化に成功したという成功体験は、市民

の間に沼田市という故郷の更なる発展を願

う絆をつくり、沼田市に住んでいることそ

のものに誇りを持たせる。また、イベントを

成立させるためには市役所や住民、シクラ

メン農家との連携はもちろん、イベントの

開催で使用する沼田城址公園や老神温泉、

たんばらスキーパークといった各所の連携

が不可欠である。ブランドの確立によって

連携はより大きく、より深くなり、それまで

関わりの浅かった人々や組織が接し合うこ

とでコミュニケーションが生まれる。この

濃密なコミュニケーションは、住民のみな

らず、各事業者等も含めた沼田市全体に更

なる絆を生み、沼田市という街の雰囲気を

変え、その雰囲気が観光地としての沼田市

そのもののグレードアップを導くのである。 

 

４．その後の展望 

最後に、沼田市がグレードアップした後

の展望について述べる。第一に、シクラメン

リレーイベントの規模が拡大し、冬季観光

客数は底上げされる。この点に関し、立地と

いう側面から、沼田市は観光客数が他のま

ちの場合よりも劇的に変化する可能性を秘

めていると考えられる。冒頭で述べた通り、

沼田市の周りには多くの観光客を呼び込む

ことに成功している有名な温泉地がある。

このことは、沼田市は元々通過点としては

利用されていたが、人々は沼田市という場

所に気づいていなかっただけだと考えられ

る。したがって、人々が沼田市の魅力に気づ

くことによって、既存の人の流れを活用し

た大幅な観光客の増加が見込まれるのであ

る。   

また、シクラメンによって結ばれた沼田

市の絆や誇りは、それだけで無形の財産と

して人々の目に留まり、U ターンや I ター

ンなど、沼田市への移住を促進する効果も
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期待できる。彼らを沼田市の働き手として

受け入れることは、客観的な視点を持って

沼田市をより良くする改善策を提示し、新

たな問題点を発見することにつながる。さ

らに、都心で過ごした人は、移り変わりの

激しい場所で生活を送っていたため、時代

の流れにも敏感になり、沼田市で働く際

に、迅速に人々のニーズに合った商品やサ

ービスを提供することができると考えられ

る。 

したがって、沼田市内の人々の協力によ

って、沼田市の資源の活用方法を工夫し、常

に変化のある沼田市ということをテーマに

観光客の継続的な確保に努め、観光客の増

加、定住人口の増加、雇用の増加を通じて、

柔軟な発想を基に地域経済を刺激していく

ことで、終わりのない地域活性化として沼

田市の更なる発展が見込まれる。 

 

5．総括 

私達は、沼田市の観光入込客数が少なく、

かつ、年間を通して冬季観光入込客数が少

ないことを沼田市の課題であると位置づけ

た。本稿では、他に類のない沼田市の地域資

源としてシクラメンに対象を絞り、その活

用方法としてシクラメンリレーイベントの

開催を提案してきた。シクラメンは、沼田市

の主要観光地であるたんばらスキーパーク

と老神温泉、そして私たちの提案するイベ

ントの 3 地点を結ぶバトンになってくれる

のである。今まで交わることのなかった 3

点が「シクラメン」という要素によって繋が

ることで、様々な需要を取り込むことがで

き、観光客の獲得にも結びつくものと考え

られる。また、持続的活動として、幅広い世

代の市民が恒常的にシクラメンに触れあう

ことのできる機会の提供についても提案し

た。沼田市の既存資源である主要観光地を

結び、さらに市民の絆を紡ぐ媒介としての

シクラメンは「絆」という花言葉を持ってお

り、これからの沼田市の象徴として最も適

しているといえよう。 

このようなシクラメンに関する活動を通

して、沼田市のシクラメンの認知度を向上

させ、「シクラメンのまち沼田」というブラ

ンドを確立させることが私たちの当面の目

標であるが、本来の目標は、シクラメンリレ

ーイベントに連動して、沼田市そのものが

観光地としてグレードアップしていくこと

である。 

観光庁によると、観光地域のブランド確

立のためには、認知・提供・共有・相互作用・

持続という 5 要素が必要であるという。私

たちはこれらのうち認知の要素が重要であ

ると考えた。ここにいう認知とは、地域が自

然・歴史・文化等に根ざした独自の価値を有

しており、当該価値が認知されているとい

うことである。沼田市のシクラメンを広く

認知してもらうための方法を考えた結果、

イベント開催と市民参加という 2 点に至っ

たのである。 

シクラメンを観光資源として活用したま

ちおこしは、他自治体では行われていない

ことに加え、冬季のフラワーイベント数が

少ないことからも、意外性があり市内外の

人びとに興味を抱いてもらうことができる

だろう。さらに、シャトルバスで新しい観光

資源と既存資源を結ぶというリレーイベン

ト形式を採用しているため、観光客には自

ずと沼田市全体へと視野を広げてもらうこ

とが可能である。 

市外からの観光客はもちろんであるが、



157 

 

まずはその地に住む沼田市民の方々に特産

品シクラメンを知り、身近なものに感じて

いただきたいと思っている。そして、その魅

力を市民の方々から市外の観光客に伝える

ことができたら、そこに新しい「絆」が生ま

れ、観光客の増加へと繋がるだろう。沼田市

で紡がれた多くの「絆」は、沼田市にとって

かけがえのない財産となり、沼田市そのも

のをグレードアップさせる一番の立役者と

なるのではないだろうか。 

 

6．おわりに 

 新しい観光資源であるシクラメンと既存

資源の双方を活用したリレーイベント等を

通して、「絆」を紡ぎ、「シクラメンのまち沼

田」というブランドを築いて沼田市のグレ

ードアップを図るという私達の構想が、沼

田市の地域活性化に貢献できれば幸いであ

る。 

 最後になるが、本稿を作成するにあたり、

沼田市役所職員の方々をはじめとして、ご

協力をいただいた多くの沼田市の方々に対

して感謝の意を表し、本報告書を締めくく

りたいと思う。 

 ヒアリング調査において貴重なお時間を

割いてくださった沼田市役所職員の皆様、

沼田市民の皆様、この度はありがとうござ

いました。皆様からお聞きした情報は、当ゼ

ミの中間報告会・期末報告会でのプレゼン

テーションや本報告書作成に活かさせてい

ただきました。この場をお借りして、もう一

度お礼を述べさせていただきます。大変あ

りがとうございました。 
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沼田市の地場産業における 

「新しい顧客の創造」 
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はじめに 

 私たち山﨑ゼミは、4 月からの授業で『地

域創生のデザイン』（中央経済社、山﨑朗編

著）を教科書に、多様な地域戦略への理解を

深めてきた。 

また、サマースクールの舞台となる群馬

県沼田市や周辺地域の産業構造・交通・地

理・人口等のデータを調査した。調査のなか

で注目したのは、群馬県をはじめとする北

関東の日本酒メーカーが近年海外に輸出を

行っており、アジアや欧米に新しい顧客層

を生み出していることであった。 

沼田市に隣接する群馬県川場村の永井酒

造株式会社(以下｢永井酒造｣)も、輸出に力を

入れている酒蔵の一つである。様々な料理

に合う日本酒の醸造と販売に力を入れ、海

外市場の開拓にチャレンジし注目を集めた。

永井酒造の「水芭蕉」は、多様な種類のある

ワインに対抗するため、スパークリング・熟

成酒・デザート酒などシリーズ化された日

本酒である。パリの三ツ星レストランでの

採用が決まったことで、日本国内での知名

度も上昇した。  

 沼田市は、利根沼田地域の商業やサービ

スについての中核都市としての役割が強い。

しかし、利根沼田地域の人口減少が進むな

か、地域内の顧客層のみを対象とする事業

には限界がある。そのため私たちは、日本酒

をはじめとした沼田市の伝統的な地場産業

を活用して、域外に顧客を生み出す政策を

立案することとした。 

 調査を進めるにあたって、本稿では日本

酒企業を例にとった。食に関わる地場産業

の振興は、原料の酒米などの生産量増加に

つながり、より広範囲の波及効果が見込め

ると考えたからである。サマースクールで

は、地場産業振興に向けた行政の取り組み

や課題を把握するため、沼田市役所・沼田市

の酒蔵･株式会社永井本家(以下｢永井本家｣)

にて調査した。また、永井酒造のように域

外・海外進出する企業に対する政策を伺う

ため、川場村役場を訪問した。 

 以下に、サマースクールを経て学んだこ

とを報告する。 

 

サマースクールでのヒアリング調査  

 サマースクールでは、沼田市役所、永井本

家、そして、隣村の川場村町役場を訪れ、ヒ

アリング調査を実施した。私たちのゼミで

は、「沼田市の地場産業における『新しい顧

客の創造』」をテーマに、ふるさと納税での

地域活性化を考えた。この考えに基づき、各

ヒアリング先では、主に地域の産業やふる

さと納税についてお聞きした。また、ふるさ

と納税で人気のある返礼品であり、沼田市

の特産品である日本酒について調査を進め、

今後のふるさと納税の返礼品や使い道につ

いて検討した。  

  

① 沼田市役所  

サマースクール 1 日目は、沼田市役所の

農林課、産業振興課、企画課にお話を伺っ

た。 

農林課では、沼田市の山林や農産業につ

いてお話を伺った。沼田市の山林は、市全体

の面積の約 8 割を占めており、東京をはじ

めとする首都圏の水源の役割を果たす利根

川の源流となっていることを知った。また、

沼田市の返礼品として扱っている「奥利根

もち豚」についてもお聞きしたが、沼田市内

での奥利根もち豚の生産に携わる方が 4 名

しか存在しておらず、返礼品の需要に追い
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ついていないという問題点も明らかになっ

た。 

企画課では、管轄しているふるさと納税

についてお聞きした。担当者の方の個人的

な見解ではあるが、「ふるさと納税の仕組み

は本来の趣旨と違うのではないか」という

批判的な意見をいただいた。確かに、ふるさ

と納税は、都市に出られた方が地元に寄付

するのが本来の趣旨であって、自分の出身

地ではない自治体への寄付を「ふるさと」納

税と呼ぶのは、適切ではないかもしれない。 

しかし私たちは普段暮らすうえで、出自

と関わりの薄い地域の農産物や製品も、当

たり前に利用している。「自らの日々の生活

を間接的に支えている」自治体に興味・関心

を抱き、時には「第 2・第 3 のふるさと」の

ように思って寄付をするとなれば、「ふるさ

と」納税の理念や趣旨から大きく逸脱する

ことはないだろう。そして、ふるさと納税

は、地方自治体の財政を潤すだけでなく、地

域の産業活性化にもつながるという利点も

ある。私たちは、こういったメリットを明確

にし、市役所の職員の方々にふるさと納税

の可能性について理解してもらえるよう、

詳しく説明する方針をとった。また、平成

27 年の 10 月から返礼品を増やすという返

答もいただいたので、今後の沼田市のふる

さと納税が充実したものになるよう期待し

たい。 

産業振興課では、観光業や地場産業活性

化についてお聞きした。ヒアリングした時

点では、残念ながら今後の観光については

具体的な計画はなく、良い返事をいただく

ことができなかった。NHK 大河ドラマの

「真田丸」で沼田市の知名度が上がった今、

沼田市の魅力をアピールするためにも、観

光業に力を入れることは必要なのではない

か。また地場産業活性化のための試みとし

ては、中堅・中小企業等の海外展開に取り組

む日本貿易機構（JETRO）との提携が決ま

っている。しかし群馬県内には JETRO の

国内事務所がいまだ存在せず、誘致段階の

ようである。このままでは、沼田市の特産品

を本格的に海外輸出できるまで、まだ時間

がかかりそうである。行政が率先して企業

の海外進出を支援する取り組みが必要だと

感じた。  

② 川場村役場および川場田園プラザ 

2 日目は沼田市役所から足を延ばし、隣

村の川場村町役場でヒアリング調査を行っ

た。また、川場村では「関東好きな道の駅」

5 年連続 1 位を取得し、注目を集めている

川場田園プラザを視察した。川場村に注目

したきっかけは、日本酒のブランド化に成

功し、海外進出した永井酒造の所在地であ

ったことにある。川場村について調査を進

めていくと、人口 3,687 人(2015 年)の小さ

な自治体であるにも関わらず、東京都世田

谷区と自然エネルギー活用で連携しており、

私たちの政策提言や今後の研究に、川場村

の独自性のある政策は参考になると考えた。 

川場村町役場では、むらづくり振興課企

画観光係の方にお話を伺った。川場村は、平

成 16 年から景観法を定めるなど、10 年ほ

ど前から街並み整備に力を入れていること

をお聞きした。 

また、役場周辺の施設を視察した際には、

ATM や図書館が街並みに合うよう外観が

工夫されていた。景観の整備は、観光客の誘

致だけでなく、住民にとっても住みよい街

になるため、メリットが大きい。城下町とし

ての歴史がある沼田市でも、この政策は活
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用できる政策だと感じた。その他に、「雪ほ

たか」という米のブランド化や、木質バイオ

マス発電の熱をハウス栽培に利用する取り

組みなど、川場村は、他の自治体に先駆けて

新しい事業を実施していた。 

川場田園プラザには、特産品を扱うレス

トランからビール工房、ブルーベリー公園

など、充実した施設が並んでいた。ファーマ

ーズマーケットでは、川場村で作られた農

産物や特産品が手ごろな価格で購入できた。

川場田園プラザを訪れれば、川場村を十分

に堪能できると感じた。川場田園プラザは、

約 5ha と広く、緑も多く、建物も木造建築

で、道の駅というよりは、公園のような居心

地の良い場所であった。道の駅は、その地域

の魅力を発信する重要な施設であり、観光

業の発展に大いに役立つ。川場田園プラザ

では新しい道の駅の可能性を垣間見ること

ができた。 

③ 永井本家 

最後に、沼田市内の酒造メーカーである

株式会社永井本家でお話を伺った。販売し

ているお酒の中には、地元で採れたブルー

ベリーを使った果実酒などがあり、地域の

特産品を活かしたお酒を製造していた。梅

酒は、沼田市内の梅を使用しており、普通の

梅酒より甘さが控えめでこだわっていると

のことだった。こうした差別化された商品

は、沼田市のふるさと納税の返礼品として、

注目を集めるのではないだろうか。また、

「新しい顧客の創造」の案の一つとして、海

外進出についてお尋ねした。今のところ海

外進出の予定はないそうだが、今後海外進

出を進め、新しい顧客の創造に成功するこ

とを期待したい。 

  

以上、3 つのヒアリング先から有益な情

報を入手できた。沼田市には大規模な産業

が少なく、それぞれの返礼品を数多く準備

することはできないという問題点があると

わかった。そこで私たちは、返礼品の種類を

多くすることや、特産品のブランド化を図

り、商品の魅力を上げるなど、対策案を検討

した。また、ふるさと納税の魅力の 1 つで

ある、納税者が選べる使い道においても、沼

田市独自の寄付をしたいと思わせる使い道

を提案することにした。  

  

沼田市への政策提言 

上述の通り、私たちはサマースクールま

での事前調査や実際のフィールドワークを

通して「沼田市の地場産業における『新しい

顧客の創造』」をテーマにふるさと納税で地

域を活性化する政策提言を考えた。まず、日

本全体で進んでいる少子高齢化の現状を踏

まえて、「地域の顧客向け」をより広く全国

規模での「新しい顧客の創造」にシフトする

必要性を考え、その手段の一つとして今回

はふるさと納税を活用することにした。 

ふるさと納税は、住民税（一部所得税）を

活用した都道府県、市区町村への寄付であ

る。ふるさと納税制度導入以前は、自治体に

寄付をした場合には、確定申告を行うこと

でその寄付の一部が所得税及び住民税から

控除されていた。ふるさと納税では自己負

担の 2,000 円を除いた全額が控除の対象と

なる。 

地方自治体への 2016 年度の寄付額は、前

年度の 1.6 倍の 2,600 億円程度に増加する

見通しになっており、近年注目の制度であ

る。 

ふるさと納税制度のメリットとしては、
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①税収不足を補う 

②情報発信力を高める 

③納税者が税金の使い道を選択できる 

④地域経済の発展 

などがあげられる。沼田市のふるさと納税

は、約 1,700 万円(2015 年度)であり、人口

や耕地面積が類似している佐賀県武雄市の

約 2 億 1,000 万円と比べてもさらなる増収

の潜在性を秘めていると考える。 

そのための方法として、 

①返礼品選択のバリエーションを増やす

②商品の魅力を上げる 

③貢献したくなる使い道  

を提案していく。 

① 沼田市の返礼品数は現在(2016 年 11

月)37 種類である。下記のグラフ『各自治体

の平均返礼品数と寄付額』（「ふるさとチョ

イス」より）によると、返礼品数の多い自治

体は寄付額が多い傾向がある。沼田市には

レジャー施設が多く温泉宿泊券やスキーリ

フト券の充実などにより、資本投資を全く

せずにノーリスクで早急な返礼品のバリエ

ーションの増加させることは可能である。 

② 商品の魅力を上げるため私たちが提案

するのは、ブランド商品の活用と増加であ

る。既存の沼田ブランド品をふるさと納税

で全国に広告宣伝し、味わっていただくこ

とで沼田ブランドの確立と寄付額の増加を

狙う。そしてブランド商品の増加も行う。隣

接の川場村にある永井酒造は水芭蕉という

日本酒を海外でブランド確立し、その後日

本においてもブランド化した。いわゆる逆

輸入である。そして沼田市には永井本家を

はじめとする複数の酒蔵があり、近年みら

れる日本酒輸出増の流れにおいては十分ブ

ランド化の可能性がある。 

③ 全国の寄付者が寄付を行う最大のメリ

ットは自身が収めた税金の使い道を選択で

きる点であり、自治体はその使い道の提示

をおろそかにしてはいけない。沼田市は他

の自治体同様、具体性に欠ける使い道とな

っており、差別化が図られているとはいえ

ない。私たちからは寄付者、市民目線で使い

道の提案をさせていただく。寄付者目線と
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しては水源の保全を提案する。沼田市には

東京都をはじめとする首都圏の水源として

利用されている利根川が流れている。特に

東京都においては約 8 割が沼田市から流れ

てきている。首都圏の方に自らの飲み水保

全を訴えかけてはどうか。市民目線として

はバスの本数増加と道路整備を提案する。

これは沼田都市計画マスタープランにて行

われた「まちの施設などについての満足度

指数」アンケート調査より不満足指数が高

い「バスや鉄道の利用しやすさ」、「道路の歩

きやすさ」と実際にフィールドワークを踏

まえて提案させていただいた。 

すなわち、ふるさと納税は知名度上昇な

どで「新しい顧客」を創造し、寄付で行政に

「よりよい街づくり資金」をもたらし、住民

に「より快適な環境」を提供する。つまり地

域丸ごと活性化を実現する制度なのである。 

 

終わりに 

 私たちの政策提言は、現段階では実現が

難しい点もあるかもしれない。商品のブラ

ンド化には、ブランド確立までのケアや生

産量の確保という課題が残っている。また

税金の使い道として挙げたバスの本数増加

も、市民の不満度が高い項目であるとはい

え、採算が取れる範囲に限定しなくてはな

らないだろう。返礼品目的の納税という、ふ

るさと納税制度そのものに抵抗感を抱く方

もいるかもしれない。 

 しかし、全国的な注目を集め年々その規

模を拡大しているふるさと納税は、その土

地・産業の両方に焦点が当たるため、域外へ

の広報手段としての効果を見込める。また

ふるさと納税サイト『ふるさとチョイス』に

よると、ふるさと納税で知った商品を、次は

購入したいという納税者も増えてきている

そうだ。ふるさと納税を活用して市場規模

を拡大すれば、沼田市が誇る地場産品をよ

り多くの人に楽しんでいただける。また「域

外から見た沼田市」「地域住民から見た沼田

市」双方の視点から税金の具体的な使い道

を考えることで、市民のより良い暮らしを

守りながらも寄付者の積極的な納税を促せ

るだろう。 

 末筆ながら、サマースクール開催にあた

りましてご尽力くださいました沼田市の

方々、ヒアリングにご協力いただいた方々、

指導していただいた山﨑朗教授、その他お

世話になった方々に、心より御礼申し上げ

ます。 

 

参考文献・資料  

・『地域創生のデザイン』（中央経済社、山﨑

朗編著） 

・世田谷区公式ホームページ  

http://www.city.setagaya.lg.jp/index.html  

・『「ふるさと納税」金額・件数ダントツ 1 位

は宮崎県都城市 なぜ？』（IT media ビジ

ネス ONLINE、青柳美帆子）   

http://www.itmedia.co.jp/business/articles

/1606/21/news042.html  

・ふるさとチョイス/ふるさと納税-日本最

大級のふるさと納税サイト 

www.furusato-tax.jp/  

・『情報化とグローバル化の大奔流を地方

創生にどう活かすか―ネットと結びついた

インバウンド消費とふるさと納税の取り組

み事例―』（土地総合研究 2015 年夏号、篠

崎彰彦） 

・『沼田都市計画マスタープラン』 

http://www.city.numata.gunma.jp/_res/pr

http://www.city.setagaya.lg.jp/index.html
http://www.itmedia.co.jp/business/articles/1606/21/news042.html
http://www.itmedia.co.jp/business/articles/1606/21/news042.html
http://www.furusato-tax.jp/
http://www.city.numata.gunma.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/016/2.pdf


166 

 

ojects/default_project/_page_/001/002/016

/2.pdf 

・『農村の原風景の継承を目指した「景観む

らづくり」～群馬県川場村における景観形

成基本計画等の策定に関する調査・検討』

（小林理子（（株）オオバ）、益永克人（（株）

オオバ）） 

https://www.jeas.org/modules/backnumbe

r/hokoku/tec/h21/pdf/100212-

06.pdf#search=%27%E8%BE%B2%E6%9

D%91%E3%81%AE%E5%8E%9F%E9%A

2%A8%E6%99%AF%E3%81%AE%E7%B

6%99%E6%89%BF%E3%82%92%E7%9B

%AE%E6%8C%87%E3%81%97%E3%81

%9F%E3%80%8C%E6%99%AF%E8%A6

%B3%E3%82%80%E3%82%89%E3%81%

A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E3%80%8

D%27 

 

http://www.city.numata.gunma.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/016/2.pdf
http://www.city.numata.gunma.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/016/2.pdf
https://www.jeas.org/modules/backnumber/hokoku/tec/h21/pdf/100212-06.pdf#search=%27%E8%BE%B2%E6%9D%91%E3%81%AE%E5%8E%9F%E9%A2%A8%E6%99%AF%E3%81%AE%E7%B6%99%E6%89%BF%E3%82%92%E7%9B%AE%E6%8C%87%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%8C%E6%99%AF%E8%A6%B3%E3%82%80%E3%82%89%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E3%80%8D%27
https://www.jeas.org/modules/backnumber/hokoku/tec/h21/pdf/100212-06.pdf#search=%27%E8%BE%B2%E6%9D%91%E3%81%AE%E5%8E%9F%E9%A2%A8%E6%99%AF%E3%81%AE%E7%B6%99%E6%89%BF%E3%82%92%E7%9B%AE%E6%8C%87%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%8C%E6%99%AF%E8%A6%B3%E3%82%80%E3%82%89%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E3%80%8D%27
https://www.jeas.org/modules/backnumber/hokoku/tec/h21/pdf/100212-06.pdf#search=%27%E8%BE%B2%E6%9D%91%E3%81%AE%E5%8E%9F%E9%A2%A8%E6%99%AF%E3%81%AE%E7%B6%99%E6%89%BF%E3%82%92%E7%9B%AE%E6%8C%87%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%8C%E6%99%AF%E8%A6%B3%E3%82%80%E3%82%89%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E3%80%8D%27
https://www.jeas.org/modules/backnumber/hokoku/tec/h21/pdf/100212-06.pdf#search=%27%E8%BE%B2%E6%9D%91%E3%81%AE%E5%8E%9F%E9%A2%A8%E6%99%AF%E3%81%AE%E7%B6%99%E6%89%BF%E3%82%92%E7%9B%AE%E6%8C%87%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%8C%E6%99%AF%E8%A6%B3%E3%82%80%E3%82%89%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E3%80%8D%27
https://www.jeas.org/modules/backnumber/hokoku/tec/h21/pdf/100212-06.pdf#search=%27%E8%BE%B2%E6%9D%91%E3%81%AE%E5%8E%9F%E9%A2%A8%E6%99%AF%E3%81%AE%E7%B6%99%E6%89%BF%E3%82%92%E7%9B%AE%E6%8C%87%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%8C%E6%99%AF%E8%A6%B3%E3%82%80%E3%82%89%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E3%80%8D%27
https://www.jeas.org/modules/backnumber/hokoku/tec/h21/pdf/100212-06.pdf#search=%27%E8%BE%B2%E6%9D%91%E3%81%AE%E5%8E%9F%E9%A2%A8%E6%99%AF%E3%81%AE%E7%B6%99%E6%89%BF%E3%82%92%E7%9B%AE%E6%8C%87%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%8C%E6%99%AF%E8%A6%B3%E3%82%80%E3%82%89%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E3%80%8D%27
https://www.jeas.org/modules/backnumber/hokoku/tec/h21/pdf/100212-06.pdf#search=%27%E8%BE%B2%E6%9D%91%E3%81%AE%E5%8E%9F%E9%A2%A8%E6%99%AF%E3%81%AE%E7%B6%99%E6%89%BF%E3%82%92%E7%9B%AE%E6%8C%87%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%8C%E6%99%AF%E8%A6%B3%E3%82%80%E3%82%89%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E3%80%8D%27
https://www.jeas.org/modules/backnumber/hokoku/tec/h21/pdf/100212-06.pdf#search=%27%E8%BE%B2%E6%9D%91%E3%81%AE%E5%8E%9F%E9%A2%A8%E6%99%AF%E3%81%AE%E7%B6%99%E6%89%BF%E3%82%92%E7%9B%AE%E6%8C%87%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%8C%E6%99%AF%E8%A6%B3%E3%82%80%E3%82%89%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E3%80%8D%27
https://www.jeas.org/modules/backnumber/hokoku/tec/h21/pdf/100212-06.pdf#search=%27%E8%BE%B2%E6%9D%91%E3%81%AE%E5%8E%9F%E9%A2%A8%E6%99%AF%E3%81%AE%E7%B6%99%E6%89%BF%E3%82%92%E7%9B%AE%E6%8C%87%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%8C%E6%99%AF%E8%A6%B3%E3%82%80%E3%82%89%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E3%80%8D%27
https://www.jeas.org/modules/backnumber/hokoku/tec/h21/pdf/100212-06.pdf#search=%27%E8%BE%B2%E6%9D%91%E3%81%AE%E5%8E%9F%E9%A2%A8%E6%99%AF%E3%81%AE%E7%B6%99%E6%89%BF%E3%82%92%E7%9B%AE%E6%8C%87%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%8C%E6%99%AF%E8%A6%B3%E3%82%80%E3%82%89%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E3%80%8D%27
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はじめに 
 現在、日本では人口減少が深刻な社会問

題となっている。平成 27年の日本の人口

は 1億 2709万人1であったが、平成 42年

には 1億 1500万人2に減少することが予測

されている。さらに、今後も人口減少の傾

向はとどまる気配はない。このような人口

減少は日本全国の市区町村ですでに確認さ

れ、需要の減少による経済衰退などの社会

問題に対する対応が迫られている。群馬県

沼田市においても人口減少が起きており、

早急な対応をしなければならない切実な問

題である。 
 本稿では、まず、人口の一般的な 3つの

役割と重要性を示し、人口減少が与える悪

影響について述べる。次に、沼田市におけ

る人口増減の変化の現状や原因を分析す

る。そして、人口減少が起きている沼田市

の課題を発見し、政策提言を行う。 
 政策提言では、人口減少による需要の減

少を止め、需要を創出し、人口減少の緩和

を図るために、観光分野における広域連携

政策を提言する。そうすることで沼田市の

発展を促したいと考えている。各章の構成

は次のとおりである。 
 第 1章は人口の持つ 3つの役割と重要性

について述べる。さらに、人口減少による

悪影響を明らかにする。 
 第 2章は沼田市における人口の現状分析

を行う。そして、沼田市の人口減少の詳細

を把握する。 

第 3 章は沼田市における人口減少の原因

を探り、定住人口から交流人口の増加に目

を転じる必要性を述べる。さらに、沼田市に

おける交流人口の特徴をつかむ。 
 第 4章では沼田市は観光分野に優位を占

めているという分析から、観光についての

現状分析を行う。さらに、沼田市の観光の

課題を発見し、課題を解決するために、利

根沼田地域との広域連携に解決の糸口を見

出せることを示す。 
 第 5章は沼田市に対し、政策提言を行

う。連携政策のための組織づくり、地域間

において相互利益を得られる関係の構築、

                                                   
1 総務省『平成 27年 国勢調査』 
2 国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別

将来推計人口（都道府県・市区町村）』 

回遊性の向上という 3つの取り組みをもと

に、沼田市に適した形の広域連携政策を具

体的に述べる。 
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第 1章 人口の重要性 

本章では、人口の持つ 3つの役割3（細

野 2015）に着目して、人口の重要性を述

べる。さらに、人口が減少傾向になった場

合、その傾向が地域経済に与える悪影響に

ついても述べる。 

 

1.1  人口の役割と重要性 

 人口の役割として以下の 3点が挙げられ

る。第 1に、人口は需要を創出する。第 2

に、人口は労働力を供給する。第 3に、人

口は出産を通して人口を再生産する。以

下、人口の 3つの役割について詳細に述べ

る。 

まず、第 1の人口は需要を創出する点に

ついて述べる。一般的に乗用車、家、生活

必需品などの消費や子どもの教育費など将

来への投資によって需要が創出される。つ

まり、人口は消費や投資活動を通じて生活

を営み、その結果、絶えず需要を創出して

いるのである。また、人口が多ければ多い

ほど消費や投資が盛んになり、需要もより

多く創出する。よって、人口は地域の持続

的な経済活動を促すため、また地域経済を

活性化するためにも重要な役割を果たすの

である。 

 次に、第 2の人口は労働力を供給する点

について述べる。人々は企業などによる生

産活動に従事し、財やサービスの生産を行

う。人口は生産の主体になることで社会に

貢献していく。つまり、人口による労働力

の供給で生産された物やサービスは経済や

社会の発展に寄与することになるのであ

る。 

 さらに、第 3の人口は出産を通して人口

を再生産する点について述べる。上記のと

おり、人口は需要を創出し、労働力を供給

する。その結果、各個人は経済力が高ま

                                                   
3 細野助博「産業立地 人は職を求め、職場は

人材を求め移動する」『日刊工業新聞』（2016年

9月 20日朝刊） 
4 回帰分析とは従属変数と独立変数の間に線形

関係があると仮定して、両者の関連の強さを測

り、従属変数の大小が独立変数の大小によって

どの程度説明されるかを明らかにするものであ

る。ここでは、全国の市町村をサンプル

（N=1726）として用い、平成 6年から平成 14年

までの人口変化率（総務省『住民基本台帳』）、 

り、家庭を持ち、子どもを産むことができ

るようになる。新たな人口が創出されれ

ば、それによって、消費や投資が促され

る。つまり、次世代を担う主体を確保する

ことで、新たな消費や投資など需要の創出

が継続されるのである。このようにして、

人口は絶えず、社会や経済を持続し、発展

させるために、なくてはならない重要な役

割を果たすのである。 

 以上より、人口は上記の 3つの役割を担

っているため、社会や地域の経済活動にお

いて、重要だと判断できる。次節では、人

口が減少した場合、どのような影響が生じ

るかを探る。 

 

1.2 人口減少の影響 

前節で述べたように、人口は社会や経済

活動において重要な役割を担っている。本

節では、人口が減少した場合の影響を具体

的に述べる。 

図 1-1にあるように、人口減少の影響を

示すために、回帰分析4を行った。図 1-1

では全国の市町村のデータを用いて標準化

回帰係数5をもとに、因果関係を想定し

た。 

 分析結果より、需要の減少は消費や投資

などの経済活動の縮小につながり、事業所

の売り上げが減少することがわかる。さら

に、利潤が減少し続けると、事業所は経営

を維持することが困難になり、撤退しなけ

ればならなくなることがわかった。つま

り、事業所数が減少することになる。この

連鎖が続いてしまうと、地域経済の衰退に

歯止めがかけられなくなる。その結果、再

び、人口が地域から転出することになる。

また、人口を再生産する世代の減少に伴

い、さらなる人口減少を加速させることに

 

同年の年間小売販売額変化率（経済センサス

『商業統計』）、平成 8年から平成 13年までの総

事業所数（総務省『経済センサス基礎調査』）を

従属変数、または独立変数にとって回帰分析を

した結果を示した。 
5 標準化回帰係数とは、従属変数と独立変数の

因果関係の強さを比較するために標準化（平均

＝0、標準偏差＝1に変換）した統計量のこと。 
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なり、同時に、地域の経済を衰退させるこ

とになる。 

 

 

図 1-1 人口減少の影響 

 

 
[出所]総務省『昭和 60年平成 12年国勢調

査』、経済産業省『昭和 60年、平成 14年

商業統計』、総務省『昭和 61年、平成 13

年経済センサス-基礎調査』 

 

 

 以上より、人口が減少することで地域の

経済活動において悪循環が生じることがわ

かった。次章で、沼田市の人口についての

現状分析を行う。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 沼田市の人口の現状分析 

 本章では沼田市における人口の現状につ

いて述べる。その際、沼田市の人口がどの

程度減少しているのかを調べるために群馬

県の人口と全国の人口を用いる。さらに、

年代別の人口動態についても分析する。 

  

2.1 沼田市の人口の現状分析 

 本節では、沼田市の人口動態についての

現状分析を、群馬県の人口と全国の人口を

用いて行う。 

 沼田市における人口の現状分析をするた

めに群馬県の人口と全国の人口を用いる理

由は、沼田市の人口の減り幅を相対的に比

較するためである。図 2-1のように、平成

12年の人口を 1とすると、平成 27年にお

ける沼田市の人口変化率は 0.87 である。 

 群馬県や全国の人口変化率と比較する

と、沼田市は人口減少が顕著に起きている

ことがわかる。実数でみると、平成 12年

の沼田市の人口は 5万 6278人であり、平

成 27年では 4万 8970人であった。つま

り、沼田市では 15年間で 7308 人の人口減

少が起きているのである。 

 また、推計で見ても平成 47年の沼田市

の人口変化率は 0.68であり、群馬県や全

国の人口変化率と比較すると、沼田市は人

口減少率が高いと予測されている。実数で

みると、平成 47年の沼田市の人口は 3万

8822人であると予測されている。平成 12

年の人口と比較すると、1万 7456人もの

人口減少が発生してしまうのである。 

 以上より、全国の人口変化率や群馬県人

口変化率と比較して、現在の沼田市は人口

減少が顕著に起きている。さらに、将来も

深刻な人口減少が続くと予想される。 
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図 2-1 沼田市・群馬県・全国の人口変化

率の推移と推計 

 

 
[出所]総務省『住民基本台帳 日本の将来

推計人口（全国）』、国立社会保障・人口

問題研究所『日本の地域別将来推計人口

（都道府県・市区町村）』より細野研究室

作成 

 

 

 次に、沼田市の人口変化を自然増減と社

会増減に分けて、さらに詳しい現状分析を

行う。自然増減とは出生児数から死亡者数

をひいたものである。また、社会増減とは

本文においては、市町村間転入超過数のこ

とを指す。 

 まず、自然増減に注目すると、図 2-2の

ように、平成 15年を境に、出生児数より

も死亡者数の方が多くなり、自然減が起き

ている。そして、平成 15年から出生児数

と死亡者数の差は大きくなり、平成 25年

における差は 292人になっている。さら

に、図 2-3のように、沼田市の合計特殊出

生率の推移をみると、平成 20年～平成 24

年にかけての数値は 1.49であり、沼田市

の合計特殊出生率は低下傾向にある。よっ

て、沼田市ではここ数年、自然減が顕著に

起きている。 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 沼田市出生数・死亡数推移 

 

 
[出所] 厚生労働省『平成 26年人口動態調

査』より細野研究室作成 

 

 

図 2-3 合計特殊出生率推移 

 

 
[出所]厚生労働省『人口動態調査』より細

野研究室作成 

 

 

 また、図 2-4のように、市町村間転入者

数よりも市町村間転出数の方が多い。そし

て、詳しく分析すると、平成 25 年の沼田

市では市町村間転入者数は 1204 人であ

り、市町村間転出数は 1409人であった。

市町村間転入者数と市町村間転出数を比べ

ると、205人市町村間転出数の方が多い。

よって、沼田市において社会減が起きてい

ることがわかる。 
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 以上のように、沼田市において自然減と

社会減が起きていることがわかった。 

 ここで、確認しておく事項として、社会

減は自然減に先行するという点を挙げてお

く。社会減によって子どもの産み手が減少

すると、それによって出生数が減少し、自

然減につながってしまうのである。そのた

め、自然減を止めるためには、社会減を止

めることが先決とされる。 

 以上の事項を踏まえ、次節では、沼田市

においてどの年代で社会減が発生している

かを見ていく。 

 

 

図 2-4沼田市転入者数と転出者数 

 

 
[出所]総務省『住民基本台帳人口移動報

告』より細野研究室作成 

 

 

2.2 沼田市の年代別の人口動態 

 本節では沼田市のどの年代で社会減が発

生しているのかを見ていく。その際、沼田

市の平成 2年から平成 22年までの 5歳階

級毎の人口移動率のグラフを用いる。 

 図 2-5のように、5歳階級別の人口変化

率のグラフを用いて沼田市の人口減少につ

いての分析を行った。その結果、25～29

歳以外の年代は人口変化率が減少している

ことがわかる。また、20～24歳の人口変

化率は特に、低下傾向にある。 

 さらに、25～39歳の人口変化率をみる

と、以前は、市町村間転入超になっていた

が、現在、その変化率は低下傾向にある。

つまり、以前は、25～39歳の沼田市への

転入数が多かったが、最近では、その数も

減少してきている。 

 以上より、沼田市で 20～39歳の転出超

による社会減が年々深刻化していることが

わかった。そして、この年代の減少が、自

然減を引き起こし、今日の深刻化する沼田

市の人口減少につながっているのである。 

  

 

図 2-5 5歳階級別の 5年間における人口

変化率 

 

 
[出所] 総務省『国勢調査』より細野研究

室作成 

  

 

 次章では沼田市で 20～39歳の年代が減

少する原因を探る。そして、課題の設定を

行った後に、その解決手段を検討する。 
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第 3章 沼田市の人口減少に伴う課題発

見・解決策 

 

 本章では、沼田市における 20～39歳の

人口減少について、原因分析を行う。ま

た、定住人口と交流人口についても述べ、

交流人口における沼田市の強みについて言

及する。その際、比較都市を用いて、沼田

市の交流人口の現状を分析する。 

 

3.1 沼田市における人口減少の原因 

 一般に、地縁や血縁よりも将来に関心が

向く若い人々は職を求めて移動する。つま

り、将来性や仕事をもとめて住居を移動す

るのである。また、図 3-1のように、20～

39 歳人口と事業所に相関関係があること

を見出せた。よって、若い人々は事業所や

ビジネスチャンスが多い場所に仕事を求め

て、移動するのである。 

 

 

図 3-1 20～39歳人口と事業所数の関係

（n=1800） 

 

 
[出所]総務省『昭和 60年、平成 12年国勢

調査』、『昭和 61年、平成 13年経済セン

サス-基礎調査』より細野研究室作成 

 

 

 ここで、図 3-2のように、近年、事業所

数は減少していることがわかる。また、前

章で述べたように、沼田市では 20～24歳

において転出超過になっており、25～29

歳においては転入超になっているものの、

転入の割合が低下している。沼田市の近年

における人口減少の主な原因として働く場

所が減って、職が少ないことがあげられ

る。 

 

 

図 3-2 沼田市事業所数推移 

 

 
[出所]総務省『経済センサス-基礎調査』

より細野研究室作成 

 

 

このことは沼田市においてもあてはま

る。先述したように、沼田市では近年事業

所数が減少している。そして、図 3-3から

小売業年間販売額も近年減少していること

がわかる。以上より、第 1章 2節で述べた

ような悪影響が起きているのである。 

 

 

図 3-3 沼田市小売販売額の推移 

 

 
[出所]総務省『経済センサス-基礎調査』

より細野研究室作成 
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3.2 解決策として交流人口に注目した理

由 

 職が減る原因を探ると、その根本は需要

の減少であることがわかる。よって、需要

増加のための策を行う必要があるが、沼田

市の人口が減少しているという現状におい

て、人口増加による需要の増加は期待でき

ない。そのため私たちは、需要に着目し

て、人口を定住人口と交流人口の 2種類に

分けて考察する。本稿では定住人口とは調

査時に調査の地域に常住している人口をさ

す。他方、交流人口とは、外部からある地

域に何らかの目的で訪れる人口をさす。 

 私たちは需要の減少の解決策として交流

人口に注目した。なぜなら、定住人口と同

様に、交流人口にも、需要を増加させる効

果が期待できるからである。前節で述べた

ように、沼田市の人口減少の原因は職が減

少したことであり、さらにその原因は需要

が減少していることにある。先に述べたよ

うに、定住人口増加で需要を増やすのは難

しいが、交流人口を呼び込んで需要を増や

すことは可能である。沼田市以外の場所か

ら人を呼び寄せることによって需要を創出

し、沼田市の経済を好循環させる可能性は

大きいのである。よって、交流人口に注目

した理由は、沼田市において、交流人口の

増加によって、需要を効果的に創出できる

からである。 

 

3.3 沼田市における交流人口の特徴 

 本節では、沼田市の都市の性格を探る。 

 そこで、需要を増加させる役割を持つ人

口を定住人口と交流人口の 2つに分けて考

察する。交流人口は観光客6と通勤通学者7

に分けることができる。図 3-4のように、

群馬県の全 35市町村の観光客数と通勤通

学者数を、群馬県平均を 50とした時の偏

差値に換算した。偏差値に換算した理由は

実数の大小に関係なく、観光客と通勤通学

者数の比較が可能であるためだ。沼田市の

                                                   
6 観光客とは、「日常生活圏以外の場所へ旅行

し、そこでの滞在が報酬を得ることを目的とし

ない者」をいう（群馬県観光物産課観光政策

係）。 
7 通勤通学者とは「その市町村以外に常在しそ

れ以外の市町村に通勤・通学する者」をいう

（総務省統計局）。 

偏差値をみると、通勤通学者数偏差値は

49であり、観光客数偏差値は 56 である。

つまり、沼田市の交流人口における都市の

性格は通勤通学地としての側面ではなく、

観光地としての側面に優位を占めている。

よって、沼田市の交流人口を増やすために

は観光客数を増やす方がより多くの効果を

見込むことができる。 

 次章では沼田市の観光について分析し、

観光における課題発見を行う。 

 

 

図 3-4 群馬県全市町村観光客数・通勤通    

学者数偏差値（n=35） 

 

 
（◆：沼田市/▲：藤岡市/■：富岡市 

/×：前橋市/＋：高崎市 を表す） 

[出所]群馬県観光物産課観光政策係『平成

26年市町村別観光入込客数の推移』、総

務省（2010）『国勢調査 従業地・通学地

による人口・産業等集計｛人口の男女，年

齢，就業者の産業（大分類）｝』より細野

研究室作成 
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第 4章 沼田市の観光の現状と原因及び利

根沼田地域の可能性と課題 

 

 本章では、はじめに沼田市の観光につい

て比較都市を用いて現状分析を行う。そし

て、沼田市の観光における課題発見を行

う。さらに、近隣の地域に知名度の高い観

光施設や資源があることを指摘し、政策提

言をするための分析を行う。 

 

4.1  沼田市の観光の現状・原因分析課題

発見 

 前章で、沼田市の都市としての性格を分

析した。その結果、沼田市は通勤通学地と

しての側面ではなく、観光地としての側面

に優位を占めている。これが沼田市の観光

に注目することになった理由である。 

 沼田市の観光の現状を見るにあたって、

その現状を相対的に分析するために群馬県

藤岡市と富岡市を観光分野における沼田市

の比較都市として選定する。その理由は 3

つある。第 1に、交流人口という点で見た

時の都市の性格が沼田市と類似しているこ

と、第 2に、最寄りのインターチェンジか

ら主要観光地8までの所要時間が沼田市と

同程度であること、第 3に、日帰り客数と

宿泊客数の割合が沼田市と類似しているこ

とである。 

 まず、第 1の交流人口という点で見た時

の都市の性格が沼田市と類似していること

ついて述べる。図 3-3をみると、藤岡市の

通勤通学者数偏差値は 51.5 であり、観光

客数偏差値は 62である。また、富岡市の

通勤通学者数偏差値は 49.5 であり、観光

客数偏差値は 53である。よって、藤岡市

と富岡市の交流人口における都市の性格は

通勤通学地としての側面ではなく、観光地

としての側面に優位を占めている。 

                                                   
8 ここでいう主要観光地とは、2014年に年間で

ナビタイムの検索回数が上位 3箇所に選ばれて

いる観光地のことである。 
9 藤岡市の検索回数が多い観光地上位 3箇所と

は道の駅ふじおか・藤岡ゴルフクラブ・ツイン

レイクスカントリー倶楽部である。 
10 富岡市の検索回数が多い観光地上位 3箇所と

は富岡製糸場・群馬サファリパーク・妙義カン

トリークラブである。 

 また、第 2の最寄りのインターチェンジ

からの所要時間が沼田市と同程度であるこ

とについて述べる。ここでいう所要時間と

は自動車を交通手段として最寄りのインタ

ーチェンジから市内の主要観光地上位 3箇

所までの平均移動時間である。藤岡市9の

所要時間は 12分、富岡市10では 16分であ

る。沼田市11における所要時間は 26分で

あり、同程度であると判断した。 

 さらに、第 3の日帰り客数と宿泊客数の

割合が沼田市と類似していたことについて

述べる。沼田市の日帰り客数の割合は

94％、藤岡市では 99％、富岡市では 93％
12である。よって、3市とも日帰り客が多

い傾向にあり、その割合もほぼ同じであ

る。 

以上の理由により、群馬県藤岡市と富岡市

を観光分野における沼田市の比較都市とし

て選定する。 

 次に、沼田市の観光の現状を詳しく分析

する。図 4-2にあるように、沼田市の観光

客数はここ十数年の間に 300万人前後で推

移しており、沼田市の観光客数に変化の兆

しを見て取れない。一方で、比較都市とし

て選定した藤岡市と富岡市の観光客数はあ

る時期を境に顕著に増加している。藤岡市

は平成 19年から平成 21年にかけて約 100

万人の観光客数が増加しており、その後も

400 万人近い観光客を維持している。ま

た、富岡市は平成 25年から平成 26年にか

けて、藤岡市と同様に約 100万人観光客数

をのばしていることが見て取れる。 

 

 

 

 

 

 

 

―――――――――――――――――― 

 
11 沼田市の検索回数が多い観光地上位 3箇所

とは吹割の滝・玉原ラベンダーパーク・果実の

里原田農園である。 
12 群馬県観光物産課観光政策係『平成 26年 

県内外別・日帰り宿泊別の観光入込客数推計

表』より算出。 
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図 4-2 沼田市・藤岡市・富岡市の観光客

数推移 

 

 
[出所]群馬県観光物産課観光政策係『市町

村別観光入込客数の推移』より細野研究室

作成 

 

 

 次に、沼田市の観光客数の推移に大きな

変化がみられない一方で、比較都市の 2市

において観光客数の推移が大きく変化した

ことの原因分析を行う。また、沼田市の観

光にとって不足している点や課題を発見す

る。 

 まず、藤岡市の観光客数が増加した原因

分析を行う。藤岡市には、「ららん藤岡」

という道の駅がある。この道の駅は一般道

と高速道路の両方から利用することがで

き、交通の要衝という特徴を活かしてい

る。さらに、「ららん藤岡」は関東好きな

道の駅ランキング13では平成 21年から 3

年連続で 1位になった。「ららん藤岡」の

入込客数をみると、平成 20年では 155万

3000人14であるのに対し、平成 21年では

234万 3000人15と前年比で 79万人増加し

ている。よって、藤岡市の観光客数の増加

の原因のひとつは「ららん藤岡」の入込客

                                                   
13 関東道の駅連絡会という団体が、毎年主催

して行っているランキングのこと。 
14 朝日新聞「昨年度の観光客、4.3%減 6025万

人 消費額は 3.4%減」2010 年 8月 25日朝刊,31 
15 朝日新聞「中心商店街衰退、人口減 市独

自の財源、どう確保」2014 年 4月 24日朝刊,28 

 

数の増加によるものだと考えることができ

る。 

 次に、「ららん藤岡」が観光客数の増加

に成功した原因を分析する。「ららん藤

岡」を運営している株式会社藤岡クロスパ

ークにヒアリングをした結果、平成 19年

から平成 20年にかけての観光客数の増加

については、平成 15年と平成 18年に物販

店がテナントとして入り、観光客が買い物

をするという行動が構築され、それが評価

されはじめたことが要因と考えられる。さ

らに、市が地元の人などに展示会やイベン

ト開催を呼びかけたことで、人を呼び込む

仕組みをつくった。以上より、藤岡市は

「ららん藤岡」の観光資源としての知名度

を高め、その質の高さが世間的に認知され

たことで集客に成功した。そして、この入

込客数の増加が藤岡市の観光客数増加に大

きく影響していると考えられる。 

 また、富岡市については、平成 26年に

富岡製糸場が世界遺産に登録されたことが

観光客増加の要因として挙げられる。富岡

製糸場は、明治時代に国が建てた器械製糸

工場であり、絹産業の発展に大きく貢献し

たことを評価されて平成 26年に世界遺産

に登録された。そこで、富岡製糸場の入込

客数をみると、平成 25年では 31万 4000

人16であるのに対し、世界遺産に登録され

た平成 26年には 133万人となっており、

前年比で 102万人増加したことになる。 

よって、富岡市の観光客数増加の原因は

富岡製糸場の世界遺産登録により、入込客

数が増加したためである。 

 以上のことから、藤岡市と富岡市の観光

客数が増加した原因は多くの観光客を呼ぶ

知名度の高い施設があるためである。 

 ここから、藤岡市、富岡市の比較都市の

分析に基づいて、沼田市の観光について分

析を行う。沼田市の主な観光施設としてた

んばらラベンダーパークや吹割の滝、老神

温泉、沼田城址公園等があげられる。ま

――――――――――――――――――――― 
16 富岡市観光ホームページ「富岡製糸場 年

度別入場者数の推移」＜http://www.tomioka-

silk.jp/tomioka- silk-

mill/guide/record.html＞2016年 12月 22日ア

クセス 
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た、沼田市の観光資源としては、沼田祭り

やロマンチック街道があげられる。たんば

らラベンダーパークとは夏には約 5万株の

ラベンダーや花畑を鑑賞することができ、

冬にはスキー場として楽しむことができる

施設である。吹割の滝は、文部科学省から

天然記念物に指定されており、高さ 30メ

ートルの落差のある瀑布で、「東洋のナイ

アガラ」ともいわれる。沼田祭りとは江戸

時代に起源をもつ須田神社の「祇園祭」を

もとにし、約 20万人の観光客が訪れる沼

田市民総参加の祭りである。日本ロマンチ

ック街道とは、長野県上田市から栃木県日

光市までの全長約 320kmの街道のことをい

う。この街道は長野県軽井沢町や群馬県草

津町といった全国でみても有名な観光地も

通っている。 

 以上のように、沼田市には観光施設や観

光資源が一通りはあるが、世界遺産やラン

キング 1位など高い知名度を示すものが乏

しい。また、「真田丸」ブームの来る前の

ここ数年、藤岡市や富岡市のように、知名

度が向上した観光施設や資源がなかったた

め、沼田市の観光客数に変化をみられず、

観光業が停滞している。よって、沼田市の

観光における課題は人を呼び込む知名度の

高い観光施設が少なく、観光客数に増加の

兆しを見て取れないことである。 

 

4.2 利根沼田地域の知名度と可能性 

 前節で沼田市における観光分野の分析を

行った結果、沼田市の観光施設や観光資源

は、高い知名度がないことがわかった。し

かし、私たちが実際に沼田市へ視察に行っ

たところ、観光施設や観光資源そのものに

魅力がないようには思えなかった。このこ

とから、観光客に沼田市の観光施設や観光

資源のことを知ってもらう必要があると考

察した。そこで、沼田市という限定的な地

域で見るのではなく、視野を広げて利根沼

田地域に着目した。さらに、これ以降、利

根沼田地域にあるそれらの知名度を利用す

ることの可能性について述べる。 

 まず、利根沼田地域に着目した理由につ

いて述べる。前節で述べたように、沼田市

には観光施設や観光資源はあるが、世界遺

産やランキング 1位など高い知名度を示す

観光施設や資源が乏しい。 

 そこで、沼田市の近隣の市町村における

観光施設や観光資源を調べた。その結果、

利根沼田地域に人を呼び込むような知名度

の高い観光施設や観光資源が存在している

ことがわかった。知名度の高い観光施設や

観光資源については後述する。よって、交

流人口増加に資する知名度の高い観光施設

や資源を求めた結果、沼田市だけではな

く、利根沼田地域という広範囲な領域に目

を向けた。 

 図 4-3にあるように、利根沼田地域とは

群馬県の北部に位置し、沼田市、片品村、

川場村、昭和村、みなかみ町からなる山間

高冷地域である。また、周囲を 2000メー

トル級の山々に囲まれ、渓谷、湖沼・高

原、豊かな自然環境に恵まれた地域であ

る。 

 

 

図 4-3 沼田市と利根沼田地域 

 

 
[出所]「白地図ぬりぬり」より細野研究室

作成 

 

 

まず、人を呼び込む知名度の高い観光施設

や観光資源としては尾瀬、「田園プラザか

わば」、ラフティング施設、「尾瀬岩鞍ス

キー場」が挙げられる。 

 尾瀬は日本百選に選出されており、「田

園プラザかわば」は関東好きな道の駅ラン

キング 5年連続 1位になり、また、家族と
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1 日楽しめる道の駅ランキングでも東日本

1 位を獲得している。また、みなかみ町で

盛んなラフティング施設は、全国ラフティ

ングランキング17の上位 10位のうち 1

位、5位、8位、10位と 4つのラフティン

グ施設がランキングに名を連ねている。さ

らに、「尾瀬岩鞍スキー場」は18都心から

行きやすいランキングで 1位を獲得してい

る。よって、各種ランキングで上位に名を

連ねる観光施設や資源に恵まれていること

がわかる。尾瀬は国立公園指定をうけ、そ

の後、国指定特別天然記念物になり、年間

30 万から 40万人の観光客が訪れる。田園

プラザかわばとは農業を中心とした地場産

業おこし、田園や自然環境に相応した地域

住宅づくり、村づくり積極的に行っている

道の駅であり、年間 180万人の観光客が訪

れる。 

 以上より、沼田市の観光における課題は

人を呼び込む知名度の高い観光施設が少な

く、観光客数に増加の兆しを見て取れない

ことである。一方、利根沼田地域において

は知名度の高い観光施設が多くあることが

わかった。次章では、これらの観光施設や

観光資源の魅力を合わせて、より交流人口

を呼ぶために広域連携という政策提言を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
17 じゃらん net 全国のラフティングランキン

グ＜http://www.jalan.net/kankou/g2_Y4/＞

2016年 12月 24日アクセス 
18 ランキングシェア関東のスキー場 10選＜

https://www.rankingshare.jp/rank/ubdt 

lxdczx＞2016年 8月 15日アクセス 

 

 

 

 

第 5 章 政策提言 

 本章では、沼田市への政策提言として広

域連携を提言し、3つの節にて具体的な取

り組みを述べる。その際、政策提言のため

の現状分析を行う。また、広域連携の事例

を取り上げ、連携政策を具体的に述べる。 

 

5.1 広域連携を提言する理由 

 本節では、沼田市に対して、観光分野に

おける広域連携政策を提言する。その理由

は 2 つある。  

 第 1の理由として、利根沼田地域には観

光客が行きたくなるような魅力的な観光施

設や資源が存在しているからである。前章

で述べたように、沼田市には観光客が行き

たくなるような魅力的な観光施設や資源が

他の利根沼田地域の市町村と比べると少な

い。これが沼田市の課題であった。一方、

利根沼田地域においては観光客が行きたく

なるような魅力的な観光施設や資源が多

い。よって、利根沼田地域にある観光施設

や資源同士を連携させることで、観光客を

呼び込み、沼田市の課題解決を図る。 

 第 2の理由として、利根沼田地域が観光

分野において広域連携することで、観光客

数増加を期待できるからである。図 5-1の

ように、利根沼田地域の全市町村の観光客

数を足し合わせると、群馬県の観光客数が

多い前橋市や高崎市を上回る観光客数が見

込まれる。さらに、同じロマンチック街道

沿いにある観光都市として有名な日光市の

観光客数にも匹敵する。つまり連携するこ

とで利根沼田地域という大規模な観光市場

が形成される。個々の市町村では大きく差

がつけられている観光で張り合え、観光客

数が増加し、経済効果の上昇も期待でき

る。 
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以上の 2つの理由から、沼田市に広域連

携という政策を提言する。次節では事例研

究と広域連携政策の要点を分析する。 

 

 

図 5-1 利根沼田地域と高崎市、前橋市、

富岡市、藤岡市、日光市の観光客数 

 

 
[出所]群馬県観光物産課観光政策係『平成

26 年市町村別観光入込客数の推移』,栃木

県産業労働観光部観光交流課『平成 26年

栃木県観光客入込数・宿泊数推定調査結

果』より細野研究室作成 

 

 

5.2 事例研究と連携に必要なこと 

 本節では、実際に広域連携という政策を

行っている「信州うえだ」の事例を用い

て、広域連携政策を実現するための方策を

考える。 

 まず、広域連携政策の事例研究を行い、

次に利根沼田地域における広域連携に必要

な取り組みを述べる。 

「信州うえだ」とは長野県上田市、東御

市、青木村、長和町による観光分野の広域

連携政策のことである。この事例を取り上

げた理由は広域連携政策の成功事例であ

り、かつ利根沼田地域にも当てはまる可能

性があると考えたためである。 

 「信州うえだ」の事例を調べるために上

田地域広域観光協議会に向けてヒアリング

を行った結果、広域連携に大切なことは、

政策を先導する主体組織の構築と連携に関

わっている地域が相互利益を得られる関係

を築くことであることがわかった。以下で

はこれらの点について説明する。 

 まず、この政策を企画し運営している組

織は、上田地域広域観光協議会であり、こ

の組織が各市町村や各団体の要望を一本化

した政策を立案し、実施している。なお、

この組織が行う企画・運営のための費用

は、各構成団体と市町村が負担している。 

 次に、地域間において相互利益を得られ

る関係の構築についてだが、「信州うえ

だ」においては、点在している観光地をつ

ないで観光圏をつくり、回遊性を向上させ

ることで、観光客の増加を図った。その回

遊性向上のための具体的な取り組みとし

て、観光タクシーの実施や、スタンプラリ

ーの企画があげられる。 

 最後に、この広域連携政策の成果につい

て述べる。観光タクシー利用者は実施後、

2年間で約 9倍に増加した。その利用者数

は平成 28年において約 1800人である。さ

らに、スタンプラリーの参加者は 3万

5000人であった。以上のように、「信州

うえだ」は適切な情報提供や効果的な政策

を行っていたため、広域連携政策の成功事

例と判断できる。 

 そこで、この成功事例で行われたことを

参考にして、利根沼田地域での広域連携に

必要な取り組みを述べる。利根沼田地域の

広域連携政策に必要な取り組みは 3つあ

る。第 1に、連携政策のための組織づくり

である。第 2に、地域間において相互利益

を得られる関係を構築することである。第

3に、回遊性の向上である。第 1と第 2の

取り組みは連携政策の基礎になる。第 3の

取り組みは、沼田市の観光客数を増加さ

せ、また、利根沼田地域間の広域連携をよ

り強化していくためのものである。次節以

降、3つの取り組みについて具体的に述べ

る。 

 

5.3 取り組み a 広域連携のための組織 

広域連携政策の主体となる組織について

述べる。主体となる組織は既存の組織を利

用するのではなく、利根沼田観光広域連携

協会という組織を新設する。 

 利根沼田地域には、広域連携のための組

織として利根沼田広域市町圏振興整備組合

という組織が既に存在している。この組織
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は沼田市長が会長を務め、行政活動を円滑

にするための行政組織である。主な活動は

交通インフラの整備、消防事務、火葬場・

斉場の設置、福祉・介護事業である。ま

た、利根沼田公共事業の管理や観光サイト

「尾瀬ネット」の作成や運営、広告紙の作

成や発行を行っている。しかし、この組織

は、上記のような事務的業務を主に行って

おり、前章であげた信州うえだの事例のよ

うな観光に特化した組織ではない。また、

観光広域連携政策の成功事例を見ると、観

光事業に特化した組織を新設していること

が見て取れた。よって、観光に特化した組

織が必要だと判断し、この組織を利用せ

ず、新設することを提案する。 

新設する利根沼田観光広域連携協会とい

う組織は官民一体型である。具体的には利

根沼田地域の各市町村の観光課や民間団

体、さらには商工会から組織される。運営

は各市町村の観光課職員が主導する。後述

するように、取り組みの 1つに観光パスポ

ートなどによる割引などの実施などがあ

り、民間団体と提携することは必要不可欠

である。また、費用は沼田市や各自治体か

らの支出と補助金を利用して賄う。ここで

いう補助金とは地方創生推進交付金のこと

であり、内閣府が行っている補助金交付政

策の 1つである。 

地方創生推進交付金を受給するためには

3 段階の条件がある。1つ目は地域間の連

携が行われていることである。2つ目はま

ちの賑わいが創出できることである。3つ

目は客観的なデータにより事業設計と外部

組織による事業評価があり、地域における

関係者と連携を取り、事業について国に報

告することである。この 3つの条件を満た

すと、支給資格を得ることができる。この

補助金を受け取った事例として、石川県の

金沢市、小松市、羽咋市の広域連携観光政

策があげられる。これらの政策では、約 2

億 5400万円が支給された。 

次に、広域連携政策の組織を作るにあた

り、沼田市が主導する必要性について述べ

る。 

第 1に、利根沼田地域において、沼田市

は交通の起点になる。藤岡市はインターチ

ェンジを利用しやすい環境であったため、

観光客数を増加できたのである。よって、

沼田市は交通の起点となるインターチェン

ジを活用できる強みがあり、これを積極的

に利用すべきである。ここでいうインター

チェンジを活用できる強みとは沼田市は関

越自動車道、ロマンチック街道などが通っ

ており、利根沼田地域で人が集まりやすい

位置にあり、自動車などによるアクセスが

容易であることをいう。 

第 2に、沼田市は利根沼田地域において

最も人口が多い。沼田市は利根沼田地域に

おいて唯一市政を敷いており、5万人規模

の沼田市がまちをあげて取り組めば、大き

な影響力を持つことになる。また、沼田市

は利根沼田地域において高い行政力を持っ

ているので、大きな影響力を発揮できる可

能性が高い。 

 

5.4 取り組み b 地域間において相互利

益を得られる関係の構築策 

ここでいう地域間において相互利益を得

られる関係とは弱みを補い、強みを享受し

合える関係を表す。そこで、利根沼田地域

の弱みと強みを探るため、利根沼田地域の

観光客数の月別の推移について分析し、観

光客数の増加が効果的に図れるような政策

を提言する。 

図 5-2のように、平成 26年度における

利根沼田地域の観光客数を月別で見ると、

1月から 3月の冬の時期と 7月から 9月の

夏の時期には多くの観光客が訪れているこ

とがわかる。冬の時期はみなかみ町などに

あるスキー場が充実しているため、観光客

数が多いと考えられる。また、夏の時期に

ついては、沼田祭りやラベンダーパークの

影響で観光客数が多いと考えられる。しか

し、4月から 6月の春の時期は利根沼田地

域全体で相対的に観光客数が少なくなって

いる。よって、春の観光客数の増加が必要

である。 

上述したように、4月から 6 月の春の時

期は利根沼田地域全体で相対的に観光客数

が少ない。この弱みを観光客数増加によっ

て、克服するのである。一方、回遊性の向

上によって強みを享受しあうのである。 
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図 5-2 利根沼田地域全市町村の月別観    

光客数 

 

 
[出所]群馬県観光物産課観光政策係『平成

26 年市町村別月別観光入込客数の推移』

より細野研究室作成 

 

 

次に、利根沼田地域において春の観光客

数が相対的に少ないことの原因分析を行

う。その原因は春に人を呼び込む観光施設

や資源が利根沼田地域に少ないことだと仮

説を立てた。この仮説を裏付けるために、

北関東地域における春の観光客が多い地域

と、それらの地域の観光施設や資源を調べ

た。北関東地域の市町村を見た理由は、東

京などの都市部からの距離を利根沼田地域

と揃えるためである。そこで、春の観光客

数の多い市町村を調べると、茨城県ひたち

なか市と那須市、栃木県足利市、群馬県館

林市があげられた。図 5-3の北関東地域の

4 つの市町の月別観光客のグラフを実際に

見てみると、これらの市町の春の観光客が

多いことがわかる。そこで、ひたちなか

市、那須町、足利市、館林市の春の観光施

設や資源には、国立ひたちなか海浜公園、

那須ハイランドパーク、あしかがフラワー

パーク、つつじが岡公園などがあげられ

る。国立ひたちなか海浜公園は平成 27年

5 月の大型連休に約 52万人観光客が訪

れ、あしかがフラワーパークは同時期に約

14 万人の観光客が訪れた。これらを踏ま

えて、上記のような観光施設や資源が観光

客を 1年中でも特に、春に引き寄せるのに

大きな役割を果たしているとみなした。よ

って、春に観光客を呼ぶためには、観光に

時間を取れない春でも訪れやすいような観

光施設や資源が存在することが重要である

ことがわかった。 

 

 

図 5-3  北関東地域において春の観光客

数が多い地域の季節別観光客数 

 

 
[出所]茨城県商工労働部観光物産課『平成 

26 年観光客動態調査報告』、栃木県産業

労働観光部観光交流課『平成 26 年栃木県

観光客入込数・宿泊数推定調査結果』、群

馬県観光物産課観光政策係『平成 26年市

町村別月別観光入込客数の推移』より細野

研究室作成 

 

 

利根沼田地域には、先述したように、春

に人を呼び込む観光施設や資源が充実して

いない。よって、既存の観光施設や資源を

活用し、春の観光客数を増やすために、春

に大学生の合宿誘致という第 2の政策提言

をする。 

新たなコンテンツではなく既存のコンテ

ンツを活用する理由は、新たな観光コンテ

ンツを作るのにはある程度の開発費、建設

費などを要することが予想されるためであ

る。 

まず、大学生に向けた取り組みの必要性

について 4つ述べる。第 1に、関東の大学

生は約 130万人いる。利根沼田地域は首都

圏から行きやすい場所にあるため、多くの
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需要があることが予想される。第 2に、大

学生の行事として、春に新歓合宿が実施さ

れるなど春に遠隔地に行く下地があり、大

学生と春の合宿は一定以上の親和性をもっ

ている。第 3に、大学生は SNSを多く利用

する。SNSの発信により、利根沼田地域の

魅力をさらに多くの人に伝えられる。第 4

に、大学生には発想力において柔軟性があ

る。大学生のような若い人々は自由で独特

な発想力を持っている。そして、ワークシ

ョップなどでその発想力を活かすことを期

待できるので、新しい魅力作りに協力して

くれる可能性も大きい。 

次に、大学生が合宿に求める要素につい

て述べる。サークルの新歓合宿であって

も、ゼミの勉強合宿であっても、体育館や

グラウンド、低価格の宿泊施設などが必要

となってくる。さらに、会議や短時間のミ

ーティングを行うための Wi-Fi付きのホー

ルや宴会場なども求めている要素である。

これらに関しては利根沼田地域の既存の旅

館やホテルの施設を活用すれば、合宿の需

要を満たすことが期待できる。 

ここからは利根沼田地域における大学生

の合宿の需要を満たすことができるかを述

べる。図 5-4のように、休日に 1泊 2日で

合宿をした場合の料金をみると、利根沼田

地域は 9909円の費用がかかることがわか

る。他の地域と差別化を図るため、利根沼

田地域側から補助金を出すなどして合宿を

安く提供できるようにする。利根沼田地域

には図 5-5のように、グラウンドや体育

館、ホールや宴会場がある宿泊施設があ

る。さらに、ラフティングやアウトドア施

設もあり、利根沼田地域には大学生が求め

るものがあるとみなすことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-4 関東の主要合宿地の宿泊・移動の

平均費用 

 

 
[出所] 「中大生協おすすめの宿 2016～

2017」より細野研究室作成 

 

 

図 5-5 利根沼田地域の観光施設とアウト

ドア施設 

 

 
[出所]「Google My Map」より細野研究室

作成 

 

 

次に、具体的な合宿の計画について述べ

る。大学生にサークルの合宿を誘致する場

合、田園プラザかわばのように春でも行け
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る観光地を訪れてもらう。そして、みなか

み町や片品村の宿泊施設で宴会などを楽し

んでもらう。さらに、帰りは沼田市のとん

かつ街道などの利根沼田地域で食事をして

もらう。また、ゼミ活動などの勉強合宿を

誘致する場合、フィールドワークを通じて

利根沼田地域の良さや魅力を発見してもら

う。そして、利根沼田地域を題材にしたイ

ベント、例えばワークショップを通して

様々な意見を交換する場に参加してもら

う。ワークショップの企画と運営は利根沼

田観光広域連携協会である。ワークショッ

プでは大学生に観光政策や地域振興などの

考えを行政職員や地元住民と協力して出し

てもらう。その際、ワークショップでまと

めた意見を共有し、その場で発表してもら

うのである。そして、利根沼田地域におい

て今後、政策立案や運営に役立てる。この

ように継続的に大学生を取り込むことがで

き、若い人の斬新な考えを用いて、利根沼

田地域のさらなる発展につなげるのであ

る。 

次に、合宿政策を推し進めていくうえ

で、それぞれの機関の役割を説明する。ま

ず、広域連携政策の主体である利根沼田観

光広域連携協会は大学生に向けた合宿の宣

伝を行う。大学生への合宿プランの手続き

や斡旋は旅行会社へ委託する。なぜなら、

法律上、利益を生む旅行業務は指定された

機関しかできないからである。 

 

5.5 取り組み c 回遊性向上のための策 

この節では、利根沼田地域に訪れた観光

客の回遊性を向上させるための策について

述べる。 

本稿において、回遊性とは、交通インフ

ラと情報インフラのことを示す。交通イン

フラとは道路、トンネル、橋などの道路を

表す。一方、情報インフラとは観光客に対

する情報提供を表す。この 2つの要素が利

根沼田地域において充実しているかを見て

いく。交通インフラの現状について観光客

は自動車で利根沼田地域に行くという前提

のもとで分析する。図 5-6のように、利根

沼田地域には関越自動車道やロマンチック

街道、望郷ラインが通り、各地を結ぶ道路

は確保できていると判断した。しかし、利

根沼田地域全体を短時間で回遊するのは難

しいとも判断した。その理由としては、利

根沼田地域は中山間地域であり、迂回を余

儀なくされる道路も多いことがあげられ

る。よって、交通インフラは充実している

が、全域を短時間で移動するのは困難であ

ると判断した。 

次に、情報インフラの現状について分析

する。図 5-7のように、現在、利根沼田地

域の観光地を紹介するウェブサイトは存在

する。このウェブサイトは「尾瀬ネット」

といい、観光地を市町村ごとにまとめて紹

介している。また、このウェブサイトは各

市町村の公式ウェブサイトのリンクを掲載

している。しかし、回遊性の向上を図るた

めの工夫が不足している。「信州うえだ」

の政策で実施されているような充実した観

光ルートを示す工夫がないのである。情報

インフラは充実していないと判断した。 

ここで、先に紹介した「信州うえだ」の

事例について述べる。「信州うえだ」の政

策では観光情報を紹介するアプリがある。

このアプリでは観光地までの適切なルート

を示し、さらに、ルート周辺の観光地を掲

載している。その結果、観光消費額が前年

と比べて、約 320億円増加した。よって、

回遊性の向上により、第 1章から述べてき

た地域経済活性化のために重要となる需要

の増加が期待できるのである。 

利根沼田地域の課題と事例を見た上で、

回遊性の向上のための取り組みとして、観

光ウェブサイトの作成を提言する。図 5-8

のように、観光ウェブサイトでは観光ルー

トを示す。その際の条件は複数市町村を回

遊させるにしても、1日以内で気軽に移動

して、楽しめるルートを示すことだ。この

ようにして、小さな観光地域を示すこと

で、交通インフラの課題を解決していくの

である。 

また、需要の創出という点からみて、観

光消費額を増加させることも重要となって

くる。そこで、観光ウェブサイトとは別

に、観光パスポートを作成する。観光パス

ポートとは有料で販売するもので、施設に

入場料金がある観光施設や資源は入場割

引、入場料金がない観光施設や資源は周辺

のお土産屋等での商品プレゼント券などの

特典をつけたものである。利根沼田地域の

広いエリアを回る場合と狭いエリアを回る
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場合に分けてパスポートを販売する。分け

る理由としては、日帰り客から長期の宿泊

客までそれぞれに対応することがあげられ

る。このような観光パスポートを販売する

ことで、回遊性がさらに向上し、観光消費

額の向上を図るのである。 

また、観光地までの経路と周辺の観光地

を表示することで、回遊性の向上と経済効

果を図り、情報インフラの課題を解決す

る。 

 

 

図 5-6 利根沼田地域の主要な道路 

 

 
[出所]「Google My Map」より細野研究室

作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-7 「尾瀬ネット」（各市町村観光協

会及び主要観光地紹介ページ） 

 

 
[出所] 尾瀬ネット「地域観光情報」＜

http://www.oze.or.jp/kanko/tiiki.html

＞2016 年 12月 22日アクセス 

 

 

図 5-8 利根沼田地域観光サイト例 

 

 
 

 

5.6 まとめ 
 群馬県沼田市は人口減少が顕著に起きて

おり、将来もこの傾向が継続すると予想され

ている。第 1章で述べた人口の持つ 3つの

役割を果たすことが難しくなっている。よっ

て、今、そして、将来、人口減少により需要

が減少し、経済活動が縮小してしまう。その

結果、事業所数の減少につながり、さらなる

人口減少を招く。沼田市は人口減少の悪影

響を受け、悪循環に陥っている。 
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 そこで、私たちは交流人口を増加させ、人

口減少の悪影響と悪循環を改善しようと試

みた。沼田市は観光の側面に優位を占めて

いるとの分析から、交流人口の中でも特に、

観光客数の増加を図るために、広域連携政

策を提言した。具体的な 3つの取り組みと

は広域連携のための組織づくり、地域間に

おいて相互利益を得られる関係の構築、回

遊性の向上の策であった。 
 この 3つの取り組みにより、交流人口、特

に、観光客数が増加する。交流人口が増加

すると、需要が創出され、事業所の売り上げ

増加につながる。その結果、事業所数が増

加し、雇用が創出されることになる。 
 以上より、沼田市の人口減少を緩和し、経

済活動を活性化することで、人口減少の悪

影響の緩和を図るのである。 
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おわりに  

 雄大な青空がひろがる 8月に、私達は群

馬県沼田市に、自然と歴史、人のつながり

を感じた。私たちはサマースクールやワー

クショップなどで何度も沼田市を訪れ、勉

学に励みながらも、沼田市の魅力を探し、

発見してきた。例えば、暑さも厳しい晴天

のもと、おいしいかき氷やアイスクリーム

を頬張り、何百年もの昔、かの真田氏のこ

とについて思いをはせた。また、フィール

ドワークの最中であることを忘れるほど

に、花や木を愛でて、普段の生活では感じ

られない淡い感情に浸った。さらに、ワー

クショップでは沼田市民の方々と意見交換

をさせていただき、町の誇りと情熱を肌で

感じ取り、この地に住む人の一途な想いを

知った。そのような体験があったからこ

そ、このプロジェクトを真摯に取り組むこ

とができたと、今では確信できる。 

 本稿では、沼田市における人口の変化や

影響を詳しく分析し、課題に対する解決を

試みた。沼田市のような地方の一自治体が

人口を増加させることは困難である。そこ

で、私たちは交流人口の増加を図るという

考えに至った。その交流人口の中でも、沼

田市は観光に優位を占めていることをつき

とめ、観光客数の増加を図るために、広域

連携政策を提言した。広域連携政策とは近

隣の市町村と連携することで、地域全体を

発展させる政策のことである。この政策に

より、沼田市と近隣の市町村のさらなる発

展を願ってやまない。 

 2016年 8月の沼田市でのフィールドワ

ークやワークショップを通じて、多くの学

びがあった。そのおかげで、本研究の飛躍

的な質の向上があり、さらに、本稿を書き

上げることができた。ひとえに、沼田市の

市役所の方をはじめとする多くの方のご尽

力があったからである。細野助博教授から

は多くのご指導ご鞭撻を頂戴した。そして

なにより、ご多忙の中、私たち学生の重な

る問い合わせにも丁寧な対応をしていただ

き、またワークショップの開催に貴重なお

時間を割いていただいた、川方様をはじめ

とする皆様に、この場をお借りして、心か

らの御礼を申し上げたい。さらに、利根沼

田地域の各市町村の職員の皆様や、本研究

に協力していただいた方、特にサマースク

ールの開催に多大なご協力を頂いたゼミ

OBの金井正樹様に重ねて御礼申し上げ

る。 

 

2016年 12月 

細野ゼミ A・B・C生 一同 
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ン ＜

https://www.busmado.jp/index.html＞平

成 28年 12月 4日アクセス 

ビッグウエーブラフティング ＜

http://www.bigwaverafting.com/tours/ra

fting.html＞ 

ホテルヴェビータウェブページ＜

http://www.jrs-w.com/bella-vita/＞平成

28年 12月 4日アクセス 

村瀬洋一・高田洋・廣瀬毅士（2007）

『SPSS によるやさしい多変量解析』オー

ム社 

Excite ニュース「梅雨空を吹き飛ばせ！

那須ハイランドパークてるてる坊主大集

合！」＜

http://www.excite.co.jp/News/travel/20

150613/Japan_arukikata_9257.html＞平成

28年 12月 4日アクセス 
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ワーパーク」は国内有数の花の楽園」＜

https://retrip.jp/articles/1521/＞平成
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